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Ⅰ　子育ての豊かさと楽しさの発見

方針１）多様なニーズを受け止められる子育て支援

（１）多様な保育の場づくり

事業 内容 方向性
（平成27年4月～平成32年3月）

方向性の変更
（平成29年4月～）

担当課 平成28年度の取り組み 平成28年度実績 評価 課題 平成29年度の取り組み

①保育
園

■公立11園、私立25園、認証
保育所８園で、保護者の労働
又は疾病その他の理由で、家
庭において必要な保育を受け
ることが困難な未就学児の保
育を実施。

■ニーズ量調査の結果を踏ま
え、民間活力や国・都の補助
制度を活用して計画的に整備
を進めていく。
■計画については毎年度見直
しを行い、保育需要の動向や
市の財政状況のバランスを取
りながら待機児童の解消を推
進する。

保育課

■認可保育所（吹上多摩平保
育園）の移転増築に伴う定員
拡大（90名）
■認証保育所1施設（第四暁
愛児園）開設（定員40名）

■認可保育所（吹上多摩平保育園）の移転増築に伴う
定員変更（90名）
■認可保育所（吹上多摩平保育園神明分園）開設（30
名）
■認可保育所（つくしんぼ保育園）定員変更9名
■認証保育所（第四暁愛児園）開設（40名）
■認証保育所（金子ベビーホーム）定員変更（3名）

Ｂ 

■保育需要が
計画を上回っ
ており、追加
整備の必要が
ある。

■認可保育所（栄光多摩平
中央保育園）開設（130
名）
■認可保育所（至誠第二保
育園）建替えに伴う定員変
更（30名）

②認定
こども
園

■保護者の就労状況等に関わ
らず、幼児期の学校教育・保
育を一体的に行う、幼稚園と
保育所の両方の機能を併せ持
つ施設。
■保護者の就労状況等に関わ
りなく、３～5歳の子どもが教
育・保育を一緒に受けられる
ため保護者の多様なニーズに
対応することができる。

■市内で認定こども園は「幼
稚園型」の１園のみだが、幼
保連携型認定こども園等の新
たな枠組みの認定こども園に
ついても、国・都の動向や私
立幼稚園の意向等を見極めつ
つ開設を検討していく。

保育課

■認定こども園1園継続
■私立幼稚園の意向等を踏ま
えつつ、認定こども園の新規
開設を検討。

■市内の認定こども園
　幼稚園型　1園
（日野・多摩平幼稚園）

Ａ 

■認定こども園1園継続
■私立幼稚園の意向等を踏
まえつつ、認定こども園の
新規開設を検討。

③小規
模保育

■平成27年度から市町村の認
可事業として開始された事
業。
■０～２歳児を対象とし、19
人以下の少人数の単位で、家
庭的な雰囲気の中できめ細か
な保育を行う。
■３歳以降も保育を希望する
場合の円滑な利用を図るため
の連携施設を設定し、就学前
まで継続して保育が受けられ
るように保証していく。

■平成27年4月に２か所開設
し、保育需要に対応してい
く。
■今後の開設には、卒園後の
受け皿となる連携施設の設定
が課題になると考えられるた
め、日野市全体の保育需要の
正確な把握に努め、あり方を
検討する。

保育課
■待機児童の状況等を踏まえ
た上で、小規模保育事業開設
の必要性を判断、検討する。

■小規模保育事業
　A型　2園
（ののはな保育園・マジオたんぽぽ保育園日野ルー
ム）

Ａ 

■小規模保育事業（たまだ
いら1・2Smile House）開
設（12名）
■待機児童の状況等を踏ま
えた上で、更なる小規模保
育事業開設の必要性を判
断、検討する。

④家庭
的保育
（保育
ママ）

■家庭的な雰囲気のもと、０
～２歳児の少人数（定員５人
以下）を対象にきめ細やかな
保育を行う。
■日野市では、保育士、教
諭、助産師、保健師又は看護
師のいずれかの資格を有する
者を要件とし、良質な保育を
提供している。

■現在の事業を継続していく
が、今後の東京都の家庭的保
育事業制度の動向や、子ど
も・子育て支援新制度の動向
を見極めながら検討を行って
いく。

保育課

■現在の事業を継続。(8名)
■引き続き、国・都の動向を
注視しながら改正等に対応し
ていく。

■家庭的保育事業実施　8名 Ｂ 

■家庭的保育
事業者8名での
継続実施が困
難となった。

■家庭的保育事業実施4名
■地域型保育事業の家庭的
保育事業開設を検討してい
く。

⑤事業
所内保
育

■事業所その他の様々なス
ペースで、主に企業の従業員
の子どもを預かる施設だが、
一定割合の地域の子どもを受
入れることとし、一緒に保育
を行う事業。

■市内事業所の意向や保護者
のニーズ等を踏まえながら方
向性を検討していく。

保育課
■市内事業所の意向を踏まえ
ながら、開設を検討する。

■市内事業所の意向を踏まえながら、開設を検討 Ａ 
■企業主導型保育事業とし
て日野自動車内で開設

　　　　　　評価　Ａ　：　順調（計画どおりに又は計画以上に進んでいる）　　　　評価　Ｂ　：　おおむね順調（計画どおりに進んでいるが、需要増などの課題がある）　　　評価　Ｃ　：　順調ではない（計画や需要に対する課題が多い）
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⑥幼児
園

■平成17年度から、市立あさ
ひがおか保育園と市立第七幼
稚園が共通のカリキュラムに
より遊び・生活する活動を
行っている。
■同じ地域に住む子どもたち
が保護者の就労に左右され
ず、共通の理念で共に育つこ
とを目指して開設された。

■幼児園事業を継続し、保護
者との交流・行事等を通して
地域とのつながりを深めなが
ら充実を図っていく。

保育課

■保護者及び保育士、担当課
の三者で協力して「幼児園」
を運営し、地域との交流事業
として、幼児園まつりや合同
遠足等を実施する。

■合同遠足　10/26（4歳児）、10/19（5歳児）
■幼児園まつり　7/16
■カレーパーティー、芋煮会、ミニ運動会（雨で中
止）、合同避難訓練等を実施

Ａ 

■保護者及び保育士、担当
課の三者で協力して「幼児
園」を運営し、地域との交
流事業として、幼児園まつ
りや合同遠足等を実施す
る。

⑦学童
クラブ
（放課
後児童
健全育
成事
業）

■就労等の事由により、放課
後等の時間、家庭に保護者(養
育者)がいない児童を預かり、
育成する事業。
■対象：小学校１～３年生
（ただし、障害児は４年生ま
で）。
■事業概要
①施設数（平成27年３月時
点）36か所（１施設内に２か
所の学童クラブを設置してい
る場合を含む）。
②育成日
月曜日から土曜日まで（祝祭
日・年末年始を除く）
通年利用コースと三季休業利
用コースの選択制（平成27年
度より）
③育成時間（平成26年度現
在）
・通常 下校時～18時30分
※17時45分以降の利用は事前
申込みと別途費用が必要。
・学校休業日 ８時30分～17時
45分
※土曜日、三季休業期間等。

■学童クラブの利用児童数は
近年増加傾向にあり、平成26
年4月1日現在の登録児童数は
1,687 人となり、対象児童人
口の約37％が登録されてい
る。
働く女性の増加等により、今
後も学童クラブを必要とする
児童は増えていく。引き続
き、子どもの発達や成長、自
立の状況に応じて、学童クラ
ブを必要とする児童をできる
限り受け入れていく。
■子どもたちの放課後の居場
所として、児童館、学童クラ
ブ、ひのっちの３つでしっか
りと支えることができるよ
う、各事業との連携を図って
いく。
■運営形態については、安全
性・安定性・利用者の利便性
及びコストの観点から、民間
活力の導入も含め、幅広い視
点から検討を行い、子育て支
援を充実する。
■利用者ニーズの高い育成時
間の拡大について、検討を進
める。

子育て
課

■平成28年度についても、学
童クラブを必要とする児童を
全員受け入れることができた
が、学校区により、受け入れ
がかなり厳しくなっている状
況もあることから、児童数の
推移を丁寧に見ながら、既存
施設の有効活用や増設等必要
な対応を検討していく。
■適正利用の考え方に基づく
利用方法を引き続き検証し、
学童クラブを必要とする方が
必要なだけ利用できるよう修
正を進める。
■保護者や現場施設職員の意
見等を吸い上げながら平成29
年度の育成時間拡大モデル実
施に向け、民間活力の導入も
含め、準備を進める。

■日野第八小学校地区の学童クラブ入会児童数の増加
に対応するため、みさわ児童館2階多目的室を学童ク
ラブ事業として利用できるよう改修した。併せて既存
の八小学童クラブ及び共有部分であるトイレや廊下等
の改修を実施し、育成環境の向上を図った。これによ
り、受入れ枠が25人分拡大した。（平成29年3月時点
施設数38か所）
■育成時間拡大の取り組みについて「放課後等の児童
の居場所あり方検討会」や「子ども子育て支援会議」
において様々なご意見をいただき、平成29年7月より
開所時間を午前8時30分から午前8時に拡大するための
条例改正を行った。また、これまで午後5時45分で閉
所していた三季休業期間（春・夏・冬休み）につい
て、延長育成を開始することで、午後6時30分までの
拡大を図った。

Ａ 

■育成時間の
拡大や支援を
必要とする児
童の増加等に
より、新たに
職員が必要で
あるが、人員
の確保が困難
な状況であ
る。
■入会児童数
の増加による
施設整備や施
設の老朽化に
伴う改修など
育成環境の充
実を図りつ
つ、新たな
サービスを継
続的に提供す
るためには、
これまで以上
に国や東京都
の補助金を活
用し、市の一
般財源の大幅
な増加を抑制
する必要があ
る。

■平成29年度についても、
学童クラブを必要とする児
童を全員受け入れることが
できたが、学校区により、
受け入れがかなり厳しく
なっている状況もあること
から、児童数の推移を丁寧
に見ながら、既存施設の有
効活用や増設等必要な対応
を検討していく。
■施設職員の意見等を吸い
上げながら平成29年度中の
育成時間拡大モデル（午後
7時までの延長育成）実施
に向け準備を進める。
■民間活力の導入につい
て、保護者や施設職員が参
加する場を設定し、具体的
な方策を検討していく。

⑧市立
幼稚園

■生きる力の基礎を培う幼児
教育、幼保小連携教育、特別
支援教育を柱として就学前教
育に取り組み、子供の健やか
な成長を育む事業。
■対象：４歳児・５歳児
■事業概要
①施設数（平成27年３月時
点）５園
②保育時間
月～金９時～１４時
（水曜日は11時半まで）

■幼稚園公開や職員の研修を
通じて他の幼児機関と連携を
図っていく。
■平成28年度末に幼稚園統合
による第三幼稚園の廃園を予
定している。さらなる幼稚園
の適正配置については第三幼
稚園の廃園による影響を考慮
しながら引き続き検討してい
く。

学校課

■三幼廃園の周知をしながら
の平成29年度入園児の募集と
三幼在園児の転園
■三幼の閉園式や廃園手続き
の実施
■幼稚園、保育園、小学校の
先生が参加する幼保小連携教
育推進委員会の開催

■平成28年度末をもって三幼を閉園することができ
た。幼稚園の定員割れの状況を改善するとともに、三
幼の跡地に保育園が建設されるため待機児解消にもつ
ながっていく。
■保育所・幼稚園・小学校教員による、ひのっ子カリ
キュラムの活用が定着化してきている。
■スタートカリキュラムの実践を広めるため、小学校
４校で授業研究を、幼稚園１園で保育参観を行った。
■幼稚園の研究会を小学校の教員が参観したことで、
より具体的な実践交流ができるようになった。
■小学校との接続を考慮に入れた保育所・幼稚園の保
育事例、小1問題に対応した小学校のスタートカリ
キュラムを生かした教育の充実が図れている。
■幼児教育から小学校教育への円滑な接続を目指して
１２月に交流会を行った。

Ａ 

■５歳児から小学校接続に
向けてのアプローチカリ
キュラムの充実・改善を図
る。
■各校におけるスタートカ
リキュラムのさらなる充実
を図る。
■幼保小推進委員会への私
立幼稚園の参加の充実を図
るとともに、小学校区別の
研究会を増やし、より地域
の実態に応じた連携を強化
する。
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⑨私立
幼稚園

■市内に10園が設置されてお
り、２千人以上の児童が在籍
している。
■市内の幼児教育の主軸であ
り、夕刻までの預かり保育、
送迎サービス、給食の提供な
どを実施する園が増えてい
る。

■預かり保育などの保育を補
完する事業について継続し、
多様なニーズに応えていく。
■平成27年度から子ども・子
育て支援新制度に移行しない
幼稚園については幼稚園の意
向を踏まえながら、国・都の
動向を注視していく必要があ
る。

保育課

■市内10園で引き続き預かり
保育を実施。
■国・都の動向を注視し、新
制度への移行を希望する幼稚
園があれば支援していく。

■預かり保育　10園で実施。
■新制度に移行する幼稚園はなかった。 Ａ 

■市内10園で引き続き預か
り保育を実施。
■国・都の動向を注視し、
新制度への移行を希望する
幼稚園があれば支援してい
く。

⑩延長
保育

■保育園の基本の開所時間は
11時間だが、就労形態の多様
化、長時間の通勤等に対応す
るため日野市内の保育園全園
で１～２時間の延長保育を実
施している。

■現在の事業を引き続き継続
し、保護者のニーズに応えて
いく。

保育課
■公立・民間の全園で延長保
育事業を引き続き実施

■１時間延長
　公立11園
　民間9園
　小規模2園
■２時間延長
　民間16園

Ａ 
■公立・民間の全園で延長
保育事業を引き続き実施

⑪病
児・病
後児保
育

■保護者が仕事や冠婚葬祭な
どの理由により、病気中や病
気の回復期にある０歳から小
学校３年生までの子どもで家
庭での保育が困難な場合に、
一時的に保育をする施設。

■平成27年4月に病児保育室
を１か所開設し、病児・病後
児保育室１か所、病児保育室
１か所、病後児保育室１か所
の合計3か所で実施してい
く。
■今後の開設については、利
用率等を考慮して検討する。

保育課 ■引き続き市内3か所で実施
■市内3か所（病児・病後児１、病児１、病後児1）で
実施。
■年間述べ利用者数1,201人

Ａ 
■引き続き市内3か所で実
施

⑫ファ
ミリー
・サ
ポー
ト・セ
ンター
事業

■手助けが必要な方（依頼会
員）と手助けができる方（提
供会員）を登録（無料）して
組織化し、様々な援助活動で
助け合う有償ボランティア活
動。
■主な活動：「保育援助」
「妊産婦援助」「家事援助」
「高齢者援助」
■会員の状況（平成25年度）
①育児援助
　提供会員630名
　依頼会員6,044名
　両方会員150名
②妊産婦・家事・高齢者援助
　提供会員554名
　依頼会員4,638名
　両方会員115名

■事業のさらなる周知により
市民の相互援助活動に関わる
会員を増やすとともに、ニー
ズの多様化等に対応するた
め、提供会員の資質の向上と
対応力強化に努める。

子ども
家庭支
援セン
ター

■この事業が市民の相互援助
活動として広く市民生活に浸
透し、身近な安心できる活動
となるよう、充実させていく
とともに個人情報への配慮、
万一に備えた安全対策や危機
管理等を再確認、徹底しなが
ら事業を進めていく。
■対応件数も増加し、ニーズ
も多様化している。ニーズに
添った対応をするため、提供
会員の増加、資質の向上等対
応力強化に努める。
■対応困難な状況等について
は子ども家庭支援センターと
連絡、連携を図りながら個別
対応の充実を図る。

■会員の状況（平成28年度）
①育児援助
　提供会員565名
　依頼会員6,306名
　両方会員154名
　延べ支援件数3,601件
②妊産婦・家事・高齢者援助
　提供会員501名
　依頼会員5288名
　両方会員113名
　延べ支援件数1,763件

Ａ 

■子どもの安
全確保に向
け、安全
チェックシー
ト等での確認
を徹底する。
■多様なニー
ズに対応でき
るよう会員の
スキルアップ
が必要
■育児支援を
行う中で、困
難ケースの場
合には子ども
家庭支援セン
ターに繋ぎ、
必要な支援が
受けられるよ
う連携体制を
強化する必要
がある。

■この事業が市民の相互援
助活動として広く市民生活
に浸透し、身近な安心でき
る活動となるよう、充実さ
せていくとともに個人情報
への配慮、万一に備えた安
全対策や危機管理等を再確
認、徹底しながら事業を進
めていく。
■対応件数も増加し、ニー
ズも多様化している。ニー
ズに添った対応をするた
め、提供会員の増加、資質
の向上等対応力強化に努め
る。
■対応困難な状況等につい
ては子ども家庭支援セン
ターと連絡、連携を図りな
がら個別対応の充実を図
る。
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⑬トワ
イライ
トステ
イ

■家族の入院、残業等で保護
者の帰宅が夜間にわたり、一
時的に子どもの保育ができな
い場合に夕方から夜まで預か
る事業。
■事業概要
場所：多摩平の森ふれあい館
２階
時間等：18時～22時　月～土
※日曜・祝日・年末年始は未
実施
対象：１歳～小学校３年生ま
で。

■この事業の利用の主な理由
は保護者の就労や傷病等であ
り、共働き家庭の増加に伴
い、夕方から夜にかけての一
時預かりは今後も利用ニーズ
が見込まれる。現体制を維
持、継続実施し、積極的に周
知を行っていく。

子ども
家庭支
援セン
ター

■事業が継続的に円滑に実施
できるよう、実施機関（委託
事業者）との連携を密に図
る。
■子育て情報サイトや、広報
等を活用し、市民への周知に
努める。

■トワイライトステイ
延べ利用者数：125人 Ｂ 

■事業の周知

■事業が継続的に円滑に実
施できるよう、実施機関
（委託事業者）との連携を
密に図る。
■子育て情報サイトや、広
報等を活用し、市民への周
知に努める。

⑭
ショー
トステ
イ

■家庭における子どもの養育
が様々な事情で困難となった
場合に、宿泊を伴って一時的
に子どもを預かる事業。
■事業概要
対象：2歳～小学校6年生ま
で。
利用日数制限：１利用につき
７日間まで。

■子どもの養育が一時的に困
難となり、宿泊を伴う一時預
かりが必要な世帯は多く存在
する。必要とする方が利用し
やすい事業となるよう、利用
者からの意見、要望を聞き取
ると共に、積極的に周知も
行っていく。

子ども
家庭支
援セン
ター

■事業が継続的に円滑に実施
できるよう、実施機関（委託
事業者）との連携及び調整を
密に図る。
■広報紙や子育て情報サイト
を活用し、市民への周知に努
める。

■ショートステイ
延べ利用者数：149人 Ａ 

■事業周知の
徹底

■事業が継続的かつ円滑に
実施できるよう、実施機関
（委託事業者）との連携及
び調整を密に図る。
■広報紙や子育て情報サイ
トを活用し、市民への周知
に努める。

⑮一時
保育

■育児疲れ、通院、出産等の
理由により、乳幼児を一時
的・緊急的に預かる事業。
■事業概要
対象児童：生後3 か月～就学
前まで。
利用時間：０歳児 月・火・
木・金
9 時～16 時30 分
１歳～就学前まで 月～土
（民間保育園は月～金）
8 時30 分～17 時
（超過保育あり）
※祝日・年末年始は未実施。

■就労形態の多様化やリフ
レッシュ等により、一時保育
の利用は、今後も多く見込ま
れる。H26年度より減免制度
を導入し、より利用しやすい
事業とした。０歳児専用の施
設を含め、現在市内7か所で
実施し、利用ニーズを充足す
る定員数は確保しているが、
今後も現状維持、継続実施
し、積極的に周知を行ってい
く。

子ども
家庭支
援セン
ター

■現在の市内7か所の一時保
育が継続して円滑に実施でき
るよう実施機関（委託事業者
及び民間保育園）との連携を
図っていく。
■子育て情報サイト、広報等
を活用し、市民への周知に努
める。

■一時保育（延べ利用者数）
多摩平一時保育室：984人
わかば分園：824人
あかいやね：896人
しせい太陽の子：441人
至誠あずま：1,123人
ぽっかぽか：116人
0歳児ステーションおむすび：456人

Ｂ 

■より利用し
やすい一時保
育事業の実施
と、一時保育
事業の空白地
域での事業実
施が必要

■現在の市内7か所の一時
保育が継続して円滑に実施
できるよう実施機関（委託
事業者及び民間保育園）と
の連携を図っていく。
■子育て情報サイト、広報
等を活用し、市民への周知
に努める。
■子ども部内で立ち上げた
一時保育検討委員会で、公
立保育園での実施を含め、
より使いやすい事業を検討
する。

⑯休日
保育

■認可保育園の休園日であ
る、日曜日・祝日・年末
（12/29・30）にも就労等によ
り保育が必要な家庭のための
事業。

■市内１か所の実施でニーズ
量は確保できているため、今
後も継続して実施する。

保育課 ■引き続き市内2か所で実施

■市内2か所（しせい太陽の子保育園・ののはな保育
園）で実施。
■年間延べ利用者数
しせい太陽の子保育園327人
ののはな保育園71人

Ａ 
■引き続き市内2か所で実
施

⑰夜間
保育

■保護者が仕事などの理由で
夜間に家庭での保育ができな
い場合に保育を実施する事
業。

■延長保育及びトワイライト
ステイにより需要を満たして
いるため実施しない。

保育課 ■実施しない ■未実施 Ａ ■実施しない
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（２）保育の質の向上

事業 内容 方向性
（平成27年4月～平成32年3月）

方向性の変更
（平成29年4月～）

担当課 平成28年度の取り組み 平成28年度実績 評価 課題 平成29年度の取り組み

①第三
者評価
の実施

■事業者のサービスの質の向
上と、利用者のサービス選択
の参考とするため、公正・中
立的な第三者機関が、専門的
かつ客観的な立場からサービ
スの質を評価するもの。
■原則として３年に１回以上
評価を行うことが求められて
いる。
■継続して実施することで、
事業所の最新の情報を利用者
に提供することや、絶えず
サービスの質の向上を図って
いくことができる。

■民間保育園等においては、
福祉サービス第三者評価の定
期的な受審が定着の傾向にあ
るため、引き続き実施し、保
育の質を向上させるよう求め
ていく。

保育課

■民間保育園等に、定期的な
受審により保育の質を向上さ
せるよう求めるとともに、受
審に係る費用について補助を
行う。
■市立保育園については、
「保育・子育て推進委員会」
において取組内容を実施・検
証・評価を行う。

■第三者評価の受審
民間保育園：7園
認証保育所：3園
■市立保育園については、「保育・子育て推進委員
会」において取組内容を実施・検証・評価を行った。

Ａ 

■民間保育園等に、定期的
な受審により保育の質を向
上させるよう求めるととも
に、受審に係る費用につい
て補助を行う。
■市立保育園については、
「保育・子育て推進委員
会」において取組内容を実
施・検証・評価を行う。

②保育
園の機
能の充
実

■日野市全体の保育園の機能
を地域で活用するために、園
庭や行事を地域に開放、ま
た、講座や体験保育、保育園
児以外の育児相談等の地域に
おける子育て支援も重視して
いく。

■各保育園が特色ある活動を
通して保育の充実を図ると共
に食育・自然観察、身体づく
り、日本伝統・伝承遊びなど
に取り組み、地域の子育て支
援事業を行う。

保育課

■四季を感じる農園、プロに
よる豆腐づくりの話やナチュ
ラリスト学習を、お茶会、習
字を実施。また、地域支援で
は、遊具や絵本の充実で施
設・園庭の開放を実施。

■園庭開放（公立）
　　　延べ35日実施、延べ135人参加
■地域支援・交流行事（公立）
　　　述べ107日実施　述べ764人参加
■公立各園で特色ある活動を実施した。（農園、豆腐
づくり見学、ナチュラリスト学習、お茶会、習字な
ど）

Ａ 

■四季を感じる農園、プロ
による豆腐づくりの話やナ
チュラリスト学習を、お茶
会、習字を実施。また、地
域支援では、遊具や絵本の
充実で施設・園庭の開放を
実施。

③保育
士の研
修・交
流等

■保育士の研修については、
市主催の全体研修、東京都主
催研修、保育園内研修及び外
部研修受講などを行ってい
る。
■全体研修は公立保育園・民
間保育園・認証保育所の職員
を対象としており交流を図っ
ている。

■民間保育園と公立保育園の
交流事業を通じて「子育てし
たいまち、しやすいまち日
野」を目指す。■保育の向上
を図るために、研修、子ど
も・職員の相互交流、地域の
ネットワークづくりの3本を
柱に事業を進める。

保育課

■保育の向上を図るために、
①研修②子ども・職員の相互
交流③地域のネットワークづ
くりの３つの事業を実施す
る。

■研修：①「運動遊び指導のポイント」（5/26）参加
者83名②「気になる子と保護者の対応」（10/24）参
加者89名）③「防災について」（1/11）参加者83名※
参加者は公民含む
■相互交流：参加園13園（公立5園・民間8園）総回数
29回
■地域のネットワークづくり：「こどもまつり」
（10/9雨天中止）「保育園紹介パネル展」（11/4～
7）来場者総計1290名

Ａ 

■保育の向上を図るため
に、①研修②子ども・職員
の相互交流③地域のネット
ワークづくりの３つの事業
を実施する。

（３）地域の子育て支援拠点の強化

事業 内容 方向性
（平成27年4月～平成32年3月）

方向性の変更
（平成29年4月～）

担当課 平成28年度の取り組み 平成28年度実績 評価 課題 平成29年度の取り組み

①地域
子ども
家庭支
援セン
ター

■多摩平、万願寺の２カ所の
地域子ども家庭支援センター
として、地域の子育て拠点及
び子育てひろばの運営、相談
事業、各種子育て啓発事業、
地域の子育てサークルの支援
を行う。

■子ども家庭支援センター直
営の子育てひろばとして、市
内22か所の子育てひろばの基
幹的役割を担っていく。それ
ぞれの地域の子育てひろばの
見本となるような子育てひろ
ば事業、相談事業、子育て啓
発事業を積極的に実施してい
く。
■解決困難な相談、専門的な
知識を必要とする相談は、子
ども家庭支援センター（高幡
本部）との連携を図り、個別
対応につなげていく。
■保護者の自主的な地域の組
織化の啓発として、子育て
サークルの立上げや活動の支
援を積極的に行っていく。

子ども
家庭支
援セン
ター

■地域子ども家庭支援セン
ターの基幹的役割の発揮
①子育てひろば
来所者のニーズにあった啓発
講座の企画を継続する。
②相談事業
相談者にしっかりと寄り添
い、受け止めるとともに困難
事例についての連携を強め
る。
③子育てサークル活動
地域支援ワーカーによる直接
的な訪問支援で会員の減少に
あるサークルのてこ入れ支援
をする。

■地域子ども家庭支援センターの基幹的役割の発揮
①啓発講座
　実施回数：234回
　参加者数：5,884組
②相談事業
　受理件数：4,735件
③子育てサークル
　登録団体：30団体
　訪問件数：65回

Ａ 

■ひろば事業
の意味を各職
員が再認識
し、ニーズに
合った講座や
イベントを実
施する
■ひろば事業
で受けた相談
を抱え込まず
に関係機関と
連携し支援を
行うこと。
■子育てサー
クル活動が停
滞しないよう
積極的に支援
すること。

■地域子ども家庭支援セン
ターの基幹的役割の発揮
①子育てひろば
来所者のニーズにあった啓発
講座の企画を継続する。
②相談事業
相談者にしっかりと寄り添
い、受け止めるとともに困難
事例については子ども家庭支
援センター高幡に繋ぐなど、
連携した支援を行う。
③子育てサークル活動
地域支援ワーカーによる直接
的な訪問支援で会員の減少に
あるサークルのてこ入れ支援
をする。
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②子育
てひろ
ば

■乳幼児と保護者が気軽に集
い、語り合い、交流できる場
を提供し、地域で子育てを支
えあう関係づくりと相談体制
を充実させ、親子が安全に安
心して過ごせる場を提供する
事業。
■地域の子育て支援拠点施設
として、市内に22か所設置。
（平成27年３月現在）

■親子の居場所としての機能
を大切にしながら、虐待予
防、養育相談の最前線として
の機能も担っていく。

子ども
家庭支
援セン
ター

■安心できる地域の居場所と
しての機能をもったひろばと
して安定した運営のため担当
者と意見交換する。

■地域で安心して子育てするため、子ども家庭支援セ
ンター職員（地域支援ワーカー及び心理士）が次世代
育成型子育てひろば22か所を巡回訪問し、子育て相談
やひろば運営等の意見交換を行った。

Ａ 

■地域の子育
てひろばと子
ども家庭支援
センターの交
流を積極的に
行い、連携体
制を強化。

■安心できる地域の居場所
としての機能をもったひろ
ばとして安定した運営のた
め担当者と意見交換する。

③児童
館

■地域の子どもたち（０歳から18
歳未満）の遊びや活動の援助と、
地域の子育て支援、子どもたちの
健全な育成を図ることを目的とし
た施設。
■子ども達にとって身近で安心安
全な居場所、遊び場であると共
に、親など保護者の子育てに関す
る不安の解消や子育て力向上を目
的とする事業を実施するなど、地
域の子育て・子育ち支援の活動拠
点である。
■事業概要※平成26年度時点①施
設数 合計10館（内指定管理２カ
所）基幹型３館　地域型７館②開
館日　月～土（日曜、国民の祝
日、年末年始は休館）
※たまだいら児童館ふれっしゅ、
みなみだいら児童館ぷらねっとは
火曜日から日曜日（月曜、国民の
祝日、年末年始は休館）
③開館時間　９時３０分～18時※
たまだいら児童館ふれっしゅ、み
なみだいら児童館ぷらねっとは９
時３０分～19時
④利用対象者
市内の18歳未満の児童、及びその
保護者

■児童館は、子ども・子育て支
援新制度の枠組みには規定され
ていないが、これまで以上にそ
の果たす役割が重要となる。
■学童クラブ、ひのっちととも
に、小学生の放課後を支えてい
く。
■子どもや子育て支援に関する
幅広い情報を集約し、分かりや
すい情報発信を行う利用者支援
の充実を進める。
■事業の充実を図り、生まれる
前から大人まで対象とした、地
域の子育て・子育ち支援の活動
拠点としての機能強化を進め
る。
■基幹型児童館は、地域の子育
て・子育ち支援の中核を担う総
合施設として位置づける。
■地域型児童館は、第４次行財
政改革大綱を踏まえ、指定管理
者制度への移行等の検討を進め
ながら、より身近な児童館とし
て、子育て・子育ちの支援を充
実させる。

子育て課

■「日野の子育て、児童館で
まるっと早わかり！」事業を
引き続き充実さるため、多く
の情報を収集し、必要に応じ
た他課との連携、市民とのパ
イプ役となりよりよい市民
サービスが提供できるよう努
める。
■ランドセル来館等、児童館
として、児童の放課後を支え
るためのメニューの充実につ
いて検討を進める。
■地域型児童館は、第４次行
財政改革大綱を踏まえ、可能
な所から民間活力の導入を進
める。

■平成27年度に引き続き、利用者支援の充実に向け
「日野の子育て、児童館でまるっと早わかり！」事業
を市内の全10児童館（指定管理者館を含む）で行っ
た。幼稚園や保育園を含めた子育て情報の発信。子育
て相談シートの作成と活用。またツイッターによる児
童館情報の発信し、利用者サービスの向上を図った。
■地域型児童館への民間活力の導入に向け、区市町村
の状況の把握や経費等の比較を行った。
■第４次行財政改革大綱を踏まえ、平成29年度よりし
んめい児童館を民間委託するため、事業者を選定し、
特定非営利活動法人ワーカーズコープに決定した。民
間事業者に委託した結果、これまで9時30分に開館し
ていた夏休み期間について、朝8時30分から開館し子
どもたちが利用できることとなった。今後、運営して
いく中で、さらに市民ニーズに迅速・柔軟に対応した
サービスが提供できることが期待されている。

Ａ 

■施設の老朽
化や子どもの
貧困問題への
対応など、新
たな課題や
ニーズへの対
応が求められ
ている。地域
性を踏まえた
ニーズに対応
しうる運営形
態や施設整備
の方向性を検
討する必要が
ある。

■「日野の子育て、児童館
でまるっと早わかり！」事
業を引き続き充実さるた
め、多くの情報を収集し、
また、必要に応じ他課と連
携し、市民とのパイプ役と
なる等、よりよい市民サー
ビスが提供できるよう努め
る。
■春休みや夏休み等、学校
休業期間の学童クラブの利
用者が増加する中で、児童
館が担うべき新たな役割に
ついて検討を進める。ま
た、引き続きランドセル来
館等、児童の放課後を支え
るためのメニューの充実に
ついて検討を進める。
■新たな市民ニースに応え
るため、引き続き児童館運
営への民間活力の導入を含
めた検討を行う。

④放課
後子ど
も教室
「ひ
のっ
ち」

■地域の中で、心豊かで健や
かに育まれる環境づくりを提
供していくことを目的とし
て、放課後の子どもたちの安
全で安心な居場所を提供する
事業。
■放課後、学校内の教室・校
庭・体育館などに安全管理員
（ひのっちパートナー）を配
置し、安全な遊び場環境を提
供する。さらに、学習アドバ
イザーによる学習プログラム
を行っている。
■地域の人材であるひのっち
パートナー、学習アドバイ
ザーの協力を得ながら、子ど
もたちの「仲間づくり」の場
として、また、地域の高齢者
と子育て世代が関わり、「三
世代で取り組む子育て」「人
と人が支えあう輪づくり」の
場となっている。
■開始年月　平成19年6月

■平成26年2月に実施した
「ひのっちニーズ調査」の結
果を踏まえ、保護者ニーズの
最も高かった夏休み開催を平
成27年度より４校にて試行。
■その上で、長期休業期間中
の開催実施及び学校数などに
ついても検証を行っていく。
■さらに地域の方々の協力を
得やすくするための短時間ボ
ランティア制度のアシスト
パートナー制度の確立を図っ
ていく。

子育て課

■スーパーひのっち「なつひ
の」を昨年度実施した日野第
三小学校、日野第五小学校、
南平小学校、旭ヶ丘小学校の
4校に加えて東光寺小、七生
緑小の2校を加え計6校で実
施。
■「ひのっち」の魅力をより
利用者（保護者・子ども）に
知ってもらうために第2弾・
第3弾のＰＲ動画を作成す
る。

■スーパーひのっち「なつひの」を昨年度実施した日
野第三小学校、日野第五小学校、南平小学校、旭ヶ丘
小学校の4校に加えて東光寺小、七生緑小の2校を加え
計6校で実施。13日間実施し、総参加児童数4,086名。
終了後に東光寺小・七生緑小の保護者に対してアン
ケートをとり、来年度以降の開催について検証した。
■「ひのっち」の魅力をより利用者（保護者・子ど
も）に知ってもらうために着ぐるみ・ＰＲ動画を作成
し、日野市広報を通じてYouTubeにて公開。再生回数
1400回を超え市内外に向けてＰＲができた。また、着
ぐるみを通じて学校や市のイベントで「ひのっち」の
ＰＲを行った。

Ａ 

■「ひのっ
ち」の実施及
び「なつひ
の」の一層の
拡充を目指す
ために、より
多くの従事者
の確保をして
いかなければ
ならない。

■スーパーひのっち「なつ
ひの」を昨年度実施した日
野第三小学校、日野第五小
学校、南平小学校、旭ヶ丘
小学校、東光寺小、七生緑
小の6校に加えて日野第一
小学校、日野第六小学校の
2校を加え計8校で実施。
■従事者確保のため、広報
による事業周知及び募集を
行う。また、ＰＴＡに対し
協力を呼びかける等の連携
強化を図る。
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⑤駅前
ミニ子
育て応
援施設
「モグ
モグ」

■市民ワーキンググループによる
カフェ方式の子育てひろばの提案
を市が具体化した事業で、学童ク
ラブ終了後の夜間の児童育成を加
えて平成19年度から行っている。
■子育て広場事業
①内容：飲食物を有料で提供し各
種イベ
ントを実施する等、乳幼児とその
保護者が気軽に集える子育てカ
フェの運営を行っている。
②開設日　月～金、第３土曜日
③開設時間　10時～16時
ランチタイム　11時30分～13時
■児童育成事業
①内容：通常の学童クラブ終了
後、児童育成を行うことで、共働
き家庭に安心・安全な子どもの居
場所を提供する。夕食も提供し、
食生活のリズムの確立、食育への
きっかけ作りとなっていく。
②開設日　月～土（祝祭日を除
く）
③開設時間　17時45分～21時

■昼間の子育てカフェは、手
軽に軽食等を楽しみながら乳
幼児親子がくつろげる子育て
ひろばであり、子育て中の母
親を孤立させないよう乳幼児
親子がつどえる場、子育ての
悩みを相談できる場として、
今後も運営を継続する。
■夜間の児童育成は、学童ク
ラブの育成時間拡大を検討す
る中で、今後の方向性を検討
する。

子育て課

■地域における子育て・子育
ちの拠点となるよう、モグモ
グ、利用者、地域のつながり
をさらに深めることができる
ような取り組みを進める。
■平成28年度、夜間育成の登
録者は14人（前年度末12人）
と、さらに増加している。
また、児童虐待の増加や貧困
問題等、子どもを取り巻く環
境が厳しさを増す状況も踏ま
え、モグモグが担うべき役割
や方向性について、子ども・
子育て支援会議等で意見を伺
いながらさらに検討を進め
る。

■子育てカフェ
　開設日数：230日
　延べ来場者数：6,124人(前年度6,885人）
健康課の3か月検診等を利用したスタッフによるチラ
シ配りや情報誌「こどもとおでかけ365日」へ掲載す
るなどＰＲを行った。また、子育て支援に関する相
談、援助の役割を果たすため、気軽に相談できる雰囲
気作りに努めた。利用者と一緒にイベントを創り上げ
ることを大切にし、利用者主体の「もってけ市」等、
利用者や地域とのつながりを大切にした事業運営がで
きた。
■児童育成（夜間）
　開設日数：243日
　延べ利用者数：1,284人
　延べ登録児童数16人
夜8時以降まで利用される家庭が多く、学童クラブ事
業後の児童の居場所、及び保護者の就労支援の役割を
担っている。また、学童クラブと併せ、児童にとって
は長時間の利用となることから、地域の方からのリサ
イクル図書で読書を楽しむ等、児童が落ち着いて過ご
せる工夫を行った。

Ａ 

■子育てカフェは地域にお
ける子育て・子育ち支援の
拠点として、利用者や地域
とのつながりをさらに深め
ることができるよう、地域
のアクションプラン等様々
な機会を捉え、取り組みを
展開する。
■児童育成では児童の生活
リズムが不安定であった
り、支援を必要とする家庭
がある中で、児童が安心し
て過ごせるような取り組み
を進める。また、学童クラ
ブの育成時間拡大の取り組
みが始まることから、将来
的な方向性を見据え影響を
検証する。
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Ⅰ　子育ての豊かさと楽しさの発見

方針２）子育てを励ます人と場づくり

（１）市民による子育て支援の輪づくり

事業 内容 方向性
（平成27年4月～平成32年3月）

方向性の変更
（平成29年4月～）

担当課 平成28年度の取り組み 平成28年度実績 評価 課題 平成29年度の取り組み

子ども
家庭支
援セン
ター

■市民が子育て支援に関われ
るよう引き続き人材の養成、
確保を継続する.

■養成講座7回開催 Ｂ 

■子育て支援
の養成講座の
ＰＲを行うと
ともに受講者
の活躍の場を
確保するこ
と。

■市民が子育て支援に関わ
れるよう引き続き人材の養
成、確保を継続する.

子育て課
■ふれあいホールと仲田の森
蚕糸公園の一体的な活用を引
き続き行う。

■集会室1-3・仲田の森蚕糸公園の活用
　「なかだの森であそぼう！」
　開催：66回
　参加者：延べ7,311人
■集会室1-3の活用
　登録団体：16団体
　利用日数：347日
　登録団体利用数：延べ418回

Ｂ 

■附帯設備の
多い集会室1-2
から附帯設備
の少ない集会
室1-3へ移行
し、利用の活
動の幅が狭め
られたため、
昨年度に比べ
て、登録団
体・利用者数
ともに減少し
ている。

■ふれあいホールと仲田の
森蚕糸公園の一体的な活用
を引き続き行う。
■利用者拡大のため、自然
体験広場事業を利用する団
体に積極的に集会室1-3の
利用について周知を図る。

②子育
てサー
クルへ
の支援

■子どもとその保護者が定期
的に集まって、一緒に遊びな
がら友達づくりをしたり、情
報交換をしたり、悩みを相談
しながら「子育てを共にして
いこう」とする地域の自主的
な子育てサークル活動を支援
していく事業。

■子育てサークルや子育て支
援グループの活動を継続的に
支援していく中で、情報交換
の場や交流の場を設定してい
く。
■子育てサークルが必要と思
われる地域に子育てサークル
立上げの支援を行っていく。

子ども
家庭支
援セン
ター

■子育てサークルの維持、継
続のための支援を引き続き実
施する。

■子育てサークル
　登録団体：３０団体
　訪問件数：６５回
■子育て支援グループ
　登録団体：６

Ａ 
■子育てサー
クル活動の活
性化。

■子育てサークルの維持、
継続のための支援を引き続
き実施する。

③子育
てパー
トナー
事業

■子育て支援者や協力者の人
材育成と市内子育て関連施設
でのボランティア活動等の人
材育成のため、子育て支援者
の養成講座を実施する。

■子育て支援者養成講座の継
続と充実が、市内の子育て支
援に係る人材の量と質の確保
や子育てひろば等でのボラン
ティア活動の登用につながる
ように進めていく。

子ども
家庭支
援セン
ター

■子育て支援に関われるよ
う、人材の養成、確保のため
の養成講座の開催を継続して
実施する。

■養成講座7回開催 Ｂ 

■子育て支援
の養成講座の
ＰＲ、及び受
講者の活躍の
場の確保。

■子育て支援に関われるよ
う、人材の養成、確保のた
めの養成講座の開催を継続
して実施する。

④さん
ぽっぽ
ひろば
事業

■自然に囲まれた環境の中で
子育て支援を行う事業。
■３歳児を対象とした幼児教
室や子育て支援啓発事業等を
市民の手により実施すること
で、地域の子育て支援を行
う。

■集団体験の場として、３歳
児を対象とした幼児教室や子
育て支援啓発事業等を市民の
手により実施し、市内南部地
域の子育て支援の拠点として
継続実施していく。

子ども
家庭支
援セン
ター

■自然に囲まれた環境の中、
３歳児を対象とした集団体験
の場としての幼児教室及び地
域の子育て支援啓発事業等を
市民の手（ＮＰＯ）により引
き続き実施する。

■幼児教室（3歳児）
　計34名（２クラス）
■子育て支援啓発事業
　延べ27回実施
■子育て相談　25件

Ｂ 

■事業の継
続、及び幼稚
園入園が叶わ
なかった子ど
もの受け入
れ。

■自然に囲まれた環境の
中、３歳児を対象とした集
団体験の場としての幼児教
室と子育て支援啓発事業を
を継続して実施し、さらに
受け入れ児童対象児童の拡
大を検討

①市民
参加で
の居場
所づく
り

■市民の参加による「子育てパート
ナー事業」は、万願寺交流センター
や南平（出張ひろば）等様々なかた
ちでの居場所づくりを行っている。
■市民参加により作成されたひのっ
子すくすくプラン（前期・後期）お
よび市民の森ふれあいホール利活用
指針・管理運営指針に基づき、子ど
もの居場所づくり、遊びを通した育
ちと体験の場づくりとして「共に生
き互いに育てあうまちの実現」に向
け、ふれあいホールと仲田公園（自
然体験広場）を一体的な活用を行う
ことを目的とする。
■【集会室１－２の活用】
（平成25 年度実績）
登録団体数 24 団体
利用日数 241 日
利用者団体 536 団体（延べ）
■【集会室１－２・仲田の森蚕糸公
園の活用】（平成25 年度実績）
「なかだの森であそぼう！」の開催
開催：60 回 参加：6,802 人（延
べ）

■市民が、子育て支援に積極
的に関われるよう人材の育
成、確保を行い、居場所づく
りを継続していく。
■第５次日野市基本構想・基
本計画（２０２０プラン）で
は、「心ふれあうコミュニ
ティづくり」として「市民間
の交流の促進」を施策の展開
に位置づけ、「市民の森ふれ
あいホールの利活用を促進
し、市民交流の活性化に努め
る」等に鑑み、引き続き市民
交流の活性化を図る。
■子どもを中心に捉え、市
民・地域・まち全体が活性化
するための拠点に位置づけ
る。
■緑と清流課と連携して、仲
田の森蚕糸公園の活用を検討
していく。
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（２）子育て相談・支援の充実

事業 内容 方向性
（平成27年4月～平成32年3月）

方向性の変更
（平成29年4月～）

担当課 平成28年度の取り組み 平成28年度実績 評価 課題 平成29年度の取り組み

①乳幼
児健康
相談事
業

■「育児全般に関する気がか
り」や「子育てをめぐる母親
自身の不安や悩み」を抱えな
がら育児をしている保護者に
対して相談支援を行い、適切
な方法で保護者自身や家族の
健康の維持・増進につなげて
いく。

■育児中の保護者を対象とし
ているが、妊婦が産院以外で
気軽に相談できる場が少ない
ため、今後妊婦にも対象を広
げるとともに、子育て中の者
同士や子育て経験者との顔の
見えるつながりの場ともなる
ため、今後も継続していく。

健康課

 ■妊娠期からの相談支援を
引き続き行い、子育て中の保
護者同士のつながりの場とし
て、継続するとともに、妊婦
へは母子手帳交付時等に積極
的に周知していく。

■5会場　32回実施
■延1,064名来所
（内訳：乳児554名、幼児503名、妊婦7名） Ｂ 

■切れ目ない
支援として、
事業間をつな
ぐ役割を果た
すためのフォ
ロー継続性の
保持。
■妊婦への事
業ＰＲ。来所
した妊婦が相
談会場で孤立
しないように
するためのス
タッフ介入の
必要性。

■妊娠期からの相談支援を
引き続き行い、子育て中の
保護者同士のつながりの場
として継続する。また、切
れ目ない支援を目的に、乳
幼児健診や新生児訪問など
への他事業間を絡めたフォ
ローの継続性を保持する。
妊婦へは母子手帳交付、マ
マパパクラス等を通した周
知を継続する。

②乳幼
児歯科
相談事
業など

■日野市歯科医会の協力のも
と、乳幼児歯科相談、１歳６
カ月児歯科健康診査、３歳児
歯科健康診査等を実施。
■私立の幼稚園・保育園の保
護者や職員を対象に歯科医師
によるむし歯予防講習会を実
施。

■健診時の判断により、個別
の対応が望ましい児童に対し
ては、個別相談等にて支援を
行う。
■乳幼児のむし歯予防のた
め、地域の幼稚園、保育園、
子ども家庭支援センター等の
関係機関との連携をより強化
する。

健康課

■１歳６カ月児歯科健康診
査、３歳児歯科健康診査で、
むし歯が１本でもあった場合
は、その後、歯科医療につな
がっているかを確認する為、
当日にハガキをお渡しして返
信をいただく様にして取り組
んでいる。

■1歳6か月児健診にてハガキ対象10名
■3歳児健診にてハガキ対象60名
■保健師との連携数
（未受診の理由を把握するために連携したもの）6件

Ｂ 

■むし歯があ
る子の中に
は、口腔内の
問題だけでな
く育児や生活
面での問題を
抱えている場
合もあるの
で、保健師や
栄養士等と連
携体制の構
築。

■歯科健診でむし歯があっ
た児の保護者に対し、早期
歯科受診の大切さを伝え、
保護者に寄り添った支援を
継続する。

③相談
支援事
業

■日野市発達・教育支援セン
ター（エール）にて、０歳か
ら18 歳までの、発達面、行動
面、学校生活面において支援
を必要とする子ども、子ども
の育ちについて不安のある保
護者、関係機関からの相談を
実施。一般相談、発達相談、
教育相談、就学入級転学相
談、医療相談等を実施。

■０歳から18歳まで、切れ目
のない相談支援体制を確立し
ていく。

発達
支援課

■就園・就学・進学等のライ
フステージの変化を見据えな
がら、適切なタイミングで指
導や療育につながるような、
臨床心理士による心理相談や
発達知能検査の実施等に関す
る体制の構築、各専門職との
スムーズな連携や協力体制が
組めるよう、総合的な支援を
実施

■各指導や療育の必要性の判断を、相談における聞き
取り事項に加え、客観的な評価基準（発達検査、質問
紙等）を用いるよう設定した。
■専門職勉強会を実施し、各専門職の指導・相談内容
の相互理解を促した。心理相談（実887人）
一般相談（951件）
初回相談（537人）
障害児相談（特定5件、障害児15件）

Ｂ 

■臨床心理士
による発達・
知能検査にお
いて、検査の
予約が、1～
2ヵ月ほど待機
が生じており
小中学校等関
係機関からも
迅速な対応が
求められてい
る。

■指導へのつなぎに加え、
指導終了の判断にも心理士
が関わり、全体的なケース
運営に携わる。
■専門職勉強会では具体的
なケース検討の場とし、各
専門職のスキルアップの場
とする。
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④子ど
もと家
庭の総
合相談

■子ども家庭支援センターに
て、子どもと家庭に関する相
談を受ける事業で、児童虐
待、障害、非行、育成等様々
な相談を受けている。また、
内22 か所ある子育てひろばの
相談事業の統括の役割を担
う。
■個人だけでなく、学校、保
育園、幼稚園等の子育て関連
機関からの相談も受け、個別
対応をする中で、必要に応じ
て要保護児童対策地域協議会
のネットワークを生かした対
応を行い、子ども家庭支援
ワーカーが調整役として対応
をしていく。

■子育て相談が増え続けてい
る中、妊産婦、０歳から18歳
までの子どもと家庭の問題に
関する総合相談窓口としての
機能を充実させていく。
■個人だけでなく、他の子育
て関連機関で解決困難な相談
にも積極的に対応していく。
困難なケースについては、要
保護児童対策地域協議会の枠
組みの中で、子ども家庭支援
ワーカーが、各関連機関と連
携し、関係機関間の調整役と
しての機能を強化していく。
■児童虐待相談及び心理相談
等専門的な相談の対応も強化
していく。

子ども
家庭支
援セン
ター

■昨年度からのチーム制を
リーダーを中心としたより機
能的な形態にすることで、増
え続けている相談への対応力
を強化し、子どもと家庭の問
題に関する総合相談窓口とし
ての機能を充実させていく。
■子育てに関わる他機関から
の相談においても、要保護児
童対策地域協議会の枠組みの
中で、子ども家庭支援ワー
カーが各関連機関と連携し、
関係機関間の調整役として中
心的機能を果たしていく。
■心理専門相談員を２名配置
に増員することで、児童虐待
相談及び心理相談等専門的な
相談の対応もさらに強化して
いく。

■相談受理件数
　662件（内、虐待件数201件）
【過年度実績】
　：27年度523件（内、虐待件数96件）
　：26年度437件（内、虐待件数94件）
■子ども家庭支援ワーカー相談件数
　11,997件
【過年度実績】
　：27年度8,144件
　：26年度6,650件
■個別ケース会議
　140件
【過年度実績】
　：27年度165件
　：26年度88件

Ａ 

■増加する児
童虐待等の相
談や生活全般
の相談に対
し、関係機
関、各課と連
携し役割分担
を行いながら
支援するため
の体制強化。
■より相談し
やすい窓口、
相談者に寄り
添った支援の
実施。

■27年度からのチーム制を
リーダーを中心としたより
機能的な形態にすること
で、増え続けている相談へ
の対応力を強化し、子ども
と家庭の問題に関する総合
相談窓口としての機能を充
実させていく。
■子育てに関わる他機関か
らの相談においても、要保
護児童対策地域協議会の枠
組みの中で、子ども家庭支
援ワーカーが各関連機関と
連携し、関係機関間の調整
役として中心的機能を果た
していく。
■心理専門相談員２名配置
で、児童虐待相談及び心理
相談等専門的な相談の対応
もさらに強化していく。

⑤育児
支援家
庭訪問
事業

■養育に不安を抱え、特別な
支援が必要な家庭に「育児技
術訪問指導員」または「家事
育児支援ヘルパー」を派遣
し、子育ての孤立化を緩和
し、子育てに自信を持ち、要
支援家庭が安定した児童の養
育を行えるよう支援してい
く。

■訪問支援について、さらな
る充実を図っていく。また、
潜在的に支援を必要としてい
る家庭について把握し、支援
の漏れがないようすくいあげ
る体制づくりを進めていく。

子ども
家庭支
援セン
ター

■健康課始め各関係機関と連
携を深め、要支援家庭を把握
し、支援の実施を行い、虐待
防止に努める。

■育児技術訪問指導員
　延べ訪問日数　38日
　延べ訪問時間　37.5時間
■家事育児支援ヘルパー
　延べ訪問日数　72日
　延べ訪問時間　81時間

Ａ 

■課題を抱え
る世帯の情報
共有と、迅速
な支援のた
め、関係機
関、各課との
連携強化。

■健康課始め各関係機関と
連携を深め、要支援家庭を
把握し、支援の実施を行
い、虐待防止に努める。

⑥利用
者支援
事業

■子ども及びその保護者が
様々な子育て支援事業等の中
から適切なものを選択し、円
滑に利用等できるよう、身近
な場所で情報提供や相談、援
助を行う事業。

■子育て情報サイトをはじめ
とする利用者支援情報収集、
集約及び提供体制の拡充を図
る。
■市役所あるいは市内の子育
て支援関連施設において、相
談者のニーズにあった市内の
子育て情報を提供し、個別に
相談や援助をしていく。

子ども
家庭支
援セン
ター

■4月1日より、国・都の定め
る「利用者支援事業（母子保
健型）」を開始。
今後「利用者支援事業」設置
等について関係課と連携しな
がら検討を進める。

■市役所あるいは市内の子育て支援関連施設におい
て、相談者のニーズに応じた子育て情報を提供し、個
別に相談や援助を行った。
■子育て情報サイト「ぽけっとなび」を平成27年5月1
日より開設しアクセス数が月に5万件前後となった。

Ａ 

■子育て世帯
が必要とする
各種情報を伝
えること。

■平成28年4月1日より「利
用者支援事業（母子保健
型）」を健康課で開始。さ
らに「保育コンシェルジュ
（特定型）」の設置を保育
課で検討。
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Ⅰ　子育ての豊かさと楽しさの発見

方針３）周産期における医療・保健・福祉の支援体制づくり

（１）安心して出産し、育児ができる支援

事業 内容 方向性
（平成27年4月～平成32年3月）

方向性の変更
（平成29年4月～）

担当課 平成28年度の取り組み 平成28年度実績 評価 課題 平成29年度の取り組み

①妊婦
訪問指
導

■母子健康手帳申請時にアン
ケートを記入してもらい、支
援を必要とする妊婦を抽出
後、地区担当保健師により電
話･面接･訪問等により支援を
行う。

■妊婦早期支援介入として継
続していく。

健康課
■妊婦の全数面接を実施し、
早期支援介入として継続して
いく。

■フォロー件数
（電話・面接・訪問等）214件 Ａ 

■妊婦の全数面接を実施
し、早期支援介入として継
続していく。

②妊婦
健康診
査

■妊娠の届け出をされた方
に、都内医療機関で使用でき
る妊婦健康診査受診票（14 回
分）及び妊婦超音波検査受診
票を交付する。妊婦健康診査
の際に使用することで、項目
に応じ上限額まで公費負担を
する。
■受診票を使用できない助産
所・都外医療機関での受診に
ついては、申請に基づき助成
金を交付している。

■母体や胎児の健康確保を図
るため、妊婦健康診査を継続
実施していく。

健康課

■妊婦健康診査を継続実施す
ることにより、妊婦の健康管
理に努め、妊産婦及び乳児死
亡の低下、流早産の防止並び
に心身障害児の発生の予防を
目指す。
■公費負担の対象として、
HIV抗体検査及び妊婦子宮頸
がん検査の２項目を追加す
る。

■妊婦健康診査受診者数(人)
　1回目:1,491、2回目:1,483
　3回目:1,476、4回目:1,471
　5回目:1,459、6回目:1,386
　7回目:1,384、8回目:1,318
　9回目:1,254、10回目:1,163
　11回目:1,074、12回目:906
　13回目:649、14回目:355
　超音波検査:1,392、子宮頸がん:1,336
■妊婦健康診査助成金申請件数310件

Ａ 

■妊婦健康診査を継続実施
することにより、妊婦の健
康管理に努め、妊産婦及び
乳児死亡の低下、流早産の
防止並びに心身障害児の発
生の予防を目指す。

③乳児
家庭全
戸訪問
（赤
ちゃん
訪問）

■出産した全ての子どもの家
庭に、助産師・保健師が訪問
し、赤ちゃんの発育、育児全
般のこと、お母さんの体のこ
となど保健相談を実施してい
く。

■出産した全ての子どもの家
庭に、助産師・保健師が、生
後28日以内に訪問等し、赤
ちゃんの発育、育児全般のこ
と、お母さんの体のことなど
保健相談を実施していく。

健康課

■出産した全ての子どもの家
庭に、助産師・保健師が、生
後28日以内に訪問等し、赤
ちゃんの発育、育児全般のこ
と、お母さんの体のことなど
保健相談を実施していく。

■赤ちゃん訪問
　訪問受理者数:1,368人
　訪問実施者数：1,231人中、生後28日以内の訪問実
施者数：336人（27.2％）
（※平成27年度：24.6％）

Ｂ 

■引き続き、
出産した全て
の子どもの家
庭に、助産
師・保健師
が、生後28日
以内に訪問等
し、赤ちゃん
の発育、育児
全般のこと、
お母さんの体
のことなど保
健相談を実施
していく。

■出産した全ての子どもの
家庭に、助産師・保健師
が、生後28日以内に訪問等
し、赤ちゃんの発育、育児
全般のこと、お母さんの体
のことなど保健相談を実施
していく。

④産前
産後ケ
ア

■親族等の支援が受けられな
い産前産後の妊産婦がいる家
庭に対し、家事育児支援ヘル
パーを派遣し、安心して母子
関係を築けるように支援をす
る事業。

■産前産後の妊産婦は精神的
にも身体的にも不安定にな
り、安心して母子関係を築く
ための支援が必要である。親
族等の支援が受けられない家
庭に対し、産前産後に特化し
たヘルパー派遣の支援を行っ
ていく。

子ども
家庭支
援セン
ター

■昨年度の利用者に実施した
アンケート結果を踏まえ、更
に利用しやすいものとするた
め、申し込み方法、利用期
間、利用制限等を変更し実施
する。

■産前産後ケア
　申し込み家庭数：71世帯
　延べ訪問日数：314日
　述べ訪問時間：674時間

Ａ ■事業の周知

■平成28年度に、利用期
間、利用制限等を改善し、
より利用しやすいものとし
たことから利用実績が増
加。今後事業の周知を徹底
していく。
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⑤乳幼
児健康
診査

■３～４か月児健診、１歳６
か月児健診、３歳児健診を集
団健診で実施。
■上記３つの健診対象者に対
して、未受診の場合、受診勧
奨ハガキ送付や地区担当保健
師の個別訪問等で、家庭及び
乳幼児の状況を把握し、子育
て相談や育児支援を目的にき
め細やかに展開している。
■上記の未受診フォローを実
施しても未受診であった場合
には全件数について子ども家
庭支援センターへ報告し、居
所不明児のシステムと連動さ
せている。

■未受診把握率の更なる向上
と受診率向上を目指す。
■未受診者への受診勧奨のた
めの個別支援を実施。また未
把握児については子ども家庭
支援センターへ報告し、居所
不明児のシステムと連動させ
ることにより更なる受診率の
向上ときめ細やかな育児支援
を目指す。

健康課

■未受診把握率の更なる向上
と受診率向上を目指す。
■未受診者への受診勧奨のた
めの個別支援を実施。また未
把握児については子ども家庭
支援センターへ報告し、居所
不明児のシステムと連動させ
ることにより更なる受診率の
向上ときめ細やかな育児支援
を目指す。

■健診受診率
乳健96％、1.6健95.7％、3健97.4％
■未受診把握率（未受診の理由を把握したもの）
乳健100％、1.6健100％、3健100％
■子ども家庭支援センターとの連携数
（未受診の理由を把握するために連携したもの）
56件

Ａ 

■未受診者
フォローの体
制は整備され
軌道にのって
いるが、運用
面において判
断等のバラつ
きが見られ
る。

■運用面において、未受診
の状況の判断等について、
基準を徹底していく。

⑥乳幼
児発
達・経
過観察
健康診
査

■発達健診
一般健診の結果、主に運動発
達遅滞等が疑われる乳幼児に
対して、小児神経学的立場か
ら、発達に重点をおいた相談
を行い、障害の早期発見を図
るとともに、適切なフォロー
を行い保護者の心理的・物理
的負担を取り除くことを目的
に実施している。
■経過観察健診
一般健診の結果、要経過観察
とされた者について、次の２
点を目的に実施している。
①定期的な健診を通し、健全
な育成を期するとともに、異
常の早期発見に努める。
②精密検査を要するほどでは
ない問題点について、直ちに
医療機関を受診させるのでは
なく、身近な市町村で経過観
察を行うことで、保護者に心
理的・物理的負担をかけずに
適切なフォローを行う。

■発達健診
身近で相談できる場として継
続していく。
■経過観察健診
市町村という身近で保護者に
負担の少ない場で、乳幼児の
成長を経過的に確認、相談で
きる場として継続する。

健康課

■発達健診
身近で相談できる場として継
続していく。
■経過観察健診
市町村という身近で保護者に
負担の少ない場で、乳幼児の
成長を経過的に確認、相談で
きる場として継続する。

■発達健診
毎月1回、年間12回実施。
予約者数：55人
受診者数：50人（初診者数18人、再診者数32人）
受診者率：90.9%
■経過観察健診
奇数月、年間6回実施。
予約者数：52人
受診者数：48人（初診者数48人、再診者数0人）
受診者率：92.3%
有所見者：7名（14.5%）

Ｂ 

■【発達健
診】個別フォ
ローに重点を
当て、H28.12
月以降母支援
が必要な方に
予約者を限定
し実施してい
る。費用対効
果を含め今後
検討の必要あ
り。

■発達健診
身近で相談できる場として
継続していく。
■経過観察健診
市町村という身近で保護者
に負担の少ない場で、乳幼
児の成長を経過的に確認、
相談できる場として継続す
る。

⑦保育
園での
妊婦受
け入れ

■初妊婦に対し、保育園が子
育て経験の機会を提供し、子
育てへの期待・希望が持てる
ようにするため、公立保育園
４園で、初妊婦の保育体験受
け入れを行っている。
■０歳児と遊んだりおむつ交
換や食事の様子を見学する等
に加え、子育て相談に応じて
いる。

■今後も継続し、保育園の特
性を活かして、気軽に子育て
相談ができる場となり、地域
との結びつきが深まるよう積
極的に取り組んでいく。

保育課
■引き続き、３園で実施す
る。

■あさひがおか、しんさかした、もぐさ台、おおくぼ
の４園で実施したが、おおくぼ2名、しんさかした１
名だった。

Ａ 
■引き続き、４園で実施す
る。
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⑧周産
期ネッ
トワー
ク体制
の充実

■地域で母親が安心して出
産、育児が営めることを目的
とし、市内産科医、助産院を
対象とし、「育児サポート連
絡票」の有効活用により、要
支援家庭への、早期介入、切
れ目のない支援を実施してい
く。

■周産期ネットワークとし
て、医療機関等との連携の更
なる強化を図るため、毎年医
療機関等への訪問を実施。今
後も更なる連携を図ってい
く。

健康課

■周産期ネットワークとし
て、医療機関等との連携の更
なる強化を図るため、毎年医
療機関等への訪問を実施。今
後も更なる連携を図ってい
く。

■医療機関との連携の数：57件 Ａ 

■周産期ネットワークとし
て、医療機関等との連携の
更なる強化を図るため、
毎年医療機関等への訪問を
実施。今後も更なる連携を
図っていく。

⑨親の
子育て
力向上
支援講
座

■参加型の講習会（※NP、※
ACT、ベビーマッサージ）等を
実施し、子どもを持つ親自身
の“子育て力“の向上を目的
とする事業。
■具体的には、養育に関する
こと、子どもとの関わり方、
地域との関わり方や行政サー
ビスの利用方法等、子育てに
関わる総合的な力を養うため
の事業。

■子育て力を向上することに
より、親としての自信や、子
育てへの自信、子どもとの良
好な関係の
構築、また地域とのつながり
による社会からの孤立化の防
止等を図っていく。

子ども
家庭支
援セン
ター

■今年度も同様に１クール６
回の講座を２クール開催し、
継続していく。

■ACTすこやか子育て講座実施
第1回：市民の森　ふれあいホール、
5/20、27、6/3、9、17、23
第2回：多摩平の森ふれあい館、
9/15、23、30、10/7、14、20

Ａ 

■受講者から
フォローアッ
プ研修実施の
要望があるこ
とから、フォ
ローアップ研
修を実施

■今年度も同様に１クール
６回の講座を２クール開催
し、継続していく。さらに
26年度以降ACT講座修了者
を対象にフォローアップ講
座を実施していく。

（２）出産前から育児を学ぶ機会の充実

事業 内容 方向性
（平成27年4月～平成32年3月）

方向性の変更
（平成29年4月～）

担当課 平成28年度の取り組み 平成28年度実績 評価 課題 平成29年度の取り組み

①ママ
パパク
ラス

■安心して妊娠、出産を迎え
られるように、ママとパパを
対象に妊娠・出産・育児につ
いての教室を開催。地域での
子育て仲間をつくることを重
点に置いた内容。
■平日保健コース、栄養コー
ス、歯科コース、休日沐浴
コース、休日保健コースを実
施。
■入浴コースでは、赤ちゃん
の泣きの理解と対処法のDVD
を取り入れたり、パパ同士の
交流時間を設ける等、父親教
育にも重点を置いている。

■安心して妊娠・出産を迎
え、日野市で楽しく育児がで
きるよう継続していく。

健康課
■安心して妊娠・出産を迎
え、日野市で楽しく育児がで
きるよう継続していく。

参加者数
■平日保健コース（11回）
（延べ参加者数）妊婦：285名　夫等：26名
■栄養コース（11回）
妊婦：138名　夫等：18名
■歯科コース（11回）
妊婦：124名　夫等：7名
■沐浴コース（12回）
妊婦：316名　夫等：279名
■休日保健コース（2回）
妊婦：50名　夫等：45名

Ｂ 

■妊婦全数面
接時に全員に
ママパパクラ
スの周知をし
ているが、参
加者数は横ば
い。教室の内
容等も含めて
今後の方向性
の検討が必要
である。

■安心して妊娠・出産を迎
え、日野市で楽しく育児が
できるよう継続していく。

②妊産
婦とそ
の家族
への食
育推進

■ママパパクラス（両親学
級）の参加者を対象とし、よ
り良い食生活についての意識
と理解を促し、実践ができる
よう、「栄養コース」を実
施。
■妊産婦とその家族を対象
に、わかりやすい栄養相談な
どを行う。

■食生活や健康に対する意識
の高い妊産婦とその家族に向
けて働きかけることで、生涯
の健康づくりのきっかけとな
るよう、継続していく。

健康課

■食生活や健康に対する意識
の高い妊産婦とその家族に向
けて働きかけることで、生涯
の健康づくりのきっかけとな
るよう、継続していく。

■栄養コース11回開催。妊婦138名、夫18名参加。 Ｂ 

■参加者数が
妊娠届数の1割
弱で推移して
いる。全妊婦
に向けたアプ
ローチができ
るよう、教室
開催の是非を
含め検討が必
要である。

■食生活や健康に対する意
識の高い妊産婦とその家族
に向けて働きかけること
で、生涯の健康づくりの
きっかけとなるよう、継続
していく。
■平日コースに加え、ニー
ズの高い休日（土曜）コー
スを1回試行する。
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③母子
健康手
帳の交
付

■妊娠の届出をされた方に、
母子健康手帳を交付する。出
産前後の相談等を気軽に受け
られるよう、健康課窓口、各
児童館、子ども家庭支援セン
ター（高幡）、市役所市民窓
口課、七生支所、豊田駅連絡
所で交付をしている。

■様々な場所で配布すること
により市民の利便性向上を図
るとともに、各児童館が身近
な場所となるよう継続してい
く。

健康課

■交付窓口が1か所（保健セ
ンター）のみで交付。交付時
に妊婦の方全員に保健師など
の専門職が面接相談を実施。
妊娠中のさまざまな不安を軽
減し安心して出産を迎えられ
るようにする。

■妊娠届数1,545件 Ｂ 

■交付窓口が1
か所のため市
民にとって利
便性が悪い

■交付窓口が1か所（保健
センター）のみで交付。交
付時に妊婦の方全員に保健
師などの専門職が面接相談
を実施。妊娠中のさまざま
な不安を軽減し安心して出
産を迎えられるようにす
る。

④子育
て情報
の発信

■子育てに関わる様々な情報
を、ホームページ、子育て情
報サイト、子育て情報冊子
「知っ得ハンドブック」、地
域子育てイベント情報紙「地
域活動子どもカレンダー」等
様々な方法で発信し、子育て
家庭や子育てに携わる機関、
支援者等の情報収集・サービ
ス利用に役立ててもらう。

■「地域活動子どもカレン
ダー」、「知っ得ハンドブッ
ク」による情報提供に加え、
新たに「子育て情報サイト」
を立上げ、主に電子媒体から
情報を収集する保護者ニーズ
に合わせた情報発信を充実さ
せていく。

子ども
家庭支
援セン
ター

■引き続き「知っ得ハンド
ブック」の発行を行うととも
に、子育て情報発信を充実さ
せる。また、子育て情報サイ
トの検討委員会を今後も定期
的に行い、使いやすさを向上
するためのサイトの改善等を
進めていく。
■「知っ得ハンドブック」等
配布部数の精査を行う。

■「知っ得ハンドブック」
28年度発行部数6,000部
「地域活動子どもカレンダー」
28年度発行部数22,800部
子育て情報サイト「ぽけっとなび」(27年5月1日開設)
毎月約4～5万PV（ページビュー）

Ａ 

■「知っ得ハ
ンドブック」
の、より見や
すい紙面づく
りを行なう。
「ぽけっとな
び」の内容の
充実と事業周
知

■引き続き「知っ得ハンド
ブック」の発行を行うとと
もに、子育て情報発信を充
実させる。また、子育て情
報サイトの検討委員会を今
後も定期的に行い、使いや
すさを向上するためのサイ
トの改善等を進めていくと
ともに、広報に「ぽけっと
なび」の周知を行うため定
期的にＰＲ記事を掲載。
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Ⅰ　子育ての豊かさと楽しさの発見

方針４）ゆとりをもって子育てするための環境づくり

（１）子育て世帯への経済的支援

事業 内容 方向性
（平成27年4月～平成32年3月）

方向性の変更
（平成29年4月～）

担当課 平成28年度の取り組み 平成28年度実績 評価 課題 平成29年度の取り組み

①児童
手当

■中学校終了前（15 歳到達後
最初の年度末）までの児童を
養育している父母等の主たる
生計者に児童手当を支給。
■児童１人につき、所得制限
限度額未満の者の支給月額は
３歳未満15,000円、３歳以上
小学校修了前（第1 子、第2
子）10,000 円、３歳以上小学
校
修了前（第3 子以降）15,000
円、小学校修了後中学校修了
前10,000 円、所得制限限度額
以上の者の支給月額は特例給
付として5,000 円。
■支給時期は6 月、10 月、2
月にそれぞれ4 か月分を支
給。

■児童手当法による国の制度
であり、国の動向を注視しつ
つ、法令に則った、より一層
適正な支給に努める。

子育て課

■子育て課内の他制度（子ど
も医療費助成等）や他課（出
生届や転入届を扱う市民窓口
課等）との連携を強化し、申
請漏れや支給漏れが起きない
ように努める。

■子育て課内の他制度（子ども医療費助成等）や他課
（出生届や転入届を扱う市民窓口課等）との連携によ
り申請漏れがないように努めた。
■実績
・対象児童　22,570人（22,639人）
・手当額 2,857,265千円(2,834,830千円）
※（　）内は前年度実績

Ａ 

■引き続き、子育て課内の
他制度（子ども医療費助成
等）や他課（出生届や転入
届を扱う市民窓口課等）と
の連携により申請漏れがな
いように努める。
■個人番号制度の「情報連
携」及び「マイナポータル
（電子申請）」がスムーズ
に導入できるように対応す
る。

②子ど
も医療
費の助
成

■医療保険の加入要件に該当
し、所得制限の範囲内の者
で、６歳に達する日以後の最
初の年度末までの乳幼児を養
育する者には乳幼児医療証、6
歳に達する日以後の最初の４
月１日から15 歳に達す
る日以後の年度末までの義務
教育就学期にある児童を養育
する者に子ども医療証を発行
し、該当乳幼児・児童の受診
時に保険診療の一部負担金
（の一部）を助成。
■日野市では乳幼児医療証の
所得制限はなし。

■乳幼児医療費助成事業実施
要綱、義務教育就学児医療費
助成事業実施要綱等に基づく
東京都の制
度であり、市でも条例等を整
え事業遂行している。現状、
乳幼児医療助成は市単独で所
得制限なしの取り扱いとして
いる。
■所得制限、助成範囲等につ
いて、東京都の動向を踏ま
え、充実に向けて調査研究に
努める。
■条例等に基づいたより一層
適正な助成に努め、乳幼児・
児童の保健・福祉の向上を図
る。

子育て課

■子育て課内の他制度（児童
手当等）や他課（出生届や転
入届を扱う市民窓口課等）と
の連携を強化し、申請漏れや
支給漏れが起きないように努
める。

■子育て課内の他制度（子ども医療費助成等）や他課
（出生届や転入届を扱う市民窓口課等）との連携によ
り申請漏れがないように努めている。
■インフルエンザ等の流行により、受診件数が増加し
たため、助成額が前年より増加した。
■実績
・対象児童　21,310人（21,423人）
・助成額　642,361千円（625,489千円）
※（　）内は前年度実績

Ａ 

■平成29年10月1日より、
義務教育就学児（小・中学
生）に係る医療保険の自己
負担額を全額助成し、一部
負担金（通院1回につき200
円上限）を廃止する。
■引き続き、子育て課内の
他制度（児童手当等）や他
課（出生届や転入届を扱う
市民窓口課等）との連携に
より申請漏れがないように
努める。
■義務教育就学児医療費助
成制度の改正がスムーズに
実施できるように、医療機
関及び市民への周知をす
る。
■個人番号制度の「情報連
携」がスムーズに導入でき
るように対応する。

③認証
保育所
など入
所児童
の保護
者への
補助

■認証保育所等に児童を入所
させている保護者に対し、補
助金を交付する。
■保護者の負担を軽減し、児
童の健全な育成に寄与するこ
とを目的としている。

■今後の認証保育所制度の動
向に注視しながら、財政状況
により、所得等に応じた補助
の方法等について検討してい
く必要がある。

保育課
■利用者一人につき１カ月１
万８千円の補助金を交付す
る。

■対象人数551名
■利用者１人につき18,000円/月 Ａ 

■認証保育所等を利用する
保護者の負担軽減を図るた
め、所得階層別補助に変更
し、所得に応じて7千円～5
万2千円/月の補助を行う。
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④私立
幼稚園
園児の
保護者
への補
助

■私立幼稚園に在籍する幼児
の保護者に対し補助金を交付
する。
■保護者の負担を軽減し、幼
児教育の振興と充実を図るこ
とを目的としている。
■都制度の私立幼稚園等園児
保護者補助金、国制度の私立
幼稚園就園奨励費補助金、市
単独制度の私立幼稚園等入園
金補助金を交付している。

■今後も継続していくが、平
成27年度から子ども・子育て
支援新制度に移行しない幼稚
園について、今後のあり方に
ついての国・都の動向を注視
していく必要がある。
■同時に、国の幼児教育無償
化の方針についての動向をう
かがいながら保護者の負担軽
減の方法について検討してい
く。

保育課

■私立幼稚園に在園する幼児
の保護者に、保護者補助金、
入園金補助金を交付する。ま
た、私学助成を受ける幼稚園
に在園する幼児の保護者に
は、あわせて就園奨励費を交
付し、保護者の経済的負担を
軽減する。

■保護者補助金　年間延べ対象者：23,768名、年間交
付額：182,316,870円
■入園金補助金　対象者：719名、年間交付額：
7,175,600円
■就園奨励費　対象者：1,329名、年間交付額：
170,160,200円

Ａ 

■私立幼稚園に在園する幼
児の保護者に、保護者補助
金、入園金補助金を交付す
る。また、私学助成を受け
る幼稚園に在園する幼児の
保護者には、あわせて就園
奨励費を交付し、保護者の
経済的負担を軽減する。

⑤就学
援助

■経済的理由により小・中学
校への支払いが困難な家庭に
対し、学校で必要とする費用
の一部を援助する。
■学用品費、通学用品費、新
入学学用品費、校外活動費、
修学旅行費、移動教室費、卒
業記念アルバム代について
は、市内に住所を有し、学校
教育法第１条に規定する学校
に就学している児童・生徒の
保護者が支給対象。
■医療費、給食費は、市立
小・中学校に就学している児
童・生徒の保護者が支給対象
となる。
■対象者は、次のいずれかに
あてはまる家庭
①生活保護受給中または昨年
度以降生活保護の停止・廃止
を受けた、
②昨年度、市都民税が非課
税、
③児童扶養手当受給中、
④経済的理由で子どもの教育
費に困っている。※所得制限
あり。

■保護者の負担軽減を図るた
めに、今後も制度を継続して
いく。

庶務課

■経済的理由により小・中学
校への支払いが困難な、市内
に住所を有し学校教育法第１
条に規定する学校に就学して
いる児童・生徒の家庭に対
し、学校で必要とする費用の
一部（学用品費、通学用品
費、新入学学用品費、校外活
動費、修学旅行費、移動教室
費、卒業記念アルバム代等）
を援助する。
■認定基準については、昨年
度と同様生活保護の1.3倍と
する。
■高所得層と低所得層の格差
が広がりつつあることも踏ま
え、今後もこの事業を継続し
ていく。

■認定者数
・小学校　準要保護　985名
　　　　　要保護　　 60名
・中学校　準要保護　 665名
　　　　　要保護　　  47名
■総支給額　157,827,176円
■受給者率は、平成23年度より引き続き若干だが減少
傾向にある。

Ａ 

■「新入学学
用品費」につ
いて、就学後
に支給してい
たが、実際に
は就学前に準
備するもので
あるため、小
学校就学前支
給及び小学校6
年生時に支給
することが課
題となった。
■格差の二極
分化が進む
中、より質の
高い給付を検
討していく。

■経済的理由により小・中学
校への支払いが困難な、市内
に住所を有し学校教育法第１
条に規定する学校に就学して
いる児童・生徒の家庭に対
し、学校で必要とする費用の
一部（学用品費、通学用品
費、新入学学用品費、校外活
動費、修学旅行費、移動教室
費、卒業記念アルバム代等）
を援助する。
■平成30年度小学校新入学児
童及び中学校新入学生徒に対
し、小学校就学前及び6年生時
の3月に「入学時学用品費」と
して「新入学学用品費」相当
額を支給する。さらに、市独
自制度の「入学準備金」を要
保護世帯にも支給する。
■認定基準については、昨年
度と同様生活保護の1.3倍とす
る。
■高所得層と低所得層の格差
が広がりつつあることも踏ま
え、今後もこの事業を継続し
ていく。

⑥奨学
金

■市内に住む経済的理由によ
り修学が困難な高校生を援助
し、教育上の機会均等を図る
ため奨学金を支給している。
この奨学金は返済の必要はな
し。
■申請方法は、募集期間に申
請書等必要書類を提出し、選
考審査会に諮って決定する。
選考にあたっては、所得制限
があり。
■前学年時における学習意
欲・生活態度などにより選考
している。
■所得要件　生活保護基準の
1.1倍

■高校の授業料無償化などの
施策が展開されてはいるが、
まだ支援としては不十分であ
る。経済的な理由で意欲のあ
る学生の就学機会を奪うこと
のないように、また保護者へ
の負担軽減を図るためにも、
今後もこの制度を継続してい
く。ただし、国の施策の動向
次第では、制度の継続・変更
も視野に検討を重ねていく。

庶務課

■H28年度より事業規模の拡
大
　1月/1人　　　10,000円
　年間　　　　120,000円
　90名分　 10,800,000円
　給付型、返済義務なし。
■所得要件　生活保護基準の
1.1倍
■所得要件を第一義とし、所
得要件をクリアし、生活態
度、学習意欲も加味し審査し
た結果、基準を満たす者全員
に支給するする。
※90名以上になった場合は、
補正対応

■応募者数90名中、所得要件をクリアしているものは
89名であった。
■所得要件を第一義として選定し、その他の要件につ
いては審査会で協議した。

Ｂ 

■制度が周知
されていな
い。
■審査会のあ
り方を検討す
る必要があ
る。

■H29年度より事業規模の
拡大
　1月/1人　　　 10,000円
　年間　　　　 120,000円
　100名分　 12,000,000円
　給付型、返済義務なし。
■所得要件　生活保護基準
の1.1倍
■所得要件を第一義とし、
所得要件をクリアし、生活
態度、学習意欲も加味し審
査した結果、基準を満たす
者全員に支給するする。
※100名以上になった場合
は、補正対応
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（２）男女が共同で子育てできる就労環境づくり

事業 内容 方向性
（平成27年4月～平成32年3月）

方向性の変更
（平成29年4月～）

担当課 平成28年度の取り組み 平成28年度実績 評価 課題 平成29年度の取り組み

①特定
事業主
次世代
育成支
援行動
計画

■次世代育成支援対策推進法は、
我が国の急速に進む少子化に対
し、政府・地方公共団体・企業等
が一体となった取組を進めていく
としており、日野市は、行政機関
としての立場から「地域における
子育て支援の充実」等を図ると同
時に、職員を雇用する一事業所と
しての立場から、自らの支援計画
の策定を求められている。
■次世代を担う子どもたちが健や
かに育つため、職員の性別や年代
等にかかわらず、職場全体で職員
が安心して仕事と子育ての両立を
図ることができる職場環境の構築
に取り組み、更に職員一人ひ
とりが子育て、そして次世代育成
支援対策を自分自身に関わること
と理解し、真に子育てしやすいも
のとなるよう、本計画を策定し推
進していく。
■「日野市特定事業主行動計画
（日野市役所の行動計画）」は、
平成22 年度から後期計画をス
タートさせている。

■次世代育成支援対策推進法
は平成17 年度から平成26 年
度までの10 年間の時限法で
あったが、同法の10 年間の
延長等を内容とする「次代の
社会を担う子どもの健全な育
成を図るための次世代育成支
援対策推進法等の一部を改正
する法律」が成立しており、
日野市においても第2 期とな
る計画を策定し、更なる次世
代育成支援を推進していく。

職員課

■「安心サポートプラン」と
女性活躍推進法に基づく特定
事業主行動計画の内容を統合
し、「未来いきいきプラン」
として平成28年3月に改定し
た。
■日野市次世代育成支援対策
等特定事業主行動計画策定・
実施委員会を開催
■次世代育成支援対策研修を
実施
■育休後職場復帰講座を実施
■男性職員の育児休業及び配
偶者の出産前後の休暇取得率
を向上
■超過勤務削減のための取り
組み

■次世代育成支援対策研修を実施
■育休後職場復帰講座を実施
■男性職員の育児休業取得実績3件
■配偶者の出産前後の休暇（介添休暇・育児参加休
暇）取得実績25日と30時間
■超過勤務削減のための取り組み
■「イクボス管理職研修」の実施（男女平等課と共
催）
■育児に関する休暇制度の周知として「子育てママ
ブック」「子育てパパブック」を作成

Ｂ 

■男性職員の
育児に関する
休暇等（育児
休業、配偶者
の出産前後の
休暇等）の取
得促進
■超過勤務
（時間外勤
務）の削減・
適正化

■「未来いきいきプラン」
の推進
■男性職員の育児休業及び
育児関連休暇の取得促進の
ための啓発実施
■超過勤務を削減するた
め、組織目標等を通じて働
き方を変えるという意識を
浸透させる。

②日野
市男女
平等行
動計画
の推進

■第三次男女平等行動計画
（計画年度：平成28～32 年
度）を平成27 年度末までに策
定する。
■策定にあたっては、男女平
等の視点から子育てしやすい
環境の整備やワーク・ライ
フ・バランスに関する事項等
を盛り込み、実態に即した計
画をつくる。
■男女平等推進委員会及び男
女平等行動計画評価委員会を
開催し、計画の推進と検証を
行う。
■男女平等行動計画に基づく
講演・講座、パネル展示によ
る啓発事業、女性相談事業、
DV 被害者の民間シェルター運
営費補助事業等を実施し、子
育て支援につなげる。

■男女ともに家庭、地域、職
場等の様々な分野で自己実現
ができる男女共同参画社会を
目指す。

男女
平等課

■第３次男女平等行動計画施
策の推進。
■男女平等推進委員会による
計画の推進と検証。
■男女平等行動計画に基づく
講演・講座、パネル展示によ
る啓発事業、女性相談事業、
DV 被害者の民間シェルター
運営費補助事業等の実施。

■日野市長が教育機関(実践女子学園）と共同でイク
ボス宣言を行い、それに関する講座等実施し、日野市
が率先して男女共同参画社会実現のための姿勢を広く
社会に発信した。
■ワークライフバランスについて講座やパネル展を実
施し、男女が共に子育てしやすい環境づくりへの啓発
を行った。
■子育て中の方で再就職を目指している方へパソコン
講習などの講座や講演会など5事業を実施し（述べ33
人が参加）女性が社会で活躍できるためのきっかけづ
くりへとつなげることができた。
■女性相談事業を実施。相談件数258件のうち63件が
ＤＶ、21件が子どもに関する相談であった。当相談事
業においては保育協力員を活用し、子育て中の方も気
軽に相談できるよう配慮した。
■ＤＶ被害者の民間シェルター運営費補助事業等の実
施により、健全な子育て支援につなげることができ
た。

Ａ 

■男女平等参
画社会の更な
る推進のた
め、実効性の
ある啓発活動
の手法を検討
し実施してい
く必要があ
る。

■第３次男女平等行動計画
施策の推進。
■男女平等推進委員会によ
る計画の推進と検証。
■男女平等行動計画に基づ
く講演・講座、パネル展示
による啓発事業、女性相談
事業、DV 被害者の民間
シェルター運営費補助事業
等の実施。
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Ⅰ　子育ての豊かさと楽しさの発見

方針５）様々な背景や課題を抱えた家庭への支援

（１）児童虐待への取り組み

事業 内容 方向性
（平成27年4月～平成32年3月）

方向性の変更
（平成29年4月～）

担当課 平成28年度の取り組み 平成28年度実績 評価 課題 平成29年度の取り組み

①児童
虐待へ
の対応

■先駆型子ども家庭支援セン
ター（高幡本部）で、子ども
と家庭に関する総合相談を行
う中、児童虐待防止に向け、
相談体制の強化や市民との連
携の強化を図り、児童虐待の
具体的事案に係る迅速かつ的
確な対応に努める。
■あわせて虐待の芽を早期に
摘む取り組みや再発防止のた
めの見守り等を行う。

■児童虐待に関する第一義的
な通告窓口として子ども家庭
支援センターが迅速に対応す
ることをはじめ、児童虐待の
予防・早期発見のため、様々
な事業の実施や支援を行う。
■虐待対策コーディネーター
を配置することにより体制を
強化し、児童相談所や警察、
教育・子育て施設等との連携
を強化する。また、市内各子
育てひろばの相談体制や関係
機関との連携を強化する。

子ども
家庭支
援セン
ター

■虐待通告件数は前年度に比
べ27年度も2割以増加した。
28年度は引き続き子ども家庭
支援ワーカー8名体制に加
え、心理専門相談員を1名増
加し、迅速で適切な対応を行
う。
■28年度も正規職員による虐
待コーディネーターを配置
し、虐待対応の充実や関係機
関との連携の強化などその機
能をさらに活用していく。

■相談受理件数
　662件（内、虐待件数201件）
【過年度実績】
　：27年度523件（内、虐待件数96件）
　：26年度437件（内、虐待件数94件）
■子ども家庭支援ワーカー相談件数
　11,997件
【過年度実績】
　：27年度8,144件
　：26年度6,650件
■個別ケース会議
　140件
【過年度実績】
　：27年度165件
　：26年度88件

Ａ 

■急増する児
童虐待等への
対応のため、
関係各機関と
の連携支援体
制の強化。
■相談員の資
質向上と2チー
ム制での対応
の徹底

■虐待通告件数は前年度に
比べ倍増した。29年度は子
ども家庭支援ワーカー10名
体制に加え、心理専門相談
員を2名体制とし迅速で適
切な対応を行う。
■29年度も正規職員による
虐待対策コーディネーター
を中心に、虐待対応の充実
や関係機関との連携強化等
を行い、連携した支援を迅
速に行う。

②児童
虐待防
止の啓
発

■毎年11 月の児童虐待防止推
進月間を中心に、市民への
様々な啓発活動に取り組む。

■オレンジリボンキャンペー
ン、パネル展示、講演会等の
様々な啓発活動の実施によ
り、広く児童虐待防止への理
解と協力の啓発に努める。

子ども
家庭支
援セン
ター

■11月の虐待防止月間の取組
は例年通り実施する。オレン
ジリボンキャンペーンについ
て、協力先をさらに拡大して
いく。

■虐待防止月間の取組
①児童虐待防止講演会
平成28年11月22日　講師：菊池　祐子
②パネル展示
平成28年11月1日～11月30日
イオンモール多摩平の森、七生支所、市役所
③オレンジリボンキャンペーン

Ａ 

■事業周知の
徹底、さらに
市役所内での
オレンジリボ
ン装着職員の
拡大を図るこ
と

■11月の虐待防止月間の取
組は例年通り実施する。オ
レンジリボンキャンペーン
について、協力先をさらに
拡大していく。

③日野
市子ど
も家庭
支援
ネット
ワーク
連絡協
議会
（要保
護児童
対策地
域協議
会）

■児童福祉法第25 条の２に法
定された要保護児童対策地域
協議会の位置づけで設置。
■子どもとその家庭への支援
を総合的に推進することを目
的に、子どもに関わる関係機
関の情報の交換や連携を図る
ための運営協議会。
■代表者会議、地域別会議、
個別ケース会議等構成メン
バーや会議の目的にそって複
数の会議を開催し連携を深め
ている。

■増加の一途である要保護・
要支援児童及びその家庭の支
援を進めるため、関係機関の
連携の必要性はますます高
まっている。
■子ども家庭支援センター
は、警察、児童相談所、教育
委員会、健康福祉部等の行政
関連部署、その他子育て関連
機関間の調整役として引続き
連絡協議会に入る機関の拡充
と更なる連携強化を図ってい
く。

子ども
家庭支
援セン
ター

■要保護児童地域対策協議会
としての大きな役割が、関係
機関の情報共有とそれに基づ
く敏速で適切な支援というこ
とになるが、27年度は個別
ケース会議を数多く開催し、
関係機関との連携を強化し、
支援の充実を図った。
■地域別会議の後半はテーマ
別にグループ討議をし、関係
機関の悩みや解決方法の共有
を図った。

■代表者会議　5/24
■地域別会議　6/16、21、12/20、1/12、1/17、
1/24、2/3、9、21、28、
■個別ケース会議開催件数　140件

Ａ 
■連携体制の
更なる強化

■要保護児童地域対策協議
会としての大きな役割が、
関係機関の情報共有とそれ
に基づく敏速で適切な支援
ということになるが、28年
度は個別ケース会議を数多
く開催し、関係機関との連
携を強化し、支援の充実を
図った。
■地域別会議の前期は、全
体会議を含む形で行い、後
期は各中学校ごとに関係機
関が集まり開催。
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④健康
課との
連携強
化

■隔月で、健康課との連携強
化会議を実施。
■連携に関する取り決めや、
気になる乳幼児についての情
報交換を行い、双方の支援
サービスを適切に運用できる
ように努める。

■健康課と子ども家庭支援セ
ンターが組織的に連携し、児
童虐待の早期発見・防止・迅
速な対応を行う。
■健康課の「乳児家庭全戸訪
問事業」と子ども家庭支援セ
ンターの「育児支援家庭訪問
事業」が連携して実施できる
よう連携体制を整備する。

子ども
家庭支
援セン
ター

■引き続き健診未受診者等へ
の対応など現在問題となって
いることについて具体的な解
決策を探ることで健康課との
連携をより強化し、虐待の早
期発見、防止を図る。

■年6回、隔月で連携強化会議を実施し、両課共有
ケースについて進行管理や情報交換を行った。 Ａ 

■虐待のリス
クが高いケー
スの情報共有
と迅速な対応
のため、健康
課保健師との
情報交換の徹
底

■引き続き健診未受診者等
への対応など現在問題と
なっていることについて具
体的な解決策を探ることで
健康課との連携をより強化
し、虐待の早期発見、防止
を図る。

⑤虐待
防止マ
ニュア
ルの活
用

■平成19 年度発行の虐待防止
マニュアル及び、平成23 年度
発行のハンドブックの活用に
ついては、各種会議などの際
に各関係機関に呼びかけてい
る。

■今後も、各関係機関への周
知及び呼びかけは継続し、各
関係機関の対応力の向上を目
指す。

子ども
家庭支
援セン
ター

■28年度も、ネットワーク会
議や個別のケース会議などで
呼びかけていく。

■虐待ハンドブックの活用について、ネットワーク会
議やなどで呼びかけていった。 Ｂ 

■マニュアル
内容を精査と
改定

■今年度もネットワーク会
議や個別のケース会議など
で呼びかけていく。
■児童福祉法の改正があっ
たことから、改訂に向け検
討を行う。

⑥養育
家庭啓
発活動

■養育家庭とは、様々な事情
により家庭で養育を受けるこ
とができない児童を、養子縁
組を目的とせず家庭的環境の
中で養育をし、児童の健やか
な成長を図る事業。
■養育家庭制度の周知や理解
を深め、登録家庭の増加を図
ることを目的として、養育家
庭普及活動月間の取組や養育
家庭体験発表会の開催などを
実施している。

■児童虐待や養育困難家庭の
相談が増え、児童養護施設へ
の入所児童数も増加している
中、養育家庭のニーズはます
ます高まっている。
■事業の主体である児童相談
所と協力し、引き続き養育家
庭普及活動月間の取組、養育
家庭体験発表会の開催など啓
発活動の充実を図り、市民の
理解と協力を求めていく。

子ども
家庭支
援セン
ター

■28年度も10月に養育家庭普
及活動月間として取組み、養
育家庭体験発表会を行ってい
く予定。
■関係機関への周知を通じ
て、市民への養育家庭制度の
浸透を図っていく。

■養育家庭体験発表会を実施
日時：平成28年10月27日
会場：日野市役所　505会議室
出席者：72名
■児童相談所と協力し、養育家庭支援として「ホッと
サロン」を年2回開催。

Ａ 
■養育家庭制
度の周知

■29年度も10月に養育家庭
普及活動月間として取組
み、養育家庭体験発表会を
行っていく予定。
■関係機関への周知を通じ
て、市民への養育家庭制度
の浸透を図っていく。

（２）ひとり親家庭への相談機能・情報提供の充実

事業 内容 方向性
（平成27年4月～平成32年3月）

方向性の変更
（平成29年4月～）

担当課 平成28年度の取り組み 平成28年度実績 評価 課題 平成29年度の取り組み

①母
子・父
子自立
支援員
の相談
体制の
充実

■母子・父子自立支援員は、
母子及び父子並びに寡婦福祉
法に基づき、母子家庭及び父
子家庭、寡婦を対象に相談に
応じ、自立に必要な情報提
供・指導など行ったり、職業
能力の向上及び求職活動に関
する支援を行う。
■具体的にはひとり親家庭の
生活上の問題、就業について
の相談、養育費、母子及び父
子福祉資金・女性福祉資金の
貸付等、様々な相談を受けた
り、必要な支援につなげてい
く。

■父子家庭への支援の拡大が
法制化されたことを受け、今
後もそれぞれのひとり親家庭
の実状に合った極め細やかな
支援を行うため、母子・父子
自立支援員は他課との密な連
携を取ったり必要な研修を受
けて相談体制を更に充実して
いく。

セーフ
ティ
ネット
コー
ルセン
ター

■ひとり親の手当に関する通
知に、相談窓口の案内を同封
してもらい対象者にアプロー
チする。
■児童扶養手当の現況月に合
わせて臨時相談窓口を設置予
定。相談対応の強化を図る。

■子育て課より送付する児童育成手当及び児童扶養手
当の現況届の案内にひとり親相談窓口やセミナーにつ
いて記載したチラシを同封した。
■児童扶養手当の現況届提出のため来所されたひとり
親世帯に対し、世帯の状況や心配ごとの有無、窓口の
認知状況を把握するためのアンケートを実施。その
際、相談希望者を窓口に案内してもらった。
児童扶養手当現況届発送数＝1,257人
現況届提出数＝1,080人
アンケート回答数＝1,012人
相談に繋がった人数＝26人

Ａ 

■悩みを抱え
るひとり親世
帯が、早期に
相談窓口に繋
がるよう継続
して周知して
いく必要があ
る

平成28年度と同様の取組を
実施予定
■子育て課より送付する、
児童育成手当及び児童扶養
手当の現況届の案内にひと
り親相談窓口やセミナーに
ついて記載したチラシを同
封する。
■児童扶養手当の現況届提
出のため来所されたひとり
親世帯に対し、世帯の状況
や困りごとの有無などを把
握するためのアンケートを
実施。その際、相談希望者
を窓口に誘導してもらう。

20



②情報
提供の
充実

■「ひとり親家庭のしおり」
を、市役所をはじめ各所にて
配布し、国、都、市及び関係
機関の実施する事業等、必要
な情報を必要な世帯に提供す
る。

■一定期間ごとに改訂版を作
成し、情報の更新を図ってい
く。また広報やホームページ
を活用し、
常に新しい情報の提供ができ
るよう、情報収集をしてい
く。

セーフ
ティ
ネット
コー
ルセン
ター

■次年度以降の内容の改訂に
向けて準備を行う。

■内容に改訂があった部分について、改訂一覧を作成し、
挟み込んだ。 Ａ 

■支援情報を
必要とする世
帯に提供する
方法を随時、
工夫していく
必要がある

■平成30年度の改訂に向け
て、新しい情報の収集をす
る。

③ひと
り親支
援セミ
ナー

■ひとり親の方々の養育費や
ライフプラン等、生活に役立
つ様々な情報提供の場として
専門家によるセミナーを開催
する。

■年２～３回、単発又は連続
講座として開催する。また年
間のセミナー予定を児童扶養
手当の現況届のお知らせに同
封するなどして、周知を図
る。
■専門家や事業担当者による
個別相談会も検討する。

セーフ
ティ
ネット
コー
ルセン
ター

■年2回程度、セミナー開催
予定。現在講師に登壇依頼
中。

■セミナーを２回開催
【1回目】
日時：9月25日(土)午後2時～4時
内容：子どもの進学と教育資金
参加者数：5名
【2回目】
日時：2月12日(日)午後2時～4時
内容：ひとり親家庭のためのハッピーライフ講座
参加者数：7名

Ｂ 
■参加者数が
伸びない

■セミナーを2回開催予定
・ひとり親世帯アンケート
の内容も参考に、セミナー
の内容や実施場所などにつ
いて検討する。

④母
子・父
子自立
支援プ
ログラ
ム策定
事業

■母子・父子自立支援プログ
ラム策定員が児童扶養手当受
給者等の自立を促進するため
の就労支援の相談を受け、そ
れぞれの状況やニーズ等に応
じた自立目標や支援内容につ
いて個別の計画書を作成。
■ハローワークと連携しなが
ら具体的な就労につなげ、継
続的な自立の支援を行う。

■対象者からの相談を待つだ
けでなく、母子・父子自立支
援員が受ける様々な相談の中
で、対象となり得る人へ積極
的にアプローチをしていく。
さらに就労支援員やハロー
ワークとも連携を密にし、継
続的な支援を行う。

セーフ
ティ
ネット
コー
ルセン
ター

■児童扶養手当現況届出月に
予定している臨時窓口設置に
よる相談対応強化に伴い、さ
らに積極的に就労相談や施策
の案内を行う。

■児童扶養手当現況届提出の際、簡単なアンケートを
実施。その際、相談希望者は繋いでもらった。
⇒相談に繋がった人･･･26人
　※相談内容　教育資金、住宅、就労など。就労につ
いては、転職についての相談が多かった。

Ｂ 

■母子・父子
自立支援プロ
グラムの利用
が少ない。

■児童扶養手当現況届受付
の際、簡単なアンケートを
実施。その際、相談希望者
を繋いでもらい、就労の希
望がある場合は、当該プロ
グラムの適用を検討する。
■就労相談だけでなく、
様々な相談を受ける際、就
労に繋がりやすい資格取得
に関する情報などを積極的
に提供する。

（３）ひとり親家庭の自立に向けた支援

事業 内容 方向性
（平成27年4月～平成32年3月）

方向性の変更
（平成29年4月～）

担当課 平成28年度の取り組み 平成28年度実績 評価 課題 平成29年度の取り組み

①母子
生活支
援施設
入所支
援

■18 歳未満の子どもを養育し
ている母子家庭の母が、生活
上の様々な問題のため充分な
養育ができない場合に、母子
で入所する児童福祉施設。
■母子家庭の母からの申請に
より個々の世帯の実情を鑑
み、入所を実施する。
■最大でも２年を入所期間の
限度としながら退所に向けた
自立支援計画を立てる。

■母子関係に問題を抱える深
刻な例が増えていることか
ら、施設への入所支援が必要
であると思われる世帯を１日
でも早く支援につなげるた
め、母子・父子自立支援員の
相談支援だけでなく、庁内関
係各課・各機関と連携を密に
しながら支援を行う。入所後
は自立支援計画を立て、施設
だけでなく庁内関係各課・各
機関と連携をし、退所に向け
た支援を行う。

セーフ
ティ
ネット
コー
ルセン
ター

■対応困難ケースはさらに増
加することが予想されるた
め、入所施設や庁外他機関、
医療機関との連携をより密に
して支援をしていく。

■入所世帯の母について、子との関係性や生活に徐々
に安定がみられるようになってきている。
■退所に向けたアプローチを始めている世帯もある。

※新規入所世帯＝1世帯
※平成29年3月末入所世帯＝5世帯

Ａ 

■現在入所中の世帯には、
引続き、各関係機関と連携
し、問題の解決や退所に向
けた支援をおこなう。
■子ども家庭支援センター
ほか、子育て関連施設など
と連携し、母子の生活や子
の養育等に不安のある世帯
へアプローチし、施設入所
の希望または必要がある世
帯には丁寧に説明をし、入
所に向けて支援していく。
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②母子
家庭等
自立支
援給付
金
（教育
訓練給
付金、
高等職
業訓練
促進給
付金
等）

■【母子家庭等自立支援教育
訓練給付金】
母子家庭の母及び父子家庭の
父が就職につながる能力開発
のために受講した教育訓練講
座の受講料の一部を助成す
る。
■【母子家庭等高等職業訓練
促進給付金】
母子家庭の母及び父子家庭の
父が、就職に有利な国家資格
を取得するため、養成機関に
おいて修業している場合、一
定期間経済的支援を行う。
■【入学支援修了一時金】
高等職業訓練促進給付金を受
給し、かつ受給申請時と養成
機関卒業時にひとり親世帯の
場合、卒業時に給付

■就労支援の相談時に制度の
周知を図る。
■広報・ホームページに掲載
中の制度内容について、利用
した場合の具体的な流れや、
利用状況などの掲載を検討す
る。

セーフ
ティ
ネット
コー
ルセン
ター

■児童扶養手当現況届出月に
予定している臨時窓口設置に
よる相談対応強化に伴い、さ
らに積極的に施策の案内を行
う。
■資格取得後の就労支援等ア
フターフォローを積極的に行
う。

■児童育成手当及び児童扶養手当の現況届送付の際、
制度のお知らせのチラシを同封した。
■給付実績
・教育訓練給付金受給者＝0人
・高等職業訓練促進給付金受給者＝5人
・入学支援修了一時金受給者＝2人

Ｂ 

■資格取得に
向けてなかな
か踏み出せな
い方への対応

■資格取得の方法やそのた
めに必要な資金等の情報を
分りやすく整理し、様々な
方法で情報提供する。
■高等職業訓練促進給付金
の対象要件についての周知
のためチラシを作成し、提
供していく。

③求職
活動中
の一時
保育料
の免除

■母子家庭の就労を支援する
ため、母子自立支援員が証明
書を発行し、求職活動中、一
時保育を利用する場合の保育
料を免除する。

■一時保育については新制度
に伴うニーズ調査の結果、利
用ニーズを充足する定員数は
確保しているため、現状維
持、継続実施していく。ひと
り親支援を所管しているセー
フティネットコールセンター
と、一時保育を所管している
子ども家庭支援センターとの
連携を密にし、積極的に周知
を行っていく。

子ども
家庭支

援
セン
ター
・

セーフ
ティ
ネット
コー
ルセン
ター

■今年度も同様に、セーフ
ティネットコールセンターと
連携を図り、母子家庭の支援
のため、積極的に周知を行っ
ていく。

■利用者数：1名 Ａ 

■事業周知と
セーフティ
ネットコール
センターとの
連携強化

■今年度もセーフティネッ
トコールセンターと連携を
図り、母子家庭の支援のた
め、積極的に周知を行って
いく。

④母子
及び父
子福祉
資金の
貸付

■ひとり親家庭の生活安定と
児童の福祉の増進を図るた
め、母子及び父子福祉資金と
して必要な各種資金の貸付を
行う。

■貸付の対象が父子家庭に拡
大されたため、広報・ホーム
ページを活用し制度の周知を
図る。
■自立支援策として積極的な
活用をすすめるために、臨時
の相談窓口の開設（土曜日や
日曜日）を検討する。

セーフ
ティ
ネット
コー
ルセン
ター

■児童扶養手当現況届出月に
予定している臨時窓口設置に
よる相談対応強化に伴い、さ
らに積極的に施策の案内を行
う。
■学費に関するテーマのひと
り親支援セミナーを開催す
る。

■児童扶養手当現況届受付期間である8月の土曜日に臨
時窓口を設置、その際に相談予約を受け、対応した。
■教育資金に関するテーマで、ひとり親支援セミナーを
実施した。参加者5名。
■受験生チャレンジ貸付事業と合わせて、制度を周知し
た。
■市内都立高校へ、母子父子福祉資金の案内パンフレッ
トを送付した。

Ａ 

■学費につい
ての認識が薄
い親へ制度を
活用し、今後
の資金計画を
考えてもらう
ことが困難で
ある。

■子の成長とともに変わる
家計のやりくりについて、
早めに認識してもらえるよ
うにするため、家計をテー
マとしたひとり親支援セミ
ナーを実施する。
■児童扶養手当や受験生
チャレンジ貸付など他制度
の手続期間などを効果的に
活用し、周知する。市内中
学校進路指導担当の会議や
都立高校への情報提供を行
う。

⑤離婚
直後等
のひと
り親へ
の住宅
支援

■離婚直後のひとり親の世
帯、離婚調停中の別居世帯の
自立を支援するため、市営住
宅の一部を当面の住居として
一時的に提供する。（２年以
内）

■市営住宅を提供するだけで
なく、退去までの間の生活・
子の養育・就労などの諸問題
や退去に向けた相談を受け、
１日も早い自立のための支援
を行う。

セーフ
ティ
ネット
コー
ルセン
ター

■児童扶養手当現況届出月に
予定している臨時窓口設置に
よる相談対応強化に伴い、さ
らに積極的に施策の案内を行
う。

■入居者2世帯
（平成28年度末現在1世帯）
理由：離婚による早期退去を迫られた。
現状：1世帯は市営住宅に応募、当選し、そのまま入居
となった。

Ａ 

■子の転校に
不安を抱える
相談者への対
応

■離婚についての相談者全
員に、当該制度についての
説明をおこなう。
■説明の際には、利用にあ
たっての条件（入居期限、
就労等による自立を図るこ
となど）をていねいに説明
する。
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⑥児童
育成手
当

■ひとり親家庭等で18 歳に達
した日の属する年度の末日以
前の児童、一定の障害等に該
当する20 歳未満の児童を扶養
している人に児童育成手当を
支給。※所得制限限度額あ
り。
■児童１人につき、支給月額
は育成手当13,500 円、障害手
当15,500 円。
■支給時期は6 月、10 月、2
月にそれぞれ4 か月分を支
給。

■東京都児童育成手当に関す
る条例に基づく東京都の制度
であり、都の動向を注視しつ
つ、より一層適正な支給に努
める。

子育て課

■子育て課内の他制度（児童
扶養手当、ひとり親家庭医療
費助成等）や他課（離婚届を
扱う市民窓口課やひとり親相
談を行うｾｰﾌﾃｨﾈｯﾄｺｰﾙｾﾝﾀｰ
等）との連携を強化し、申請
漏れや支給漏れが起きないよ
うに努める。

■子育て課内の他制度（児童扶養手当、ひとり親家庭
医療費助成等）や他課（離婚届を扱う市民窓口課やひ
とり親相談を行うｾｰﾌﾃｨﾈｯﾄｺｰﾙｾﾝﾀｰや障害福祉課等）
との連携を強化し、申請漏れや支給漏れが起きないよ
うに努めた。
■実績
（育成手当）
・対象児童　2,116人（2,160人）
・手当額　342,860千円（349,974千円）
（障害手当）
・対象児童　117人（116人）
・手当額　21,793千円（21,561千円）
※（　）内は前年度実績

Ａ 

■引き続き。子育て課内の
他制度（児童扶養手当、ひ
とり親家庭医療費助成等）
や他課（離婚届を扱う市民
窓口課やひとり親相談を行
うｾｰﾌﾃｨﾈｯﾄｺｰﾙｾﾝﾀｰや障害
福祉課等）との連携を強化
し、申請漏れが起きないよ
うに努める。
■個人番号制度の「情報連
携」がスムーズに導入でき
るように対応する。

⑦児童
扶養手
当

■ひとり親家庭、それに準ず
る家庭で、18 歳に達する日以
後の最初の年度末までの児童
（一定の障害児は20 歳未満）
を養育している父又は母又は
養育者に児童扶養手当を支
給。
■子ども１人の場合、所得に
応じて全部支給42,330 円、一
部支給42,320 円～9,990 円。
子ども2 人目5,000 円、3 人
目以降１人につき3,000 円の
加算。（手当月額はいずれも
Ｈ28.4.1時点）
■支給時期は12 月、４月、８
月にそれぞれ4 か月分を支
給。

■児童扶養手当法による国の
制度であり、法改正等に伴う
制度改定に速やかに対応す
る。
■困難な状況にある場合が多
いひとり親等への経済的支援
であり、国の動向を注視しつ
つ、法令に則った、より一層
適正な支給に努める。

子育て課

■子育て課内の他制度（育成
手当、ひとり親家庭医療費助
成等）や他課（離婚届を扱う
市民窓口課やひとり親相談を
行うｾｰﾌﾃｨﾈｯﾄｺｰﾙｾﾝﾀｰ等）と
の連携を強化し、申請漏れや
支給漏れが起きないように努
める。
■平成28年8月分より第2子は
月額5,000円から最大で
10,000円に、第3子は月額
3,000から最大で6,000円に増
額されるため、制度改正につ
いては、現況届提出時や広報
等により周知を図る。
■8月の児童扶養手当現況届
の時に、就労や教育等に悩み
がある方をｾｰﾌﾃｨﾈｯﾄｺｰﾙｾﾝﾀ-
に案内する。

■子育て課内の他制度（育成手当、ひとり親家庭医療
費助成等）や他課（離婚届を扱う市民窓口課やひとり
親相談を行うｾｰﾌﾃｨﾈｯﾄｺｰﾙｾﾝﾀｰ等）との連携を強化
し、申請漏れや支給漏れが起きないように努めた。
■平成28年8月分より第2子は月額5,000円から最大で
10,000円に、第3子は月額3,000から最大で6,000円に
増額された。
■8月の児童扶養手当現況届の時に、アンケートを実
施し、相談がある方をｾｰﾌﾃｨﾈｯﾄｺｰﾙｾﾝﾀ-に案内した。
■実績
・受給者数　1,049人（1,065人）
・手当額　478,322千円（476,556千円）
※（　）内は前年度実績

Ａ 

■引き続き、子育て課内の
他制度（育成手当、ひとり
親家庭医療費助成等）や他
課（離婚届を扱う市民窓口
課やひとり親相談を行うｾｰ
ﾌﾃｨﾈｯﾄｺｰﾙｾﾝﾀｰ等）との連
携を強化し、申請漏れがな
いように努める。
■ひとり親家庭で、生活上
の問題、就労の問題、子ど
もの学費など悩みがある場
合は、セーフティネット
コールセンターに案内す
る。
■個人番号制度の「情報連
携」がスムーズに導入でき
るように対応する。

⑧ひと
り親家
庭医療
費助成
制度

■18 歳に達した日の属する年
度の末日（障害のある場合は
20 歳未満）の児童を監護等し
ているひとり親家庭等の母ま
たは父または養育者で、各種
医療保険に加入し所得限度額
の範囲内の者にマル親医療証
を発行し、該当者、該当児童
の受診時に保険診療の一部負
担金（の一部）を助成。

■ひとり親家庭等医療費助成
事業実施要綱等に基づく東京
都の制度であり、市でも条例
等を整え事業遂行している。
■東京都の動向を注視し、条
例等に基づいた、より一層適
正な助成に努め、ひとり親家
庭等の保健・福祉の向上を図
り、その自立を支援する。

子育て課

■子育て課内の他制度（育成
手当、児童扶養手当等）や他
課（離婚届を扱う市民窓口課
やひとり親相談を行うｾｰﾌﾃｨ
ﾈｯﾄｺｰﾙｾﾝﾀｰ等）との連携を強
化し、申請漏れや支給漏れが
起きないように努める。

■子育て課内の他制度（育成手当、児童扶養手当等）
や他課（離婚届を扱う市民窓口課やひとり親相談を行
うｾｰﾌﾃｨﾈｯﾄｺｰﾙｾﾝﾀｰ等）との連携を強化し、申請漏れ
や支給漏れが起きないように努めた。
■実績
・対象世帯数　999世帯（1,018世帯）
・助成額　56,277千円（56,114千円）
※（　）内は前年度実績

Ａ 

■引き続き、子育て課内の
他制度（育成手当、児童扶
養手当等）や他課（離婚届
を扱う市民窓口課やひとり
親相談を行うｾｰﾌﾃｨﾈｯﾄｺｰﾙｾ
ﾝﾀｰ等）との連携を強化
し、申請漏れがないように
努める。
■個人番号制度の「情報連
携」がスムーズに導入でき
るように対応する。
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⑨ひと
り親家
庭ホー
ムヘル
プサー
ビス

■日常生活に著しく支障をき
たしているひとり親家庭に、
申請に基づき原則月12 回以
内、軽微な自己負担でホーム
ヘルパーを派遣する。
■生活、育児等の支援を行う
ことで親の就業機会の保持に
つなげる等、ひとり親家庭の
福祉の向上、生活の安定と自
立を図る。

■東京都ひとり親家庭ホーム
ヘルプサービス事業実施要綱
に基づく制度で補助あり。市
も要綱を制定し事業を実施。
■支援が必要なひとり親世帯
にサービスを提供できるよう
事業内容の周知を図り、ヘル
パーや事業者等人材確保に努
め、支障ない事業遂行に努め
る。
■国、東京都の事業目的や動
向を注視し、事業の適正な運
用を図る。

子育て課

■児童扶養手当現況届時に面
談を行い、支援を必要として
いる家庭であるか否かをしっ
かりと見極め、適正な審査を
行う。

■東京都の補助基準の改正に伴い、通常及び付加時間
の単価を下記のとおり改定した。
・通常時間　1,210円⇒1,530円
・付加時間　300円⇒380円
■児童扶養手当現況届時に面談を行い、支援を必要と
している家庭であるか否か見極め、2月に実施した審
査に反映させた。
■実績
・対象世帯　26世帯（29世帯）
・派遣回数　1,931回（2,476回）
。派遣時間　6,858時間（9,187時間）
※（　）内は前年度実績

Ａ 

■支援を必要としている人
へ確実に支援できるよう
に、関係機関（セーフティ
ネットコールセンター、子
ども家庭支援センター、
ファミリーサポートサン
ター等）と連携を強化す
る。

（４）不登校・ひきこもりの子への支援

事業 内容 方向性
（平成27年4月～平成32年3月）

方向性の変更
（平成29年4月～）

担当課 平成28年度の取り組み 平成28年度実績 評価 課題 平成29年度の取り組み

①不登
校やひ
きこも
りの子
の居場
所づく
り

■不登校やひきこもりの子の
居場所として市内に10 か所の
児童館がある。児童館には、
児童厚生員が配置されてい
て、学校の先生や親など保護
者とは違う立場で子どもと接
し、見守りや相談相手として
の役割を果たしている。

■教育委員会や小中学校と連
携し、また保護者に対して
も、居場所としてのＰＲを図
る。

子育て課

■児童館が持つ機能をより効
果的に発信する方法を検討
し、多方面での理解に努め
る。直接的なアプローチは難
しいことから学校との連携を
さらに図る。

■教育支援課のスクールソーシャルワーカー（ＳＳ
Ｗ）との連携により、児童館を不登校やひきこもりの
子の居場所として活用できた事例があった。（その事
例のうち、学校へ登校ができたケースあり）

Ａ 

■引き続き、児童館が持つ
機能をより効果的に発信す
る方法を検討し、多方面で
の理解に努める。また、平
成28年度の事例を参考に、
他の児童館においても学校
や日野市発達・教育支援セ
ンター「エール」とさらに
連携を図る。

②不登
校の子
どもた
ちの教
室「わ
かば学
級」

■不登校の児童・生徒が通室
している「わかば教室」で
は、学習指導、学校生活、学
校復帰の適応のための指導に
重点を置いている。
■児童・生徒の学校生活にお
ける精神的な悩み、人間関係
での不安、不登校・登校しぶ
りなど環境や学習等の問題に
関しての相談や支援、健全育
成に関する調査並びに資料提
供や助言を行っている。

■不登校の子どもを対象に、
学ぶ意欲と基礎・基本の定着
を図り、学校復帰を目指す。
各関係機関との連携を密に
し、一人ひとりへの対応の体
制を作っていく。

教育
セン
ター

■不登校児童・生徒にわかば
教室（適応指導教室）を学び
の場、居場所として整備して
いく。
■わかば教室の児童・生徒一
人ひとりの学習状況や生活状
況に応じて学校復帰を支援し
ていく。
■日常生活の改善指導、学
習、行事指導を行い、社会へ
の適応性を育む。
■学校と綿密な連携を図って
不登校児童・生徒の支援を
行っていく。

■平成２８年度は、小学生７人中学生３０人合計３７
人が入室した。入室許可者以外に体験通室者が小学校
１３名、中学校１０名、計２３名であった。児童・生
徒一人一人の抱える課題の把握に努め、個別の指導・
支援計画を立て、指導員が共通理解を図りながら指導
した。個々の生活・学習・面接等の記録を取り、教室
の使用法の工夫やグループ編成、時間割等を工夫し一
人一人に応じた指導・援助ができるよう努めてきた。
体験活動を通して人間関係を深め自己肯定感や成就感
を持てるように行事を年齢の枠を超えて協力し、成し
遂げる成就感を体験できるように実施した。

Ｂ 

■家庭環境の
課題や学習の
遅れ、昼夜逆
転など複層化
した課題を持
つ子が多い。
また、個別学
習は一定時間
できるが、季
節の行事やス
ポーツなどの
集団活動に参
加できない人
との関わり合
いの持てない
児童・生徒が
増加してい
る。指導上の
工夫や配慮で
補ってはいる
が、社会的適
応性を育てる
側面で厳しく
なってきてい
る。近年、母
子分離ができ
ていない小学
生が目立って
きている。

■学校を中心に登校支援
コーディネーター、エール
と連携を図り、不登校にな
る前の段階での予防対策を
進めていく。
■学校行事や試験等の様々
な機会を捉えて学校復帰に
向けた段階的な指導や社会
的適応性を育む授業を積極
的に行っていく。
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教育
支援課

■不登校児童・生徒を中心
に、エールにおける相談状況
について、教育センターや子
ども家庭支援センターと定期
的に連携、情報共有を図る。
また、不登校児童・生徒の状
況把握と改善に向けた対応策
の検討を行い、学校と一緒に
支援を実施する。

■不登校児童・生徒を中心に、エールにおける相談状
況について、教育センターや子ども家庭支援センター
と定期的に連携、情報共有を図った。また、不登校児
童・生徒の状況把握と改善に向けた対応策の検討を行
い、学校と一緒に支援を実施した。

Ｂ 

■関係機関と
の連携と情報
共有により、
支援体制は強
化されている
が、年度によ
り不登校児
童・生徒に増
減がある。

■不登校児童・生徒を中心
に、エールにおける相談状
況について、教育センター
や子ども家庭支援センター
と定期的に連携、情報共有
を図る。また、不登校児
童・生徒の状況把握と改善
に向けた対応策の検討を行
い、学校と一緒に支援を実
施する。

教育
セン
ター

■不登校児童・生徒の情報を
集積し、学校が行う適応指導
を支援していく。
■必要に応じてＳＳＷととも
に各小中学校の校内委員会に
出席し、適応指導に向けた助
言や支援を行う。
■わかば教室と連携し、不登
校児童・生徒の学校復帰に向
けた社会への適応性を育むた
めの支援を行う。

■毎月、適応状況調査の集計、検討し、、不登校状況
の変化や対応策について当該校、生活指導主任会議等
に伝え、増加の抑制に努めてきたが、他市同様に増加
傾向は収まっていない。
■不登校の要因としては、集団活動不適応、養育環
境、昼夜逆転、ゲーム依存、生活リズムの乱れ、体調
不良、学力不振、などがあった。
■不登校児童は７５名、生徒は１５０名、合計２２５
名であり、出現率は１．６％になっている。

Ｂ 

■不登校状況
の予防や抑止
に向けた取り
組みを学校を
中心にどのよ
うに進めてい
くかを再度見
直す必要があ
る。加えて、
現状のわかば
教室で引き受
けられる範囲
があり、増加
の抑制・抑止
が急務となっ
ている。

■サンライズプロジェクト
の見直しの必要性について
検討を行うこと
■不登校児童・生徒の状況
を集積し、学校が行う適応
指導を支援していくこと。
■必要に応じてスクール
ソーシャルワーカーと連携
して校内委員会に出席し、
適応指導の助言や支援を行
うこと
■わかば教室と連携し、不
登校児童・生徒の学校復帰
や社会への適応性を育むた
めの支援を行う。

子ども
家庭支

援
セン
ター

■昨年度同様、学校やスクー
ルソーシャルワーカーとの連
携を図り、不登校状態の児童
及びその家庭の支援を図って
いく。

■学校からの連絡により主に家庭環境に問題があり、
結果的に不登校状態が起きているケースなどに関わっ
た。
不登校を主訴とする受理件数：8件

Ａ 

■該当家庭の
課題解決を含
め、教育委員
会、各学校、
エール、健康
福祉部各課等
との連携した
支援体制の強
化

■昨年度同様、学校やス
クールソーシャルワーカー
との連携を図り、不登校状
態の児童及びその家庭の支
援を図っていく。

③学校
登校支
援

■日野サンライズプロジェク
トの趣旨に則り不登校児童・
生徒の学校復帰を目指す支援
を行う。
■各小中学校より教育セン
ターに月毎に報告される「適
応状況調査（児童・生徒の
出・欠席の状況調査）」の集
約・分析を通して対応策を検
討する。
■小・中学校訪問（対応策相
談・助言・ケース会議への参
加。）
■児童・生徒の育成に係る関
係機関との連携を進める。
（日野市適応指導教室「わか
ば教室」、日野市発達・教育
支援センター「エール」、子
ども家庭支援センター等）
■その他、必要に応じて不登
校児童・生徒の支援につなが
ること。

■各小中学校に日野サンライ
ズプロジェクトの周知を図
り、不登校児童・生徒の出現
を未然に防ぐ取組みを行う。
■適応状況調査の分析を深め
対応策の向上を図る。
■不登校児童・生徒の学校復
帰を図るための支援策として
各関係機関との連携を更に進
めていくとともに、各学校に
登校支援のためのケース会議
開催を積極的に進めていく。
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④ス
クール
ソー
シャル
ワー
カー
（ＳＳ
Ｗ）

■東京都のスクールソーシャ
ルワーカー活用事業（補助率
１／２）を活用し、不登校や
いじめ、経済的困窮や養育困
難など健全育成上課題を抱え
る児童生徒及びその家庭に対
し、学校からの依頼に
より、スクールソーシャル
ワーカー（ＳＳＷ）を派遣し
必要な支援を行う。

■ＳＳＷは、社会福祉等の専
門的知識等を有し、関係機関
等と連携して児童･生徒が置
かれた環境へ
の働きかけを行い、児童・生
徒の教育・生活環境の改善を
図るもので、現在社会的ニー
ズが高まっている。
■平成26年度からＳＳＷの配
置を開始したが、学校からの
需要が高い。このため、必要
とするＳＳＷの配置を行い、
適切な支援ができる体制を整
えていく。

教育
支援課

■福祉的な問題を抱え、不登
校等の生活指導上の課題を抱
えている児童・生徒は多く、
スクールソーシャルワーカー
の配置体制の倍増により対応
を図る。
■学校の支援体制の充実のた
め、教育センターや子ども家
庭支援センターなど関係機関
との連携における、スクール
ソーシャルワーカーの効果的
な活用について検討する。

■学校からの依頼に応じて、スクールソーシャルワー
カーの派遣や相談を実施した結果、前年度より対応し
たケースは増加した。
■スクールソーシャルワーカーの介入により、不登校
等の生活指導上の課題や養育環境に改善が見られた。
また、学校の支援体制の充実と教職員の生活指導にお
ける資質向上が図られてきている。

Ａ 

■スクール
ソーシャル
ワーカーの配
置方法も含め
た、今後の効
果的な活用の
在り方につい
て実践研究す
る。

■不登校等の生活指導上の
課題を抱え、養育困難や経
済的困窮により福祉的な問
題を抱えている児童・生徒
は多く、スクールソーシャ
ルワーカーの配置体制を週
４日４名体制に倍増し、支
援体制の強化を図る。
■支援体制の強化に伴い地
区担当制を設け、また関係
機関との連携と情報共有を
コーディネートすること
で、スクールソーシャル
ワーカーを通して、学校の
支援体制の充実を図る。
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Ⅱ　一人ひとりが輝く主体的でたくましいひのっ子育ち

方針１）健やかな成長を支える遊び・学びの場づくり

（１）遊びの場の充実

事業 内容 方向性
（平成27年4月～平成32年3月）

方向性の変更
（平成29年4月～）

担当課 平成28年度の取り組み 平成28年度実績 評価 課題 平成29年度の取り組み

①自然
体験広
場

■仲田の森蚕糸公園内に自然
体験広場を夏休み期間に開設
している。
■自然体験広場は、体験学習
の場として、自然の中での遊
びやデイキャンプなどの野外
活動の機会を提供すること
で、子どもたちの体験活動の
充実・振興を図り、生きる力
を育むことを目的とする。
■ジュニアリーダー講習会、
児童館デイキャンプ、育成
会、子ども会、家族などが利
用している。また、自然体験
広場スタッフにより自主企画
を開催し、子どもたちが夏の
楽しいひと時を過ごしてい
る。
■秋には１日限定の自然体験
広場として「あきなかだ」開
催し、たき火など野外での遊
び場を開設している。

■文部科学省中央教育審議会
は，平成25（2013）年1月に
答申した「今後の青少年の体
験活動の推
進について」の中で、体験活
動の意義・効果として、「社
会を生き抜く力」の養成、規
範意識や道徳心の育成，学力
への好影響などを挙げてい
る。例えば，子どもの頃の体
験が豊富な大人ほど、意欲・
関心や規範意識が高い人が多
い。
■野外活動の体験ができる市
内で貴重な場となっているの
で、継続して開催できるよう
に努める。
■自然体験広場の存在を周知
し、利用者を増やしていく。

子育て課

■利用者に野外活動の幅を広
げてもらうよう、自主企画の
プログラムの充実を行ってい
く。
■利用者増加のため子ども会
やぽけっとなび、HP、地域協
働課主催のアクションプラン
との連携を通して引き続きPR
していく。

■開設期間　7月21日～8月31日
利用実績　延べ28団体　1,263人
（昨年度比　+7団体、+105人）
■野外体験・集団活動の場として、日帰りのキャンプ活動
等ができるよう、炊事場を設置した。
■11月26日（土）　あきなかだ　約1,000人の参加。
■スタッフによるプログラム提供
バウムクーヘン作りや、焼き板等のプログラムを提供した
ところ、多くの利用者がプログラムを利用した。（プログ
ラム利用団体：26団体）
■自然体験広場のＰＲとして、一中アクションプランに
て、自然体験広場スタッフによるプログラムを実施した。
また、子ども会補助金の申請案内にチラシを同封したこと
により、今まで利用実績のない団体、子ども会からの利用
が増えた。

Ａ 

■利用者に野外活動の幅を
広げてもらうよう、自主企
画のプログラムの充実を引
き続き図っていく。
■利用者増加のため子ども
会やぽけっとなび、HPでの
PRを実施。
■自然体験広場スタッフが
提供するプログラムの質向
上のため、研修を実施す
る。

②プ
レー
パーク

■ＮＰＯ法人が仲田の森蚕糸
公園で「なかだの森であそぼ
う」（毎週金曜・第２土曜・
第四水曜）を開催している。
■開催実績（Ｈ25 年度）
開催：60 回
参加人数：6,802 人（延べ）
■幼児とその保護者が自由に
集い、幼児期から自然と触れ
合う体験ができるとともに、
保護者の育児ストレスの解消
等にも資している。
■市は同法人に補助金を交付
し活動を支援している。

■子どもたちが、自然の素材
や道具などを使いながら、子
どもが思いのままに自分たち
で遊びを生み出せる環境は、
子どもの成長にとって重要で
ある。
■子どもが自己責任のもと、
自然の中で思いっきり遊び、
いきいきと“子どもの時間”
を過ごせる場としてのプレー
パークのような環境づくりを
継続して支援していく。

子育て課

■水曜日の開催を中止し、
ニーズの高い第3土曜日へ開
催を変更する。
■H27年度に夏休み期間の開
催を行って好評だったため、
開催日を増加する。
■市は同法人に対して、引き
続き補助金の交付をし、活動
の支援を行っていく。

■NPO法人が仲田の森蚕糸公園で「なかだの森であそ
ぼう」（毎週金曜・第2、第3土曜・夏休み）を開催し
ている。
■開催実績：66回
■参加人数：延べ7,311人
■H28 10月より、月1回金曜日の17時～19時は小学5年
生以上が過ごす時間として開催時間を延長した。それ
により確実に子どもたちの居場所となっている。また
土曜開催も月1回から月2回に増やした。
■市は同法人に補助金を交付し、活動を支援してい
る。

Ａ 

■5月に連続3回、集会室1-
3で「森のふれあいカ
フェ」を実施予定。0歳児
を持つ母親向けにベビー
マッサージとおしゃべり会
を実施する。
■夏休みに3日間連続で外
部のプレーリーダー（中学
生、高校生、大学生）を招
き、遊び場の充実を図る。
■市は同法人に対して、引
き続き補助金の交付を行
い、活動を支援していく。

③地域
の遊び
場（公
園、児
童遊園
など）

■現在、市内各所に都市公
園・緑地が197か所。そのほ
か、地区広場、遊び場、運動
広場などが72 か所。
■子どもが安心して自由に遊
ぶことができるよう地域特性
を生かした公園等の整備を実
施する。

■公園出入口のバリアフリー
化を進めている。
■樹木の剪定・伐採などによ
り死角をできるだけ少なく
し、見通しの良い、安全で安
心して遊べる公園づくりを行
うことにより、親など保護者
が関与しすぎない環境を創造
し、他者との関わり合いやコ
ミュニケーション形成を促し
ていく。
■水路を活用した公園など自
然体験ができる施設整備を行
うことにより、豊かな体験を
生み出す環境作りを行う。

■第二次バリアフ
リー化事業計画の
特定事業4公園の
バリアフリー化

緑と
清流課

■バリアフリー化について
は､引き続き適切な指導を行
う。
■樹木の剪定等は､安全で快
適な環境を維持するため､引
き続き行うとともに、管理の
基準づくりを検討する。
■浅川沿いの石明公園の整備
を行う。

■バリアフリー化については､適切な指導を行った。
■樹木の剪定等は､安全で快適な環境を維持するため
行った。管理の基準づくりは引き続き検討する。
■向島親水路の施設修繕を実施した。
■浅川沿いの石明公園の整備を行った。

Ｂ 

■第二次バリ
アフリー化事
業計画の特定
事業4公園のバ
リアフリー化
の実施

■バリアフリー化について
は､引き続き適切な指導を
行う。
■樹木の剪定等は､安全で
快適な環境を維持するた
め､引き続き行うととも
に、管理の基準づくりを検
討する。
■北川原公園・広場の整備
を行う。
■向島親水路施設修繕を実
施する。
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（２）学びの場の充実

事業 内容 方向性
（平成27年4月～平成32年3月）

方向性の変更
（平成29年4月～）

担当課 平成28年度の取り組み 平成28年度実績 評価 課題 平成29年度の取り組み

①わか
る授
業、魅
力ある
授業の
充実

■第２次日野市学校教育基本
構想に基づき、自ら課題を発
見し、考え、判断し、よりよ
く解決する確かな学力の育成
を図る。
■授業におけるユニバーサル
デザインの視点やＩＣＴを活
用した授業を推進する。
■習熟度別少人数指導や教育
ボランティア等を活用し、個
に応じた指導を充実する。

■「魅力ある授業づくりプロ
ジェクト」と題して、様々な
場面で「感じ、考え、表現す
るひのっ子を育てる授業」を
目指した魅力ある授業づくり
について提案する。
■各種委員会、小教研・中教
研、各校の校内研究とも連携
しながら、ひのっ子の豊かな
学びを創っ
ていく。

学校課

■平成27年度の成果を踏ま
え、学ぶ力向上推進委員会を
年間講師による指導の基、年
１０回開催し、各学校での授
業創造と学ぶ力向上推進委員
会における「日野の目指す授
業像」を平成２８年度の協議
を通して発信していく。
■平成２７年度に策定した
「目指す児童・生徒像」を基
に、９年間の連続性・系統性
を踏まえた生活科・総合的な
学習の時間の授業実践を行
い、事例をまとめるととも
に、市内全校に発信してい
く。

■中田正弘帝京大学大学院教授を年間講師とし委員会
を１０回開催し３月に報告会を開催した。
全小・中学校２５校の代表者と専門家が集まり熟議を
行い、①これから日野市で目指す授業を『児童・生徒
が学習対象と出合い、疑問や驚きから発見した追究す
べき「問い」を出発点に仲間とともに事実を追究する
中で、問いに関する事実やそれらの意味・価値を獲得
し、社会への参画へとつなげていく「学びの循環」』
と定義した。②ワークショップを通して、学ぶ力向上
推進委員が様々な指導法を学び、その手法を各学校で
共有した。③中学校区を核とした研究コアについて協
議し、中学校区各校の校内研究やカリキュラム作成の
一助とした。

Ａ 

【学ぶ力向上推進委員会】
■学ぶ力向上推進委員会で
定義した「目指す授業像」
を各学校で実践していくこ
と。
■中学校区を核とした研究
を進め、推進委員会から発
信し、各校の校内研究の改
善、地域と共につくる教育
課程につなげていく。
■これからの授業創造を構
造化し、リーフレットにま
とめ、全教員に配布する。
【3校連携プロジェクト】
■平成２７年度に策定した
「目指す児童・生徒像」を
基に、９年間の連続性・系
統性を踏まえた生活科・総
合的な学習の時間の授業実
践を行い、平成２９年度に
中間発表を行う。

②人と
かかわ
る力の
育成

■他者への思いやりや社会性
を育てるために、グループや
班活動の工夫、異年齢交流や
職場体験、部活動や学校行事
などの充実を図る。
■多様な体験や学習を通し
て、人を思いやり自分を大切
にする心、感動する心や努力
する心を育む。

■小学校では縦割り班活動、
中学校では、部活動、学校行
事等において異年齢とかかわ
る機会を意図的に設けたり、
職場体験等において他者とか
かわる教育活動を進めたりし
て、豊かな心の育成を図り、
人とかかわる学習活動を今後
も意図的に取り入れ充実を図
る。

学校課

■小学校縦割り班活動の継続
■農業体験、工場見学等を全
１７校で実施。
■中学校における部活動、学
校行事等で異年齢とのかかわ
る機会、職場体験の継続

■小学校では縦割り班活動、中学校では、部活動、学
校行事等において異年齢とかかわる機会を意図的に設
けたり、職場体験等において他者とかかわる教育活動
を進めたりして、豊かな心の育成を図っている。

Ａ 

■小学校縦割り班活動の継
続
■農業体験、工場見学等を
全１７校で実施。
■中学校における部活動、
学校行事等で異年齢とのか
かわる機会、職場体験の継
続

③特色
ある学
校づく
り

■優れた教育力により、子ど
もたちが楽しく誇りに思える
学校を地域とともに築く。
■選べる学校制度のもと、開
かれた学校、見える学校づく
りを進め、地域の人材、自
然、文化、歴史、産業等を幅
広く活用するなど地域の実態
や特色を踏まえながら、一人
ひとりの個性を発見し、個性
を伸ばしていけるような特色
ある学校づくりを推進する。

■学校が抱えている課題や教
育内容、指導方法の改善等に
ついて積極的に研究調査する
等、各学校からの独自の提案
内容に応じた校内研究を実施
する。

学校課

■市の研究奨励補助金を継続
するとともに、国・東京都等
の指定校への申請を積極的に
行い、財源を確保するととも
に、校内研究を充実する
■研究指定学校の成果内容を
他校へ普及するための工夫

■第２次日野市学校教育基本構想を踏まえ、各校が特
色ある教育活動を展開している。
■各学校が特色ある学校経営重点計画をホームページ
上に公開し、保護者・地域社会に学校の取組を発信し
た。
■学力向上支援者、社会人支援者、サポート教員及び
英語指導補助員について、各校が児童・生徒の実態や
地域の特色を生かした人的配置を校長裁量で行うこと
ができた。
■日野市教育委員会のオリンピック・パラリンピック
教育の重点を踏まえ、各校で特色あるオリンピック・
パラリンピック教育を推進した。各学校のオリンピッ
ク・パラリンピック教育の見える化の準備を進めた。
■地域にある大学・企業と連携した教育実践が行われ
た。

Ａ 

■校長裁量予算を学校・地
域の実態に応じて、効果的
かつ重点的に配分し、各学
校の特色ある学校づくりを
さらに推進する。
■各学校の特色あるオリン
ピック・パラリンピック教
育についてまとめ、ホーム
ページに公開し、地域・保
護者と連携した教育活動を
推進する。
■地域を核とした９年間の
学びの連続性・系統性につ
いて、学ぶ力向上推進委員
会等で小・小連携、小・中
連携の視点を基に研究を進
める。
■地域・保護者と共につく
る地域に開かれたカリキュ
ラムの作成に向けて準備を
進める。
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④保護
者・地
域・関
係機関
などと
の連携

■学びの基盤となる、自分は
できるという自尊感情、自分
のよさを確認する自己肯定
感、コツコツと努力を続ける
意欲や学習習慣などを保護者
や地域と連携して育む。
■地域や関係機関などの協力
を得て、自然体験、職場体
験、社会体験などの機会を充
実する。

■小学校における農業体験、
地域の方を招いた学習、中学
校における職場体験の受け入
れ先など、地域･関係機関と
の連携による体験学習の充実
を図る。

学校課
■小学校での農業体験、工場
見学等を全17校で実施。
■中学生職場体験の継続実施

■走り方教室等、アスリートから直接指導を受けられ
たことで、専門性の高い内容が指導され、児童・生徒
の意欲の向上や、技能の習熟につながった。
■市内の学術機関・企業の協力を得て、専門性の高い
出前授業や研修を実施したことにより、科学技術への
興味・関心が高まるとともに、地元企業に対する関心
も高まった。
■各小学校の生活科の授業では、地域の方を招いて、
昔遊び体験等を実施している。各小・中学校の総合的
な学習の時間では、地域の方へのインタビュー活動や
農作業の体験活動、フィールドワーク等を通して、地
域のよさや文化、自然の豊かさを感じる学習を行って
いる。
■地域の高齢者福祉施設を訪問して、学習したことを
発表したり、一緒に体験したりする活動を実施してい
る学校もあり、体験活動による地域の人々との関わり
を通して、地域に愛着をもつようになっている。

Ａ 

■今後も体験活動を生活科
や総合的な学習の時間の年
間指導計画に位置付け、つ
ながりによる教育を推進す
るとともに、豊かな心の育
成を図っていく。

⑤がん
教育

■児童・生徒に対し、がんに
ついての理解及びがん（生活
習慣病）予防のための教育を
推進する。

■日野市がん対策推進基本条
例に基づき、市立病院医師の
出前授業などを継続して推進
し、併せて、教職員のがん教
育に対する意識の啓発を行
い、がんに関する教育の一層
の充実を図る。

学校課

■昨年に引き続き「がん教育
教材作成委員会」において、
中学校版教材の作成を進め
る。
■市立病院医師による出前授
業の継続的な実施のための調
整等の工夫が必要である。ま
た、出前授業の際に保護者・
地域の方が参加できるよう工
夫し、保護者・地域への啓発
も図る。

■市立病院医師並びに中学校代表教員による「がん教
育教材作成委員会」を立ち上げ、市立病院医師作成の
教材と学校の教員が実際に活用している教材を基に、
全ての教員が活用できる教材の開発を進め、9月には
実際に授業を行い、内容について協議し、改善を行っ
た。
■市内小・中学校において、市立病院医師による児
童・生徒向けの出前授業を実施した。

Ａ 

■平成28年度に引き続き
「がん教育教材作成委員会
において、中学校版教材の
作成を進める。さらに、小
学生対象の教材の開発も進
める。
■市立病院医師による出前
授業の継続的な実施のため
の調整等の工夫が必要であ
る。また、出前授業の際に
保護者・地域の方が参加で
きるよう工夫し、保護者・
地域への啓発も図る。

⑥ＩＣ
Ｔ活用
教育の
推進

■ＩＣＴ活用教育を組織的に
推進する。
■ＩＣＴを活用して、わかり
やすく魅力ある授業を創造
し、学力の向上を図る。
■児童・生徒の情報活用能力
の向上を図る。
■ＩＣＴを活用して、校務の
情報化、効率化を徹底する。
■ＩＣＴを活用して、見える
学校づくりを進め、学校の信
頼を高める。
■ＩＣＴを安全に活用するた
めに、情報セキュリティを確
立する。
■情報安全教育を推進する。
■先生方のＩＣＴ活用指導力
の向上を目指す。

■ＩＣＴ活用などにより、自
ら課題を発見し、協働しなが
ら主体的な課題解決に取り組
み、新たなアイディアを生み
出す力を育てる。

ICT
活用教
育推進

室

■児童･生徒用校内無線LANを
小学校5校、中学校4校整備す
る。
■メデイアコーディネーター
による支援、ICT活用推進委
員会の開催、夏季ICT研修、
ICT活用事例の発信も引き続
き行っていく。

■児童生徒用校内無線LANを小学校5校、中学校4校に
整備した。
■メデイアコーディネーターによる支援、ICT活用推
進委員会の開催、夏季ICT研修、ICT活用事例の発信も
引き続き行った。

Ａ 

■児童生徒用校内無銭LAN
を小学校11校、中学校3校
に整備する。
■メデイアコーディネー
ターによる支援、ICT活用
推進委員会の開催、夏季
ICT研修、ICT活用事例の発
信も引き続き行っていく。
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⑦情報
モラル
教育

■セーフティ教室や道徳の時
間を活用して進めている。今
後も情報安全教育研修会など
を充実させ、情報モラル向上
に向けた意識啓発に取り組
む。

■各学年段階において期待さ
れる情報活用能力を育てるた
めに、指導事例等の提供や情
報モラル教育の充実を図る。

学校課

■子供たち自ら課題を解決し
ていくための具体策の策定を
支援していく。
■生活指導主任研修会での情
報共有、研修をはじめとし
た、教員研修の充実、校内研
修の充実を図ることを通し
て、児童・生徒が自ら考え、
正しい対処法を身に付けるこ
とにつなげる。
■保護者・地域社会への啓
発、連携による対応の充実を
図る。

■各学校において、小学校から児童・生徒の発達段階
に応じた情報モラル教育を推進している。
■ＳＮＳ東京ルール、ＳＮＳ学校ルールを基に、情報
モラル教育の充実を図っている。
・平成27年度の生徒会サミット宣言を基に、生徒たち
が携帯電話の使用方法を考え、家庭ルール作成に向け
た取組を開始するなど、生徒が主体的にトラブルを防
ぐための取組を進めた。平成２８年度は、生徒発の保
護者向けアンケートを取り、家庭でのルール作りを
行った。

Ａ 

■児童・生徒が携帯電話の
使用、ＳＮＳの利用に起因
する問題について、自ら課
題を解決していくための具
体策の策定を支援してい
く。
■生活指導主任研修会での
情報共有、研修をはじめと
した、教員研修の充実、校
内研修の充実を図ることを
通して、児童・生徒が自ら
考え、正しい対処法を身に
付けることにつなげる。
■セーフティ教室等の機会
を活用し、保護者・地域社
会への啓発、連携による対
応の充実を図る。

⑧図書
館にお
ける子
どもの
本への
関心、
興味を
促す取
り組み

■図書館においては、図書館内で
乳幼児とその保護者が本を手に
取ったり、読んだりしやすいよう
工夫するほか、児童の調べものに
必要な資料の充実、学校への貸
出、児童向けの図書館ホームペー
ジ開設、「絵本のリスト」作成
や、保護者向け「絵本の読み聞か
せ講座」を開催する。
また、青少年を対象としたコー
ナーを設け、この年代が関心を持
ち、必要とする資料を充実させ
る。
■図書館の職員が学童クラブや児
童館、子育て関連部署へ出向い
て、乳幼児へのおはなし会の開
催、児童向けの絵本読み聞かせや
本の紹介をしたり、小学校３年生
を対象とした図書館の利用案内
等、図書館外においても年齢に応
じた本への関心と興味を促す取り
組みを実施する。
■青少年の参加による読書活動の
推進に努め、中学生向け仕事体験
事業の実施、職場体験の受け入れ
などを行い、読書離れが進むとさ
れる青少年にもＰＲする。

■「日野市子ども読書活動推
進計画」により、読書活動の
推進に努める。未来を担う子
どもたちにとって、図書館が
身近な場所であり、心豊かで
たくましく、社会を生き抜い
ていくための読書と情報をう
まく得られるようになる手助
けをする。
■そのために、図書館だけで
なく、学校や子ども関連部署
と連携して、様々な事業を
行っていく。
■図書館は、第2 次日野市立
図書館基本計画に基づき、
「くらしの中に図書館を」を
基本理念に、運営を進めてい
る。全ての市民にサービスを
提供することを方針に、特別
な支援を必要とする子どもた
ちに対しても各部署と連携を
とりながら事業を進めてい
く。
■乳幼児から青少年まで、ま
た、子供を持つ保護者に対し
ても働きかけ、図書館が開か
れた来やすい場所となるよう
な環境を整えていく。

図書館

■第３次日野市子ども読書活
動推進計画に基づき以下の事
業を進める。
①健康課主催「ママパパクラ
ス」において、これから親に
なる方へ向けての図書館利用
やおはなし会・読み聞かせに
ついてPRする。
②子ども関連部署と連携した
協働リスト作りを目指し、情
報交換を行う。
③小学校への「本の森」学級
文庫セットを拡充する。ま
た、小中学校へ調べ学習対応
資料の貸出と搬送を継続実施
する。
④中学生が本に親しみ、本の
楽しさを自ら発信できるよう
な取組として、作家との交流
事業を実施する。
⑤小中学校への読書調査を実
施する。
⑥高校生・大学生による「日
野ヤングスタッフ」の活動を
支援する。
⑦「子ども読書の日」関連イ
ベント「おはなしピクニック
2016」を開催する。

①「ママパパクラス」にて図書館をＰＲした。アン
ケート結果はおおむね好評。職員間の情報共有ができ
た。
②公立幼稚園5園の教諭と園児の日常・本の関わりに
ついて情報交換し、リスト作りの準備を始めた。
③小学校への「本の森」学級文庫セットは、3～6年生
までは学年2箱ずつに拡充。のべ51回、12,042冊貸
出。小・中学校への調べ学習用資料は、のべ114回、
4,768冊貸出。
④中学生と作家の交流事業として、11/5（土）七生公
会堂にて中学生代表生徒23名の企画運営による初野晴
さん講演会を開催。
⑤6月に市内小学校4～6年生、中学校1～3年生に向
け、読書調査を実施。結果を学校へフィードバック。
不読率の把握などに努めた。
⑥「日野ヤングスタッフ」の活動を支援し、明星大
学・実践女子大学との連携行事や、中学校へ出張し、
1年生５クラスへ、本の紹介を実施。
⑦4/24（日）イオンモール多摩平の森において「と
しょかんおはなしピクニック2016」を開催、市内在住
作家おおぎやなぎちかさんの講演会等を実施。

Ａ 

①乳幼児とそ
の保護者が図
書館を身近に
感じ、利用で
きるような取
り組みを実施
する。
②学校との情
報共有に努
め、より効果
的な取り組み
を行う。
③中学生の読
書活動や発信
を促す。

■第３次日野市子ども読書活
動推進計画に基づき以下の取
り組みを進める。
①年齢やテーマに応じて絵本
をセットにして貸出す「絵本
パック（仮）」事業を開始す
る。
②夏休み学童クラブへ、出張
おはなし会を実施する。
③小中学校へ読書調査を継続
実施する。
④小学校３年生への図書館利
用ガイダンスを継続実施し、
その際配布するリストを新た
に作成する。
⑤小学校への「本の森」学級
文庫セットを拡充する。ま
た、小中学校へ調べ学習対応
資料の貸出と搬送を継続実施
する。
⑥中学生が本に親しみ、本の
楽しさを自ら発信できるよう
な取り組みとして、作家との
交流事業を実施する。
⑦高校生・大学生による「日
野ヤングスタッフ」の活動を
支援する。
⑧「子ども読書の日」関連イ
ベント「おはなしピクニック
2017」を開催する。
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⑨郷土
資料館

■歴史・民俗・自然など様々
な分野での日野に関する資料
の収集・調査研究・展示・講
座・体験学習会を行う。
■学校教育と連携して、見
る・聞く・触る・使ってみる
など郷土資料館の強みである
実物資料を中心とした学びの
場を提供する。
■課題学習への対応や資料・
パネルなどの貸出し、職場体
験の受け入れを行う。

■日野に関する歴史・民俗・
自然など様々な分野について
学習したい人への支援を行い
生涯学習活動を推進する。
■学校教育と連携した事業を
充実させていく。

■収集した資料の
選別及び整理保管
の効率的な収蔵を
図る。
■日野に関する歴
史・民俗・自然な
ど様々な分野につ
いて、自ら学ぼう
とする人及び団体
への支援を行い生
涯学習活動を推進
する。
■学校教育と連携
した事業を充実さ
せていく。

郷土
資料館

■小中学校による展示室の見
学及び体験学習の拠点として
学校と連携を深め、各学校へ
の出前授業の充実を図る。
■中学校の職場体験の受け入
れを行ない、「勝五郎生まれ
変わり物語」の子ども講座や
自然分野の「化石採集」を催
していく。

■〔学校関係〕学校による施設見学・体験学習は、20
件；1,235人、学校への出張事業は、25件；2,490人を
数える。各学校への周知及び学校の利用は定着してい
る。
■「勝五郎の生まれ変わり物語」関係の事業は、総参
加者数が1,318人を数え、物語り自体の周知が進んで
いる。
■自然に触れる体験学習としての「化石でたどる大昔
の日野」は、遠方からの参加者もいて、１回から２回
開催を考えなければならない。

Ａ 

■農具・民具
等の収集にお
いて、資料の
増大から保管
場所の確保が
急務であり、
至急場所の確
保をしなけれ
ばならない。

■小中学校による展示室の
見学及び体験学習の拠点と
して学校と連携を深め、各
学校への出前授業の充実を
図る。
■資料収集の増大に伴う、
保管施設の確保を具体的な
施設をあげ対応していく。
■七生地区の郷土史を物語
り、学校で利用できるよう
なブックレット（副読本）
の原稿完成を目指す（H30
年度刊行予定）。

⑩公民
館事業

■青少年事業として子どもた
ちの興味・関心につながる体
験学習の機会や遊びを通じた
異学年の交流の場を提供す
る。また、イベント等の実施
の際にも手づくり体験や遊び
等の機会を提供する。

■公民館の主催する事業で食
育、造形、異世代交流、農業
体験、生物の多様性学習等、
子どもたちが様々な体験、経
験、学習できる場を提供し、
また保護者に子どもたちと共
に学ぶ経験や必要な知識等を
伝え、健全な子どもの育成と
地域力の向上を図る。

中央
公民館

■ひのっ子シェフコンテスト
（食育）
■カーデザイン教室など（工
作・造形）
■田んぼの学校、親子でスイ
カ、まくわ瓜を作ろう（農業
体験）
■わくわく学習術（さまざま
な体験）
■みんなでアスリートをめざ
そう（走る楽しさ学ぶ）
などを様々なテーマに沿った
講座の実施。

■ひのっ子シェフコンテスト
小４～小６対象に地場産野菜を使った給食メニューを
考えてもらう。応募者94名、出場者11名
■カーデザイン教室　28年度は「今年は親子で夢の車
をつくろう」として、小4～中学生と保護者を対象に
した。夢の車のクレイモデルをつくる。11名が参加
■田んぼの学校　親子での参加も多くある。市内2か
所の田んぼで田植えから稲刈りまでを体験。延べ621
名が参加し、うち子どもは延べ約256名
■親子で大豆を育てて豆腐をつくろう　　親子10組。
うち子どもは延べ44名が参加
■夏休み！公民館で新聞づくり体験　「子ども公民館
だより記者」を育てるための講座。小5～中3対象。延
べ25名が参加
■夏休み小学生集まれ！わくわく学習術　小4～小6対
象。学校の授業と異なる内容を学ぶ場。延べ19名が参
加
■春休み小学生集まれ！わくわく学習術　小4～小6対
象。学校の授業と異なる内容を学ぶ場。延べ42名が参
加

Ａ 

■塾や習い
事、クラブ活
動など、小中
学生も忙しい
毎日を過ごし
ているものと
思われる。そ
うした中、公
民館事業に多
くの方に参加
してもらえる
よう、魅力あ
る内容とする
ことが重要。
また、学校行
事の日程を確
認のうえ、事
業スケジュー
ルをつくって
いくことも大
切。

■ひのっ子シェフコンテス
ト（食育）
■カーデザイン教室など
（工作・造形）
■田んぼの学校、親子で農
業体験
■わくわく学習術（さまざ
まな体験）など様々なテー
マに沿った講座の実施。

⑪「土
曜のひ
ろば」
遊学講
座

■地域住民の手により子ども
たちに学びの場を提供する、
なお「土曜のひろば」遊学会
が主催する講座。
■小学校３年生から中学３年
生までの男女が参加し、異年
齢、異なる学校の子どもたち
が興味のあるものに対して一
緒に学習し合い交流ができ
る。

■地域の教育力の育成を図っ
ていく。
■市民が主催する講座とし
て、支援を継続していく。

生涯
学習課

■地域の教育も重要な資源と
して今後も引きつづき進めて
子どもたちに学びの場を提供
する。

■自然観察、初歩の電子工作、木工工作、ふるさと探
検の４講座が開催された。（講座開催回数22回、延べ
参加人数488人）

Ａ 

■会場の確保
（土曜日にも
学校公開があ
るなど学校行
事が増えた）
やスタッフの
確保に課題あ
り

■地域の力による土曜日の
教育支援を今後も引きつづ
き進めて子どもたちに豊か
な学びの場を提供する。

⑫学習
支援

■貧困の連鎖を断ち切るた
め、低所得世帯や生活保護世
帯の子どもを対象に、居場所
をつくり社会生活の訓練や学
習支援等を実施。

■平成27年度から市内１か所
で事業実施し、平成28年度以
降については、27年度の事業
結果を勘案し、事業内容や実
施場所等を改善する。

セーフ
ティ
ネット
コー
ルセン
ター

■28年度内に新たに二か所開
設し、市内三か所で実施の予
定。

■28年度11月に1カ所、1月に1カ所開設し、計3か所と
なった。
・利用者数（平成28年度末現在）
　①19名②9名③2名

Ｂ 

■事業の実施
に適した場所
が少ない
■当該事業の
公募に申し込
む事業者がな
い

■４カ所目を７月に開設。
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（３）農や自然を大切にする体験活動の充実

事業 内容 方向性
（平成27年4月～平成32年3月）

方向性の変更
（平成29年4月～）

担当課 平成28年度の取り組み 平成28年度実績 評価 課題 平成29年度の取り組み

①保育
園にお
ける農
業体験

■「保育園食育年間計画表」
に基づき、農作物を育てる体
験をし「食を営む力」の育成
と、自然の恵みへの感謝の心
を育てる活動を行う。

■自ら育てた農作物を使って
調理活動を行い、生活と遊び
を通じて食への関心と大切さ
を知る活動を今後も実施して
いく。
■給食で日野産農作物を使用
したり地元での収穫体験、地
元農家から話を聞く取り組み
などを継続
し、充実させる。

保育課

■｢食育年間計画表｣に基づき
作物を育て感謝し調理し友達
と一緒に食べる楽しさを共有
する。
①年２回の調理保育を実施す
る。
②収穫体験をする。
③散歩時農作物の見学をす
る。
④給食での日野産農作物の利
用を継続する。

■公立全園で年２回調理保育を実施。
■園ごとに、ブルーベリー、りんご等の収穫体験を実
施。
■散歩中に畑の作物の様子を写生。
■日野産農産物を給食で使用。

Ａ 

■｢食育年間計画表｣に基づ
き作物を育て感謝し調理し
友達と一緒に食べる楽しさ
を共有する。
①年２回の調理保育を実施
する。
②収穫体験をする。
③散歩時農作物の見学をす
る。
④給食での日野産農作物の
利用を継続する。

②自然
環境を
活かし
た体験
学習

■学校ビオトープについて、
１校１か所の設置を目標と
し、整備を行う。11 か所設置
（H26 年度）
■毎月１回、市内各所で市民
等を対象に自然観察会を実施
しており、その中で子ども向
けの観察会として、春にカブ
トムシの幼虫配布、夏休みに
は親子での観察会を行う。

■ビオトープの整備は、１校
１か所の設置を目標とし、教
育委員会と連携のうえ推進す
る。
■観察会については、引き続
き子ども向け事業の充実を
図っていく。

緑と
清流課

■ビオトープについては､必
要に応じて軽微な補修を行
う。
■自然観察会は年11回実施予
定。昨年と同様に子ども向け
観察会として、7月の昆虫観
察会を実施予定。

■小学校1校のビオトープ補修を実施した。
■自然観察会は年11回実施。
子ども向け観察会として、7月の昆虫観察会を実施し
た。

Ｂ 
■必要に応じ
た補修の実施

■ビオトープについては､
必要に応じて軽微な補修を
行う。
■自然観察会は年11回実施
予定。昨年と同様に子ども
向け観察会として、7月の
昆虫観察会を実施予定。

③幼稚
園・小
中学校
での農
業体験

■全ての小学校及び半数以上
の中学校で学童農園の取り組
みがある。

■地域とのつながりを大切に
し、地域の協力を得ながら、
今後も充実を図っていく。

学校課

■学童農園や地域農家の協力
による体験農園を通して、児
童・生徒による農業体験を実
施

■学童農園や地域農家の協力による体験農園を通し
て、児童・生徒による農業体験を実施した。 Ａ 

■学童農園や地域農家の協
力による体験農園を通し
て、児童・生徒による農業
体験を実施する。

④食農
教育事
業

■農産物の収穫期である毎年
11月を目途に子ども記者が編
集する「こども農業新聞」を
市内小学校へ配布し、ホーム
ページへも掲載している。
■七ツ塚ファーマーズセン
ターで、親子による食農体験
を行うことで、食や農への関
心を高める。

■引き続き七ツ塚ファーマー
ズセンターで食農体験事業を
行い、食や農への関心を高め
ていく。

都市農
業振興

課

■七ツ塚ファーマーズセン
ターで食農体験事業を行い、
食や農への関心を高めてい
く。
■七ツ塚ファーマーズセン
ターを利用した農業イベント
を企画し、食や農への関心を
高める

■公募による小学生8人に２日間農業の実習と講座を
開催し、こども農業新聞を発行した。
■小学生の農業体験を７回実施し延べ人数72人が参加
した。

Ａ 
■高齢化に伴
う協力農家の
減少

■七ツ塚ファーマーズセン
ターで食農体験事業を行
い、食や農への関心を高め
ていく。
■七ツ塚ファーマーズセン
ターを利用した農業イベン
トを企画し、食や農への関
心を高める
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⑤ひ
のっ子
エコア
クショ
ン

■ひのっ子エコアクション
は、環境にやさしい学校づく
りを行うため、Ｐ（Ｐｌａｎ
＝計画）、Ｄ（Ｄｏ＝実
行）、Ｃ（Ｃｈｅｃｋ＝点
検）、Ａ（Ａｃｔｉｏｎ＝見
直し）のエコマネジメントサ
イクルを取り入れた、日野市
独自の環境保全・改善に関す
る取り組み。

■児童生徒及び教職員等が学
校生活（教育活動及び職務遂
行）において、環境負荷・環
境問題に触れ、考え、実践す
ることにより、環境意識を高
め、環境にやさしい学校づく
りを行うような取り組みにし
ていく。

庶務課

■環境に関する意識は子ども
たちを中心に、日常的なもの
として定着してきている。そ
こから一歩踏み出すために、
学校全体としてより興味のあ
るテーマについて、取組める
こと、取組むべきことを検討
し、継続的に実践していく。

■取組みを推進するため、担当者連絡会を開催し、情
報交換、情報共有を図るとともに、環境研修では日常
生活で身近にできる省エネ方法について講義をしてい
ただき、環境への理解を深めた。。
■各校でそれぞれテーマを決め、独自色のあるある取
り組みを行った。
■学校での取り組みがスムーズにいくような報告様式
を変更した。

Ｂ 

■継続するこ
との大切さを
定着させる方
策
■授業への活
用

■授業へ活用できるような
取り組みを教師に紹介し活
用してもらうための研修を
増やしていく。
■環境教育は継続性が必要
であるため、各学校で行っ
ている取組は、継続して
行っていく。
■子供に「気付かせる」取
り組みを探る。
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Ⅱ　一人ひとりが輝く主体的でたくましいひのっ子育ち

方針２）心と体の健やかな成長を支える

（１）心の健康を守る支援の充実

事業 内容 方向性
（平成27年4月～平成32年3月）

方向性の変更
（平成29年4月～）

担当課 平成28年度の取り組み 平成28年度実績 評価 課題 平成29年度の取り組み

①保育
園巡回
相談

■臨床心理士、言語聴覚士等
による定期的な巡回により発
達に関する相談を保育者に対
し行う。
■発達に心配のある保護者へ
の個別相談も実施。
■各保育園の巡回回数：年３
回。

■エール（日野市発達・教育
支援センター）の巡回相談と
して、保育園、幼稚園、学童
クラブ、小中学校としての一
貫した体制を構築していく。

発達
支援課

■市立保育園11園、民間保育
園24園、認証保育所9か所を
対象に年3回巡回し、発達に
ついて保育者へのアドバイス
を実施。

■市立保育園11園、民間保育園24園、認証保育所9か
所を対象に年3回巡回し、発達について保育者へのア
ドバイスを実施。
保育園巡回相談378人

Ａ 

■市立保育園11園、民間保
育園25園、認証保育所9か
所を対象に年3回巡回し、
発達について保育者へのア
ドバイスを実施。

②幼稚
園巡回
相談

■臨床心理士等による定期的
な巡回により発達に関する相
談を教諭に対し行う。
■各幼稚園の巡回回数：年３
回。

■エール（日野市発達・教育
支援センター）の巡回相談と
して、保育園、幼稚園、学童
クラブ、小中学校としての一
貫した体制を構築していく。

発達
支援課

■市立幼稚園5園、民間幼稚
園10園を対象に年3回巡回
し、発達について教諭へのア
ドバイスを実施。

■市立幼稚園5園、民間幼稚園10園を対象に年3回巡回
し、発達について教諭へのアドバイスを実施。
幼稚園巡回相談234人

Ａ 

■市立幼稚園4園、民間幼
稚園10園を対象に年3回巡
回し、発達について教諭へ
のアドバイスを実施。

③学童
クラブ
巡回相
談

■臨床心理士等による定期的
な巡回により発達に関する相
談を指導員に対し行う。
■各学童クラブの巡回回数：
年２回。

■エール（日野市発達・教育
支援センター）の巡回相談と
して、保育園、幼稚園、学童
クラブ、小中学校としての一
貫した体制を構築していく。

発達
支援課

■市内学童保育所28か所を対
象に年2回巡回し、発達につ
いて指導員へのアドバイスを
実施。

■市内学童保育所28か所を対象に年2回巡回し、発達
について指導員へのアドバイスを実施。
学童巡回相談個別相談者数44人

Ａ 

■市内学童保育所28か所を
対象に年2回巡回し、発達
について指導員へのアドバ
イスを実施。

④ス
クール
カウン
セラー

■親・児童・生徒・職員と地
域を対象に、各小・中学校に
１名ずつスクールカウンセ
ラーを配置して相談に応じて
いる。

■年35日（週１回）の東京都
配置によるスクールカウンセ
ラーと連携を図り連絡会を年
３回実施している。大学と連
携しインターンも活用し多様
な相談内容に対応できるより
よい相談体制を目指す。

学校課

■都SCは年38日配置となり、
週１日＋αとなるため、相談
体制の充実を図る。
■市SC・都SCの連携、エール
との連携を充実させる。

■都SCを全小中学校に週１で配置した。
■市SCを希望する小学校に週１（4時間）で配置し
た。
■SC連絡会を学期に１回開催した。
■SCインターンを各中学校に派遣（1～3名）した。

Ａ 

■全校小中学校への配置を
継続する。
■市ＳＣ、都ＳＣおよび関
連する相談機関との連携を
充実させる。

⑤保育
カウン
セラー

■保育カウンセラーを市立幼
稚園及び私立幼稚園の一部に
派遣し、保育者・保護者に支
援を必要とする幼児に関する
アドバイスをするとともに子
育てに不安を抱える保護者へ
のカウンセリングを行ってい
る。

■地域の保護者への子育て支
援と同時に、保育者の研修に
もなり、専門的な視点からの
アドバイス
が、子どもの良き成長へとつ
ながっている。継続して保育
カウンセラー事業に取り組ん
でいく。

学校課

■市立幼稚園及び私立幼稚園
の一部に保育カウンセラーを
配置し、保護者への子育て支
援や保育者へのアドバイスを
行っていく

■園の状況に応じて概ね年8回以上の配置を行った。
園児の健やかな成長、保護者の不安の軽減、幼稚園で
の指導者の育成ができ、保護者や幼稚園からも好評を
得た。

Ａ 

■市立幼稚園及び私立幼稚
園の一部に保育カウンセ
ラーを配置し、保護者への
子育て支援や保育者へのア
ドバイスを行っていく
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（２）障害のある子どもとない子どもが共に育つ環境づくり

事業 内容 方向性
（平成27年4月～平成32年3月）

方向性の変更
（平成29年4月～）

担当課 平成28年度の取り組み 平成28年度実績 評価 課題 平成29年度の取り組み

①専門
指導事
業

■言語聴覚士、作業療法士等
による個別指導、心理士等に
よる社会性を身につけるため
のグループトレーニングを実
施。

■個別指導、グループ指導と
もに質の統一、向上化を図
る。
■指導卒業後の保育園、幼稚
園、教育機関との連携を図っ
ていく。

発達
支援課

■対象年齢・内容により月1
～2回の指導を実施。指導内
容により保育園幼稚園等所属
機関との連携も図っていくた
めの仕組みをつくる。

■対象年齢・内容により月1～2回の指導を実施。指導
内容により保育園幼稚園等所属機関との連携を図っ
た。
言語指導（延1136人）
身体・活動指導（延1216人）
幼児スキルトレーニング（延301人）
中学生スキルトレーニング（延118人）
高校生スキルトレーニング（延114人）
ペアレントトレーニング　（延60人）

Ａ 

■対象年齢・内容により月
1～2回の指導を実施。指導
内容により保育園幼稚園等
所属機関との連携も図って
いくための仕組みをつく
る。
■専門指導への理解を深
め、家庭での子の関わりを
よりよいものにするため、
保護者向けの説明会等を実
施。

②幼児
グルー
プ事業

■お子さんの発達の経過を確
認する親子の遊びのグルー
プ。
■年齢別に２グループ実施。
（１歳６か月以降のグルー
プ・２歳以降のグループ）

■親子の遊びグループ（３歳
児程度の対象）をもう一つ増
設し、対象年齢に合わせた経
過観察、親の気づきの場を設
定する。卒業した親同士がつ
ながりをもてるよう、親支援
事業と連動させて交流会を実
施する。

発達
支援課

■年齢別に３グループ実施。
相談支援事業と合わせて早期
発見・早期支援を図ってい
く。
・１歳６か月～２歳すぎのグ
ループ
・２歳児グループ
・３歳児のグループ

■年齢別に３グループ実施。相談支援事業と合わせて
早期発見・早期支援を図って実施できた。
・１歳６か月～２歳すぎのグループ（延192人）
・２歳児のグループ（延285人）
・３歳児のグループ（延95人）

Ａ 

■年齢別に３グループ実
施。相談支援事業と合わせ
て早期発見・早期支援を
図っていく。
・１歳６か月～２歳すぎの
グループ
・２歳児のグループ
・３歳児のグループ

③児童
発達支
援事業

■児童福祉法による児童発達
支援事業を実施。
■初期療育「ひよこ組」
相談やいるかグループを経
て、小集団の療育を必要とす
る１～３歳児を対象に実施。
■通園事業「きぼう」
２歳児 週2日
（火：木）保護者同伴通園
３歳児 週３日
（月・水・金）単独通園
４・５歳児 週５日
単独通園
（３～５歳児は週１回保護者
同伴通園）
併行通園※幼稚園・保育園在
園児対象
週１回（保護者同伴通園）１
クラス７名送迎バス（マイク
ロ）あり。
第七幼稚園との交流あり。

■児童発達支援事業としての
指導内容の確立を行ってい
く。

年齢と発達段階に合
わせて下記クラスを
設定。
■「つばめ組」
次年度通園事業利用
予定の児で小集団の
療育を必要とする１
～３歳児を対象に月
2回実施。2クラス。
■２歳児 週１日
（火）保護者同伴通
園
３歳児 週３日
（月・水・金）単独
通園
４・５歳児 週５日
単独通園
（３～５歳児は週１
回～月2回保護者同
伴通園）
送迎バス（マイク
ロ）あり。
第七幼稚園との交流
あり。　　　　　■
幼稚園・保育園在園
児対象クラス
月２回（保護者同伴
通園）６クラス各３
～４名　火木の午後
に実施

発達
支援課

年齢と発達段階に合わせて下
記クラスを設定。
■「ひよこ組」「つばめ組」
次年度通園事業利用予定の児
で小集団の療育を必要とする
１～３歳児を対象に月2回実
施。
■２歳児 週１日
（火）保護者同伴通園
３歳児 週３日
（月・水・金）単独通園
４・５歳児 週５日
 単独通園
（３～５歳児は週１回～月2
回保護者同伴通園）
送迎バス（マイクロ）あり。
第七幼稚園との交流あり。
■幼稚園・保育園在園児対象
クラス
月２回（保護者同伴通園）６
クラス各３名　火木の午後に
実施

年齢と発達段階に合わせて下記クラスを設定。
■「ひよこ組」「つばめ組」
次年度通園事業利用予定の児で小集団の療育を必要と
する１～３歳児を対象に月2回実施。
■２歳児 週１日（火）保護者同伴通園
　３歳児 週３日（月・水・金）単独通園
　４・５歳児 週５日 単独通園
（３～５歳児は週１回～月2回保護者同伴通園）
送迎バス（マイクロ）あり。
第七幼稚園との交流あり。
■幼稚園・保育園在園児対象クラス
月２回（保護者同伴通園）６クラス各３名　火木の午
後に実施

Ａ 

年齢と発達段階に合わせて
下記クラスを設定。
■「ひよこ組」「つばめ
組」
次年度通園事業利用予定の
児で小集団の療育を必要と
する１～３歳児を対象に月
2回実施。
■２歳児 週１日
（火）保護者同伴通園
３歳児 週３日
（月・水・金）単独通園
４・５歳児 週５日
単独通園
（３～５歳児は週１回～月
2回保護者同伴通園）
送迎バス（マイクロ）あ
り。
第七幼稚園との交流あり。
■幼稚園・保育園在園児対
象クラス
月２回（保護者同伴通園）
６クラス各３名　火木の午
後に実施
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④発達
支援関
係機関
連携協
議会

■子育て支援関係機関により
協議会を構成し発達面や行動
面、学校生活面において支援
を必要とする子ども及び子ど
もの育ちについて不安のある
家族を総合的に支援するも
の。

■年１～２回協議会（全体会
議）を開催し、左記協議会の
設置要綱に定められた「テー
マ別会議」「個別ケース会
議」を必要に応じて開催し、
子どもの発達に関する諸問題
の解決に向け協議を実施して
いく。

発達
支援課

■利用者増に対する円滑な相
談支援体制の検討や連携後の
進行管理体制のあり方を協議
■発達・教育支援システムの
一部稼働に伴う情報提供とシ
ステムを通じた連携のあり方
の協議

■利用者増に対する円滑な相談支援体制の検討や連携
後の進行管理体制のあり方を協議
■発達・教育支援システムの一部稼働に伴う情報提供
とシステムを通じた連携のあり方を報告

Ａ 

■利用者増に対する円滑な
相談支援体制の検討や連携
後の進行管理体制のあり方
を協議
■発達・教育支援システム
の全部稼働に伴う情報の活
用手法を協議

⑤特別
支援教
育の推
進

■特別な支援を必要とする児
童・生徒にとって良い環境・
良い指導は、全ての子どもた
ちにとっても良い環境・良い
指導であるという「ユニバー
サルデザイン」の視点に立っ
た、ひのスタンダードの取り
組みを更に推進し、小・中学
校の特別支援学級だけでな
く、通常の学級に在籍してい
る児童・生徒への積極的な教
育支援を行う。
■第３次特別支援教育推進計
画（計画期間：平成26～28 年
度）に基づき、特別支援教育
の推進のため、具体的な施策
を推進する。

■特別支援教育に関わる各種
施策を推進する。特に、第３
次特別支援教育推進計画に掲
げている下記の具体的な施策
を推進する。
■小・中学校の通常の学級で
の、ひのスタンダードの取り
組みと授業のユニバーサルデ
ザインの取り組みを推進。
■ニーズに応じた特別支援学
級を設置。
■中学校リソースルームを拡
充。
■エール（発達・教育支援セ
ンター）における連携支援体
制を充実。
■教員の指導力向上に向けた
取り組みの推進。
■特別支援教室（平成28年度
から東京都が実施予定）の対
応検討など。

■特別支援教育に
関わる各種施策を
推進する。特に、
第４次特別支援教
育推進計画に掲げ
ている下記の具体
的な施策を推進す
る。
■エールを中心に
した関係機関との
連携支援体制の拡
充
■「かしのきシー
ト」による支援情
報の共有と活用
■教員の理解並び
に指導力向上に向
けた取組の推進
■小学校における
特別支援教室（ス
テップ教室）の導
入
■中学校における
特別支援教室（ス
テップ教室）の導
入

教育
支援課

■文部科学省委託事業を活用
し、引き続き教員の指導力向
上に向けて、指導方法の体系
化と方法論の確立を図る。
■中学校リソースルームの拡
充について、市内中学校５校
目の実施を行う。
■小学校における特別支援教
室の導入について、特別支援
教室の運営方法を確立し、平
成29年度以降の円滑な導入に
向けて準備を行う。
■東京都からの委託を受け中
学校における特別支援教室モ
デル事業を実施する。

■文部科学省委託事業を活用し、研修体制の充実と、
指導方法の体系化を研究し、教員の指導力向上を図っ
た。
■小学校における特別支援教室（ステップ教室）につ
いて、3校で指導を開始し、運営マニュアル等を作成
した。また、平成29年度に導入する8校のため準備を
行った。
■東京都からの中学校における特別支援教室モデル事
業について、検証を開始した。
■平山中学校に、市内中学校5校目として、リソース
ルーム事業を開始した。

Ａ 

■平成28年度
に、平成29年
度から平成31
年度を計画期
間とする第4次
特別支援教育
推進計画を策
定し、引き続
き特別支援教
育の推進を図
る。
■小・中学校
全校における
特別支援教室
（ステップ教
室）の導入に
伴い、特別支
援教育推進体
制の見直しを
していく。

■新たに文部科学省委託事
業を受託し、引き続き教員
の指導力向上に向けて、指
導方法の体系化と方法論の
確立を図る。
■小学校における特別支援
教室（ステップ教室）につ
いて、指導方法を確立し、
平成30年度の円滑な導入に
向けて準備を行う。
■東京都からの中学校にお
ける特別支援教室モデル事
業について、全校で実施し
検証を行う。
■中学校リソースルームの
拡充について、市内中学校
6校目の実施を行う。

⑥個別
支援
シート
「かし
のき
シー
ト」

■発達に支援を必要とする子
どもが０歳から18歳までライ
フステージを通じて切れ目な
く継続的な支援が受けられる
ことを目的に『かしのきシー
ト』を作成する。保護者と子
どもの支援に関わる
機関が連携協力することによ
り子どもの健やかな育ちの一
助にしていく。

■シート運用の安定化を図
る。また、システム導入によ
り円滑な連携を目指す。

発達
支援課

■当年度ではシートの電子運
用にあわせて、公立の幼稚
園・保育園、小・中学校を接
続し情報の迅速な移行支援を
実施。
■運用実績を反映した運用マ
ニュアルを策定し、平成29年
度の民間幼稚園・保育園への
接続準備を行う。

■シートの電子運用にあわせて、公立の幼稚園・保育
園、小・中学校を接続し情報の迅速な移行支援を実
施。
■あらたに特別支援学校、特別支援学級に通う子ども
に利用範囲を広げ、支援方針の共有化を行った。

Ｂ 

■子どもの成
長のようすが
引き継がれる
シートとして
評価は高い
が、きめ細か
な内容である
一方、作成ま
でやや煩雑な
手順となって
いるため、し
くみのさらな
る効率化が必
要となってい
る。

■運用実績を反映した運用
マニュアルを策定し、民間
幼稚園・保育園と円滑な接
続を行う。
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⑦放課
後等デ
イサー
ビス

■学校通学中の障害児に対し
て、放課後や夏休み等の長期
休暇中において、生活能力向
上のための訓練等を継続的に
提供することにより、障害児
の自立を促進するとともに、
放課後等の居場所づくりを推
進する事業。

■平成24 年の関連法改正に
より、それまでの障害者自立
支援法の児童デイサービス事
業（市内1 か所）から、児童
福祉法による障害児通所支援
施策として、放課後等デイ
サービスが創設された。
■以降、日野市内に当該サー
ビスがないことを鑑み、民間
法人による設置促進を図り、
平成25 年度１か所、平成26
年度４か所（11月現在）が開
設。
■サービス利用者は増加傾向
であることから、引き続き推
進する。

■児童福祉法による
障害児通所支援施策
として、平成24年度
に放課後等デイサー
ビスが創設され、平
成28年度末現在市内
に13の事業所があ
る。
■平成29年度には、
児童福祉法に基づく
障害児福祉計画の作
成を行う。当該計画
は、国より基本指針
が示され、その中で
平成30年度から平成
32年度までの間に、
重度心身障害児が利
用できる事業所の設
置が求められてい
る。日野市において
も、医療機関等より
在宅に移行する重度
心身障害児が増えて
いることから利用で
きる民間事業所の設
置を進めていく。

障害
福祉課

■サービス利用者が増加して
いるものの、見込みは下回っ
た。引き続き事業所からの相
談に積極的に応じると共に、
利用者へのサービス周知方法
を改善し、利用者の増加を図
る。

■平成28年3月末時点での利用実人数242名
(前年比+42）
■平成28年度延利用日数26,341日
（前年度20,330日：+6,011日）
一人当たりの平均年間利用日数109日（前年度101日）
利用者数、延べ利用日数及び1人当たりの平均年間利
用日数すべて増加した。
■放課後デイサービス事業所は、平成29年3月末で市
内13事業所となった。

Ｂ 

■利用者が大
幅に増加して
いることか
ら、東京都が
平成28年度末
に、事業所が
提供するサー
ビスの内容や
質が適正であ
るのか事業所
及び利用者
（保護者）に
よる評価を
行った。事業
所において、
支援内容の適
正化と質の向
上が求められ
ている。
■医療機関等
より在宅に移
行する重度心
身障害児に対
する地域支援
が十分に整備
されていな
い。

■平成29年3月末の利用者数を
245人と見込んでいたので計画
に基づき推進されている。引
き続き利用者へのサービスの
周知を行っていく。なお、平
成29年度末の利用者実人数は
270人を見込んでいる。(第4期
障害福祉計画より）
■市内の事業所数も年々増加
しているが、重度心身障害児
が利用できる事業所がないた
め、引き続き事業所との相談
を継続する。ただし、中・軽
度の知的障害または発達障害
のある児童を対象とする新規
事業所の設置については事業
所が多くあることから慎重な
取扱いを行っていく。
■当該事業は、単なる預かり
の事業ではなく、療育の提供
をしなければならないため、
支援内容の適正化と質の向上
について、事業所への周知を
行う。また、適正なサービス
が実施されているか、サービ
ス指導検査の実施も含めて確
認する方法等について検討す
る。

⑧障害
児少年
学級／
障害者
青年・
成人学
級

■障害をもつ子どもたちは、
外出や様々な社会参加による
社会的な刺激を受ける機会が
健常児より少なく、健常者
（児）との接し方や交流がう
まくできにくいため、本事業
で生活に即した学び、学び合
いや人との接し方等を学ぶ機
会を提供していく。

■保護者やボランティアが中
心となって合宿や定例会、分
科会等の機会に音楽や運動、
遊びを通じて社会生活の仕方
やルール等を学び、学び合
い、相互の理解を深め交流す
る機会（場）の提供を図る。

中央
公民館

■公民館委託事業として日野
市少年学級事業を実施。保護
者やボランティアが中心とな
り、市内に住み特別支援教育
を受けている小中学生との交
流を深め、様々な活動や体験
を通じて、地域の中でいろい
ろな人たちと関わりを持つ機
会を提供する。

■年間を通じて様々な事業を展開した。市内の特別支
援学校・学級等に在籍する小中学生の交流の場とし
て、例会等のイベントを実施。延べ864名が参加。

Ａ 

■七生特別支
援学校を含む
市内の特別支
援学級に通
う、より多く
の児童・生徒
に参加しても
らえるよう、
PR活動を継続
することが必
要。

■引き続き、公民館委託事
業として特別支援学校・学
級等に通う子どもを対象と
する日野市少年学級事業を
実施する。保護者やボラン
ティアが中心となり、市内
に住み特別支援教育を受け
ている小中学生との交流を
深め、様々な活動や体験を
通じて、地域の中でいろい
ろな人たちと関わりを持つ
機会を提供する。

⑨みん
なの
遊・友
ランド

■障害のある子もない子も一
緒に遊び、笑顔で声かけでき
るようなふれあいの場をつく
ることを目的としたイベン
ト。
■子どもたちが一緒に遊び、
楽しい時間を共有することで
お互いを知り、助け合うきっ
かけづくりを行っている。
■ボランティアスタッフ（地
域の大人・学生）が障害のあ
る子と接することを通して、
障害への理解を深めるととも
に、いろいろな人達と触れ合
うことで、地域活動への関心
を高める。
■青少年委員を中心に、特別
支援学校、日野市少年学級親
の会、日野市社会福祉協議
会、市内大学等と連携し、運
営を行っている。

■障害のある子もない子が交
流する貴重な場となっている
ので、今後も継続し、相互理
解を深めるとともに、ノーマ
ライゼーションを啓発する。

子育て課

■健常児と障害児がより一層
交流できるような遊び等を、
今後も継続して検討してい
く。（遊びの内容やダンス等
の見直し）
■障害児、健常児ともに過ご
しやすいイベント当日の環境
整備を行う。（市民の森ふれ
あいホールの利点を活かした
会場設営、配置等）
■ボランティアスタッフが障
害への理解を深めることがで
きる場（事前ボランティア研
修会）、ボランティア同士の
交流を深めることができる場
（事後ボランティア交流会）
の提供。

■開催実績　6月12日（日）
参加者総数533名　前年度比-11名（内訳　健常児：
114名、障害児：76名、保護者：118名、ボランティア
スタッフ225名）
■今年度はダンスの内容を見直したことで、子ども達
が１対１で触れ合うことができた。
■事業として認知があがってきたためか、協力団体以
外の一般の障害児参加が見受けられらた。その中には
未就学児も多く、障害児保護者の交流・情報交換の場
ともなっている。

Ａ

■障害児、健
常児ともに過
ごしやすいイ
ベントとする
ため、当日の
環境整備につ
いて検討を行
う。（市民の
森ふれあい
ホールの利点
を活かした会
場設営、配置
等）

■引き続き、健常児と障害
児がより一層交流できるよ
う、ともに過ごしやすいイ
ベントとなるよう、関係団
体と連携を取りながら、内
容・環境整備について、検
討を重ねていく。
■熱中症対策として、大塚
製薬からの商品提供等の連
携。
■ボランティアスタッフの
拡充を図る。
■日野市内の障がい児が利
用する放課後デイサービ
ス、児童発達支援施設にも
チラシを配布し、イベント
の周知を図る。
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（３）食育事業などの充実

事業 内容 方向性
（平成27年4月～平成32年3月）

方向性の変更
（平成29年4月～）

担当課 平成28年度の取り組み 平成28年度実績 評価 課題 平成29年度の取り組み

①みん
なです
すめる
食育条
例・日
野市食
育推進
計画

■公募市民と有識者で構成さ
れる日野市食育推進会議を設
置し、食育計画の進み具合を
評価・検証する。
■家庭における食育を推進
し、朝ごはんの欠食率を減ら
す。

■日野市食育推進会議による
食育計画の進み具合の評価・
検証を継続していく。
（第３期食育推進計画を平成
29年度改定予定）
■家庭における食育を推進
し、朝ごはんの欠食率を減ら
す。

健康課

■日野市食育推進会議による
食育計画の進み具合の評価・
検証のもと、第３期食育推進
計画策定を行う。
■家庭における食育を推進
し、朝ごはんの欠食率を減ら
す。

■平成27年度までの事業の進み具合をもとに、評価・
検証を行い、第3期食育推進計画の策定を行った。朝
ごはんの欠食率は園児1%、児童2.9％、生徒5.2％園児
の保護者8％

Ａ 

■保育所、乳
幼児健診など
でも朝食の必
要性を訴えて
おり、成果は
出ていると考
える。朝食の
欠食率につい
ては引き続き
取り組み続け
る内容と思わ
れる。

■保育園のおたよりを始め
とする、様々なツールをい
使い、情報の発信をしてい
く。乳幼児健診の保健指導
の一環として、朝食を含
む、食の大切さを保護者に
訴えていく。

②乳幼
児及び
その家
族への
食育推
進

■離乳食の不安を低減させる
ため、子どもを持ったばかり
の保護者に対する食育の場と
して「離乳食教室」を実施。
参加者同士の交流の場として
機能させる。
■食事づくりに苦手意識を持
つ乳幼児の保護者、妊婦を対
象に「保育付き 簡単クッキン
グ講座」を実施。家族の健康
づくりを支援する。

■食生活や健康に対する意識
の高い乳幼児の保護者に向け
て働きかけることで、生涯の
健康づくりのきっかけとなる
よう、継続していく。

健康課

■食生活や健康に対する意識
の高い乳幼児の保護者に向け
て働きかけることで、生涯の
健康づくりのきっかけとなる
よう、継続していく。

■離乳食教室60回開催。1560名参加。離乳指導のほ
か、児童館等子育て支援事業の紹介を行った。
■簡単クッキング講座10回開催。137名参加。

Ｂ 

■事業(教室)
によって参加
者数にバラつ
きがある。

■希望者の少ないクッキン
グ講座は休止し、申込みの
多い離乳食教室の開催回数
を増やして開催する。

③保育
園にお
ける食
育推進

■保育の内容の一環として食
育を位置づけ、各保育園の創
意工夫のもと計画的に食育を
推進する。
■調理保育や収穫体験を通じ
て食への関心と大切さを知る
活動や給食での日野産農作物
の利用する活動を実施してい
る。

■日野市食育推進計画に基づ
き、食事の大切さを指導して
いくため、講演や講座、イン
ターネット
等のメディアを用いた家庭へ
の発信等を実施していく。
■年々増加傾向のアレルギー
児への対応や朝食欠食率ゼロ
を目指す取り組みなど、食育
に関わる事業の充実を図る。

保育課

■日野市食育推進計画に基づ
き、食事の大切さを市民の方
に指導していく。
①子ども家庭支援センターで
の講演を２回実施する。子育
て広場栄養講座を実施する。
インターネット等のメディア
を使い給食情報を家庭に発信
する。
②子ども祭り、地域交流事業
に参加する。
③朝食を食べてきたかを確認
する｢朝食カード」を使用
し、朝食欠食率０を目指す。
④地域のネットワークのため
民間栄養士と会議を実施す
る。
⑤年々増加傾向のアレルギー
児に安全な給食を提供する。

■講演会2回（6/24、1/19）
■こどもまつり参加（雨天中止）
■朝食カード配布857名
■公民栄養士会2回（6/8、2/8）
■アレルギー対応食の提供実施

Ａ 

■日野市食育推進計画に基
づき、食事の大切さを市民
の方に指導していく。
①子ども家庭支援センター
での講演を２回実施する。
子育て広場栄養講座を実施
する。インターネット等の
メディアを使い給食情報を
家庭に発信する。
②子ども祭り、地域交流事
業に参加する。
③朝食を食べてきたかを確
認する｢朝食カード」を使
用し、朝食欠食率０を目指
す。
④地域のネットワークのた
め民間栄養士と会議を実施
する。
⑤年々増加傾向のアレル
ギー児に安全な給食を提供
する。
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④学校
での食
育推進
事業

■安全で楽しくおいしい給食
をより一層推進するととも
に、大地や自然の恵みを大切
にし、日野市食育推進計画の
遂行を図る。
■学校給食での地場産野菜の
利用率の向上を図る。
■農業体験や食材についての
指導。
■食事マナーに関する指導。
■バランスのとれた食事の仕
方などの指導。

■日野市みんなですすめる食
育計画に基づき事業を実施し
ていく。
■給食に日野産野菜をより多
く使用することや食育カル
タ、書初めなど食育に関係す
るいろいろな機会を通して生
徒・保護者へ、食や健康情報
を見える形、わかりやすい形
で発信し、検証していく。
■朝食の欠食割合を改善する
ための情報提供等も実施して
いく。

学校課

■全ての学校において、食に
関する指導の全体計画に基づ
き、食育事業を実施。
■日野産野菜を25％使用した
給食で地産地消し、地元生産
者と連携した農業体験を実施
する。
■全ての中学校でテーブルマ
ナー教室を継続実施。

■各学校独自の食育教材を活用し、食材の選び方や、
バランスの取れた食事について、教諭と栄養職員が連
携して食育事業を実施した。農家の方の協力で、実際
に食材に触れ、農作業の体験をする活動も展開され、
生きた食育事業も実践された。
■テーブルマナー教室は、引き続き実践女子短期大学
の協力をいただき、全中学校で開催できた。講義と実
践により、これから社会に巣立つ中学校３年生にとっ
て基本的な食事のマナーを学ぶ機会となった。
■食育に関する研究会を実施し、実践紹介を行ったこ
とで各校の優れた実践を共有し、自校の食育の充実に
繋げることができた。、
■オリパラ「世界とともだちプロジェクト」学習・交
流国のレシピ集を作成し、給食のメニューに取り入れ
た。
■児童・生徒が農家と顔のみえる食育活動を行い、栄
養士・調理員が農家と連絡を密にとることのより、日
野産野菜25％を達成することができた。
■ひのっこシェフコンテストメニューやこども達が考
案したメニューを給食に取り入れて食べ残しを減らす
取り組みをした。

Ａ 

■各学校において、特色あ
る食育活動が実施されいる
なか、児童生徒が自ら弁当
を作って学校に持参する
「弁当の日」については、
現在一部の学校の取り組み
に限られている。食材への
理解や料理を作る人への感
謝の気持ち等学習効果が大
きいことから、学校現場の
状況や保護者の理解の上
で、拡大を図っていく。
■保護者に食に関する興味
や関心を持ってもらえるよ
うな情報発信を行い、保護
者への食育につながる取り
組みを行う。

⑤学
童・児
童館で
の食育
事業の
展開

■市内10児童館の事業として
食育事業を展開しており、子
どもが自分ひとりでもできる
比較的簡単なランチづくりを
行うほか、もちつきや焼き芋
等の季節行事や日本の伝統的
行事を通して食文化を学んで
いる。
■学童クラブでは、カレーづ
くり等の調理体験を行い、作
る側を経験することで調理の
仕方や楽しさを知る場を設け
ている。
■地元農家の協力のもと、芋
掘り等の収穫体験をすること
で生産者の立場や食材の大切
さを学ぶだけでなく、食に対
する感謝の気持ちも学ぶ機会
を設けている。

■児童館では、食事をつくる
力を身につけ、食べることの
大切さや共に食べる喜び、食
に対する感謝の気持ちを育む
ことができるような食育事業
を継続して行っていく。
■「もちつき」や「やきい
も」などの実施により伝統行
事や季節行事の大切さを次世
代へつなぐ体験の場とする。
■学童クラブでは、調理体験
により、つくる喜びや調理へ
の興味を引き出していく。
■調理体験行事を通じ子ど
も・保護者・学童クラブ職員
の交流を図り、子どもの成長
の一助としていく。
■食材の大切さや食に対する
感謝の気持ちを育む機会とし
て、作物の収穫体験行事につ
いても引き続き行う。

子育て課

■児童館によって調理設備等
の環境が異なることから、児
童館ごとに施設の特徴を生か
した食育行事に継続して取り
組む。多くの利用者が参加で
きるよう、目的や方法につい
て検証し見直しを図る。
また、今年度は地産地消や食
品ロスの問題等を意識した事
業にも取り組む。
■学童クラブでは、各施設の
様々な状況を踏まえ、実施可
能な調理活動や収穫体験等の
食育行事に、継続して取り組
む。

■日野の農業とつながり、食品ロスと地産地消の理解
を深めることを目的に、安全安心な地元食材を使用し
た調理活動を、市内すべての児童館で地域協働課共催
のもと行った。
　・実施施設　市内10児童館
　・参加人数　478人
■学童クラブでは、各施設の様々な状況を踏まえ、夏
休みのカレーづくり等の調理活動を行った。また、地
元農家の協力のもと、芋掘り等の収穫体験を通じて、
食材の大切さや食に対する感謝の気持ちを学ぶ機会を
提供した。

Ａ 

■児童館に
よって調理設
備等の環境が
異なることか
ら、児童館ご
とに施設の特
徴を生かした
食育行事に継
続して取り組
む。多くの利
用者が参加で
きるよう、引
き続き目的や
方法について
検証し見直し
を図る。

■引き続き、市内すべての
児童館で「地産地消の推
奨」と「食品ロスの軽減」
を、継続して取り組む共通
課題とし、多くの利用者が
参加できるよう、目的や方
法について検証し見直しな
がら食育事業を実施してい
く。
■学童クラブでは、各施設
の様々な状況を踏まえ、実
施可能な調理活動や収穫体
験等の食育行事に、継続し
て取り組む。
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（４）医療体制の充実

事業 内容 方向性
（平成27年4月～平成32年3月）

方向性の変更
（平成29年4月～）

担当課 平成28年度の取り組み 平成28年度実績 評価 課題 平成29年度の取り組み

①救急
医療体
制の充
実

■救急専従医師の確保、救急
車不応需ゼロ、救急室の設備
改修など、市民生活に直結し
た救急医療の維持・継続に努
めるとともに、一層の充実を
図る。

■全日小児科医当直体制及び
24時間365日不応需のない救
急車受け入れ体制の堅持。

市立病院

■救急搬送患者数の更なる増
加
■救急科常勤医2名配置
■救急科の正式標榜、救急科
病床の確保
■小児二次救命処置法
（PALS）受講支援
■救急医療の充実にむけた新
改革プランの策定、機能向上
計画基本設計の策定

■救急搬送患者3856人（前年度比488人増）
■救急科常勤医2名配置(H28.4.1)
■平成28年7月救急科正式標榜、救急科病床5床確保
■小児二次救命処置法（PALS）3名受講（医師1、看護
師2）
■（新）病院改革プランへの救急医療の充実を引き続
き記載。

Ａ 
■救急科医の
継続的確保

■救急車受入件数3800台以
上
■救急科医確保に向けた対
策の検討
■常勤救急科医2名体制の
維持
■救急医療の充実に向けた
病院機能向上計画概要の決
定及び基本設計着手

②二次
救急診
療体制
の充実
（地域
密着型
の中核
病院機
能の発
揮）

■南多摩医療圏において、一
次医療を担う小児科クリニッ
クが充実し、近隣に二次医療
機関が多数存在する状況にお
いて、市立病院が果たすべき
役割を十分認識し、日野市が
子育てに安心を与える地域で
あり続けるために、更なる小
児科の充実に努めていく。

■地域のクリニック及び東京
都立小児総合医療センターと
の連携強化。
■分娩に伴う小児科医師や助
産師とのチーム医療による新
生児医療体制の堅持。

市立病院

■地域医療連携室を中心とし
た地域クリニック等との更な
る連携推進
■チーム医療による新生児医
療体制のＰＲによる分娩件数
ＵＰに向けた取組み
■多摩平の森Ａ街区の医療機
関との連携
■小児科医療の充実にむけた
新改革プランの策定

■患者紹介率45.3%→50.0%、逆紹介率21.8%→31.5%
■小児科紹介率38.9%→36.9%、小児科逆紹介率7.4%→
13.2%
■分娩件数248件（前年度比8件増）、産婦人科医の減
少（4名→3名）
■多摩平の森A街区の医療機関との協議は未実施
■（新）病院改革プランへの小児医療の充実を引き続
き記載。
■常勤小児科医の増（1名）

Ａ 
■産婦人科医
の確保

■地域医療連携室を中心と
した地域クリニック等との
更なる連携推進（紹介・逆
紹介率の向上）
■分娩件数の増加（院内プ
ロジェクトの実施）
■産婦人科医確保に向けた
対策の検討
■常勤産婦人科医3名以上
体制の堅持
■多摩平の森Ａ街区の医療
機関との連携
■小児医療の充実に向けた
病院機能向上計画概要の決
定及び基本設計着手

（５）スポーツ活動の充実

事業 内容 方向性
（平成27年4月～平成32年3月）

方向性の変更
（平成29年4月～）

担当課 平成28年度の取り組み 平成28年度実績 評価 課題 平成29年度の取り組み

①市民
の森ふ
れあい
ホール

■多数の市民の意向を踏ま
え、スポーツ・文化・芸術な
ど様々な分野で利用できる市
民交流の拠点として、平成24
年度に開設した施設。
■平成26年度より指定管理者
制度を導入し、民間のノウハ
ウを交えた管理運営が始まっ
た。

■市民交流の活性化には、従
来の交流事業等にとらわれ
ず、新しい市民の交流を形成
していく必要がある。様々な
事業展開が必要であり、市民
ニーズにあった交流事業を展
開していく。
■子どもたちがより多くス
ポーツに触れる機会を創出し
ていく。
■指定管理事業者による自主
事業が展開され、更なる市民
の活気あるふれあいの場を提
供していく。

文化
スポー
ツ課

■スポーツ＆カルチャーの内
容をさらにニーズに合った魅
力的なものとし利用者の増加
を見込む。
■２０２０東京オリンピック
パラリンピックを見据え、見
るスポーツのきっかけをつく
る。
■障害者スポーツの普及啓発
事業をふれあいホールから発
信していく。

■市民の森ふれあいホールの指定管理者の自主事業と
して、子ども・親子を対象とした様々なスポーツ＆カ
ルチャー教室を実施。利用人数増に取組んだ。
■スポーツレクリエーションフェスティバルにおい
て、小中学生等を対象としたバドミントン教室（小椋
久美子）、卓球教室（平野早矢香）、走り方教室（増
田明美）を開催した。
■プロバスケットボールの試合を行いみるスポーツの
きっかけをつくった。
■障害者スポーツ体験教室を年間を通じ実施した。

Ａ 

■市民の森ふれあいホール
の指定管理者によるスポー
ツ＆カルチャー教室の実
施。前年度より参加者増を
目指す。
■ホールにて、障害者ス
ポーツ体験教室を年間を通
じ実施。
■スポーツレクリエーショ
ンフェスティバル
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②ス
ポーツ
推進委
員

■地域に根ざしたスポーツ・
レクリエーション活動の普及
を図る。
■地域からの指導者派遣、協
力依頼は、地区担当者（市内
３地区）を中心にスポーツ推
進委員会全体（24 名）で積極
的に応える。

■日野市発のニュースポーツ
であるハンドロウルを使っ
て、障害者スポーツへのアプ
ローチを行っていく。
■１人でも多くの市民に外に
出てスポーツを実践してもら
うためのきっかけづくりとし
て、ウォーキング事業の見直
しも検討していく。

文化
スポー
ツ課

■障害者スポーツ振興として、
市内の障害者施設へスポーツの
体験事業を引き続き行う。ま
た、年に１回スポーツ推進委員
を主管とする、障害者スポーツ
の交流イベントを開催する。
■運動のきっかけ作りになるよ
う、長距離を歩くさわやか
ウォーキング、短距離を歩く
ちょこっとウォーキング、平日
の夜に歩くナイトウォーキング
など、様々な種類のウォーキン
グを実施する。

■スポーツ推進委員による障害者施設への派遣事業及
びユニバーサルスポーツ交流会を実施。
■スポーツ推進委員による、ちょこっとウォーキン
グ、ナイトウォーキングを実施した。

Ａ 

■障害者スポーツ体験派遣指
導
■スポーツ指導派遣
■ウォーキング等事業

③子ど
もの体
力向上
のため
の様々
な環境
づくり

■以下の事業を基本とし、子
どもたちの体力向上を図る。
①ロープジャンプ小学生大会
②南平体育館の改修
③遊び場・運動広場
④市民体育大会
⑤日野スポーツスクール

■運動好きな子どもを増やす
ため、教育委員会と連携し学
校間の垣根を越えたロープ
ジャンプ大会
を実施。
■幅広い市民ニーズに応えら
れる地域体育施設として南平
体育館の大規模改修を検討。
■地域に根差した子ども等の
「遊び場・運動広場」の適切
な管理を行う。
■競技スポーツ活動の成果発
表の場として、野球・サッ
カーなど33種目の市民体育大
会を実施。
■子どもも対象とした、卓
球・バドミントンなどの室内
種目の初心者向けスポーツ教
室を日野市体育協会の協力の
もと実施。

文化
スポー
ツ課

■市内の小学生を対象とした
事業であるロープジャンプ大
会を実施
■南平体育館の建替えに向
け、南平体育館基本計画を作
成し、市民のニーズに応えら
れる体育館の建替えを目指
す。
■市民誰もが、気軽に楽しく
運動できるよう、「遊び場・
運動広場」の適切な管理運営
を行う。
■競技スポーツの活動発表の
場として、野球・サッカーな
ど３３種目の市民大会を適切
に実施する。また、一部の種
目についてはオリパライベン
トと絡めて実施する。
■子どもの運動層の拡大の
為、初心者向けのスポーツ教
室を市体育協会の協力のもと
実施

■市内小学生を対象としたロープジャンプ大会を実
施。
■南平体育館の建替え基本計画を策定した。
■市内３か所の「遊び場・運動広場」の適切な管理を
実施した。
■競技スポーツの発表の場として、野球・サッカーな
ど３３種目の市民大会を実施した。
■日野スポーツスクールを実施した。
■南平体育館において、親子などを対象とした、ハン
ドボール、バレー、バスケ、ホッケーなどのトップア
スリートとふれあう、「ＳＯＭＰＯボールゲームフェ
スタ」を実施した。
■小中学生を対象とした、オリンピアン水泳教室を開
催
■幼児、小学生を対象としたタグラグビー大会を開催
■オリンピアンの嶋岡健治さん、櫻井由香さん、杉山
祥子さんを招き、バレーボール教室及び講演会を実施

Ａ 

■ロープジャンプ小学生大
会
■南平体育館建替えの推進
■オリパラ気運醸成事業
（トップアスリート育成教
室）
■市民体育大会
■日野スポーツスクール

④校庭
の芝生
化

■都市部におけるヒートアイ
ランド・緑化対策に加え、体
力向上と健康な体づくり、生
命を尊び自然を大切にする心
の養成、豊かな人間性の育成
の３つの教育的観点から、児
童生徒等の成長にとって望ま
しい教育環境を整備するとと
もに地域コミュニティの形成
にも資するため、東京都の補
助事業である「緑の学び舎づ
くり実証実験事業」に基づ
き、学校の校庭を芝生化する
もの。
■実施校：東光寺小学校、滝
合小学校、三沢中学校（左記3
校は東京都補助事業）

■校庭等を芝生化すること
で、外で遊ぶ（スポーツ）児
童・生徒が増加し、体力・運
動能力の向上、けがの減少及
び精神面の安定などにつなが
り、また、芝生の維持管理を
地域と連携することで、地域
コミュニティの形成にも資す
ることが期待されるため、今
後も推進していく。

庶務課

■整備校においては、地域と
の連携による芝生の維持管理
を継続して実施（サポート）
し、子どもたちに良好な芝生
を提供する。また、校庭芝生
化の未整備の学校には積極的
に情報提供を行い、東京都の
補助事業を活用し、地域と密
接な連携の上で芝生の維持管
理可能な学校に対して、校庭
芝生化に向けた働きかけを実
施する。

■H26年度に整備した三沢中では、維持管理に伴う都
の補助事業を活用し、専門業者による支援を継続して
行った。また三沢中を除く整備校に対しては、学校・
地域が維持管理活動を行うために必要な支援を行っ
た。また仲田小でおためし芝（都事業）を実施してい
る。併せて、全ての学校に東京都芝生化事業のリーフ
レット配布等、情報提供を行い芝生化に向けた働きか
けを行った。

Ｂ 

■日常的な管
理が必要なこ
とから学校現
場の負担が非
常に大きい。
■地域との連
携を原則とし
ているため、
地域の方々と
のコミュニ
ティの醸成が
難しい。
■芝生の恒久
的な維持のた
め、養生期間
が定期的に必
要とされ、地
域開放の方々
などのご理解
が困難であ
る。

■整備校においては、地域
との連携による芝生の維持
管理を継続して実施（サ
ポート）し、子どもたちに
良好な芝生を提供する。ま
た、校庭芝生化の未整備の
学校には積極的に情報提供
を行い、東京都の補助事業
を活用し、地域と密接な連
携の上で芝生の維持管理可
能な学校に対して、校庭芝
生化に向けた働きかけを実
施する。
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⑤２０
２０東
京オリ
ンピッ
ク・パ
ラリン
ピック
に向け
た体
力・運
動能力
向上

■２０２０東京オリンピッ
ク・パラリンピックに向け、
積極的に運動やスポーツに親
しむ態度を養う。

■アスリートによる本物体験
授業等を実施。
■子どもたちがスポーツに親
しみ、継続的に取り組む動機
づけとなる事業を実施。

学校課

■オリンピック・パラリン
ピック教育推進校の東京都の
上限額が1校当たり50万から
30万になったが、市費20万を
加え27年度と同額で実施す
る。
■「体を動かすことの楽しさ
心地よさ」プロジェクトを継
続するとともに、研究奨励校
を指定し、各学校の指導の充
実を図る。
■日野市のオリンピック・パ
ラリンピック教育について、
①生涯スポーツの基盤、②国
際理解、③障害のある方との
共生の３つの柱とし、各学校
と協議を重ねながら、日野市
におけるオリンピック・パラ
リンピック教育を確立する。

【生涯スポーツの基盤】
■市内小中学校２５校、市立幼稚園５園が各校の特色を生
かしたオリンピック・パラリンピック教育を推進した。
■中央大学陸上部による走り方教室や陸上競技の試技、ア
スリートによる講演や児童との交流等を実施し、児童・生
徒の体を動かすことへの意欲が高まるとともに、自分の生
き方についても考えることができた。
■横浜国立大学梅澤秋久准教授を講師とした「体を動かす
楽しさ心地よさ」プロジェクトを推進し、児童・生徒の意
欲を高める指導の在り方について学び、授業改善や休み時
間の運動の在り方を検討し、実践を共有した。また、梅澤
准教授による幼稚園訪問等を通し、幼児期からの遊びによ
る体を動かす環境づくりの構築をすすめた。
■研究奨励校各校における授業研究・協議を通して、身体
的リテラシーを高めるための授業について協議を行い、梅
澤教授より指導をいただいたことで、実践に基づいた研究
を進めることができた。
【国際理解】
■中学校において、筑波大学客員教授によるおもてなし教
室を開催し、グローバルマナーを学ぶ機会となった。
■「世界友だちプロジェクト」の活動を進める中で、世界
の国々の文化や習慣を知った。
■日野囃子の体験活動等、地域や日本の伝統文化に触れる
ことができた。
【共生】
■小学校と特別支援学校との交流活動を行った。
■ブラインドサッカーの体験、車いすの体験活動、パラリ
ンピアンとの交流等、多様な他者との交流を行った。

Ａ 

■平成28年度に引き続き、
オリンピック・パラリン
ピック教育の充実を図る。
■日野市のオリンピック・
パラリンピック教育の３つ
の柱である①生涯スポーツ
の基盤、②国際理解、③共
生の３つの柱とし、各学校
と協議を重ねながら、日野
市におけるオリンピックパ
ラリンピック教育を確立す
るとともに、各校のオリン
ピック・パラリンピック教
育のビジョンを作成する。
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Ⅲ　共に生き、互いに育てあるまち

方針１）地域で子どもの成長を支える仕組みづくり

（１）子育て支援の強化に向けた市民活動（ＮＰＯなど）の支援

事業 内容 方向性
（平成27年4月～平成32年3月）

方向性の変更
（平成29年4月～）

担当課 平成28年度の取り組み 平成28年度実績 評価 課題 平成29年度の取り組み

①市民
活動
（ＮＰ
Ｏな
ど）の
支援

■多世代、守備範囲の異なる
市民（団体）が、交流するこ
とで生まれる地域内での自主
的な連携の促進を目指し、地
域懇談会を開催する。
■市民活動の財源確保のため
の支援。（助成金の情報提
供、時代にあった形での補助
制度の実施）
■子育て支援活動団体などに
よる地区センターといったコ
ミュニティ施設の活用促進。

■妊産婦から中高生まで、段
階に応じた子育てサービス
が、地域性を踏まえて地域内
で円滑に展開されていく地域
づくりを目指す。

地域
協働課

■子育てを支える地域内循環
の仕組み
■地区センター、交流セン
ターなどを活用した子育て支
援
■アクションプランの実施

■学生のまちづくりへの参加促進
・日野市ボランティアセンター・大学ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰと
協働し学生対象でNPO活動体験事業を開催。
■資金調達のための「クラウドファンディング研修」
の実施
■アクションプランへのNPO参加　・四中地区では子
どもの育成を一つのテーマにイベントを開催
■東宮下地区センターで、なかま保育をNPO法人が実
施

Ａ

■地域内循環
による市民活
動団体等の人
材・資金調達
の実現

■子育てを支える地域内循
環の仕組み
■地区センター、交流セン
ターなどを活用した子育て
支援
■アクションプランの実施
■クラウドファンディング
事業実施の検討

②ひの
市民活
動支援
セン
ター設
置・運
営

■ひの市民活動支援センター
の運営を通じて、子育て支援
活動団体の立ち上げ支援、既
存団体の活動の充実支援、市
民活動団体間の連携促進など
を行う。

■ひの市民活動団体連絡会と
の協働により、市民の力を引
き出し、地域課題の解決に取
り組む。

地域
協働課

■まちづくり市民フェアの主
導
・H28.10.16（日）
・市民の森ふれあいホール
■策定後10年を経過する「市
民活動と市との協働のための
指針」[H19.3策定]を同団体
と協働による見直し作業の開
始

■「まちづくり市民フェア2016」を開催
・市民主導によるまちづくりを啓発
・参加者数1,800人
■指針に基づく協働の改善に向け、市と市民活動団体
連絡会との意見交換会を開催

Ａ
■恒久的な市
民活動支援の
拠点確保

■まちづくり市民フェアへ
の若い世代の活力を導入
・H29.10.15（日）
・市民の森ふれあいホール
・学生に「市民フェア」に
関わってもらい、市民活動
の重要性を理解してもら
う。（市民フェアには子育
て支援団体も参加してい
る。）

（２）地域で推進する子どもの健全育成

事業 内容 方向性
（平成27年4月～平成32年3月）

方向性の変更
（平成29年4月～）

担当課 平成28年度の取り組み 平成28年度実績 評価 課題 平成29年度の取り組み

①民生
委員・
児童委
員（主
任児童
委員）

■児童福祉法に基づき、民生
委員が児童委員を兼ねてお
り、それぞれ担当地域をもっ
て活動している。
■更に、区域を担当する児童
委員に加え、児童を専門に扱
う主任児童委員を設置し、10
名の主任児童委員が中学校区
域ごとに活動している。

■児童委員は担当地域内の児
童、妊産婦、ひとり親家庭等
の福祉に関する相談に応じ、
適切な関係機関へつなぎ問題
解決に努める。児童の健全育
成や母子保健推進のため、地
域活動に協力する。
■児童委員のうち主任児童委
員は、担当地域の児童委員と
関係機関との連携・調整を行
う。児童相談所、子ども家庭
支援センター、学校等との連
携を密接にし、児童や子育て
世帯を取り巻く環境等につい
て、児童委員と連携して状況
把握を行う。

福祉
政策課

■引き続き活動ＰＲの強化を
図る。
赤ちゃん訪問事業の課題と活
用について検討していく。
<課題>日中は留守の家庭が多
く、訪問できない。オート
ロックマンションが増え、イ
ンターホン越しでの会話のみ
で顔をあわせることができな
い等
<活用>訪問した家庭と今後ど
のように関わりを作っていく
のか、健康課との連携の仕方
等

■朝のあいさつ運動や集団下校のつきそい実施時の
「どうしたの?」など、ひと声かける思いやりをテー
マに、市役所・イオンモールで活動パネル展や産業ま
つりにおいて、児童委員の活動PR強化を図った。
■赤ちゃん訪問事業を実施。おおむね生後６か月の出
生児のいる世帯を地域担当の児童委員が訪問し、活動
PRと相談事に応じ、関係機関への連携を図った。

Ｂ 

■赤ちゃん訪
問について
・共働きの家
庭も多く、平
日の日中に会
うことが難し
い。
・訪問を好ま
ない方への対
応について検
討

■引き続き活動PRの強化を
図る。
■赤ちゃん訪問事業で得た
相談等の情報を、各機関へ
迅速かつ的確に連携を図る
ことに努める。
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②子ど
も会な
どへの
支援

■市内子ども会に対して、子
どもの人数に応じて補助金を
交付している。（Ｈ26 年現在
72 団体）
■子ども会活動を支援するた
めにプレイワーカー派遣制度
があり、子ども会からの要請
に応じて、レクリエーション
等の提供を行っている。
■ふれあいホール三世代交流
館集会室１－２を活動場所と
して貸し出している。

■今後も同様の支援を継続
し、子ども会活動の活性化を
目指す。

子育て課

■引き続き子ども会に対して
補助金を交付する。
■子ども会補助金様式の簡素
化を図る。

■子ども会補助金交付件数　66団体
■子ども会行事にプレイワーカーを派遣し、レクリ
エーション等の提供を行った。（8件派遣）
■子ども会補助金の様式変更を行い、申請者の負担を
軽減した。

Ａ 

■引き続き子ども会に対し
て補助金を交付する。
■子ども会補助金の周知及
びプレーワーカー派遣のさ
らなる拡充。
■子ども会補助金様式の見
直しを図る。

③地区
青少年
育成会
の活動

■中学校地区（８地区）ごと
に組織され、家庭、学校、地
域の諸団体との連絡調整や地
域の中で行事やイベントなど
を開催することで子どもたち
に様々な体験・経験の機会を
提供している。
■８地区で構成されている連
合会においては、情報交換や
研修会などを実施している。
■【経過】
昭和39 年７月 日野市青少年
問題協議会地区委員会として
発足。
平成２年４月から日野市地区
青少年育成会となる。
平成18 年4 月より日野市青少
年育成会連合会を発足。

■より多くの地域の中の子ど
もたちが様々な体験・経験が
できるよう、中学校地区（８
地区）ごとのイベントや企画
を市としても引き続きバック
アップしていく。
■各地区育成会及び連合会の
活動が安定的かつ継続的に実
施できるよう普及啓発に努め
ていく。

子育て課

■各地区育成会の活動
地域の子どもたちが様々な体
験・経験ができるよう、中学
校区ごとに地域の特色を活か
したイベントや企画を実施す
る。
■育成会連合会の活動
各地区育成会が相互に連携・
協力することで、日野市が一
体となって青少年健全育成に
取り組んでいく。

■各地区の主な活動実績
≪一中地区≫
「ふれあいデイキャンプ」
「ふれあいたすきリレー」
≪二中地区≫
「三世代の集い」
「初日の出ふれあいマラソン」
≪七生中地区≫
「第26回スポーツまつりinななお」
「第40回初日の出マラソン」
≪三中地区≫
「さといも植え・観察会・収穫祭」
「ふれあいコンサート」
≪四中地区≫
「ウォークラリー・手作り広場」
「新四中生交流会」
≪三沢中地区≫
「三沢中学校サバイバルキャンプ」
「小中交流会」
≪大坂上中地区≫
「ふれあいまつり」「ふれあいハイク」
≪平山中地区≫
「第24回夏休みキャンプin平山小学校」
「第26回浅川ふれあいマラソン」
■育成会連合会の主な活動
・いきいき体験事業（7/28、8/26）
・研修交流会（2/5）

Ａ 

■各地区育成会の活動
地域の子どもたちが様々な
体験・経験ができるよう、
中学校区ごとに地域の特色
を活かしたイベントや企画
を実施する。
■育成会連合会の活動
各地区育成会が相互に連
携・協力することで、日野
市が一体となって青少年健
全育成に取り組んでいく。
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④青少
年委員
の活動

■青少年の健全育成及び青少
年教育の振興を図るため、各
中学校区２名、計１６名の青
少年委員を委嘱している。
（任期２年）
■「みんなの遊・友ランド」
の企画・運営やジュニアリー
ダー講習会をはじめとした市
事業への協力を行っている。
■委員の個人活動として、そ
れぞれの地域で、地区育成会
活動、児童館ボランティア、
小中学校・特別支援学校のサ
ポート等を行っており、毎月
の定例会において、委員間・
地区間の情報を交換・共有し
ている。
■青少年委員制度として昭和
35年発足。

■会の活動・個人活動を通し
て地域の青少年と関わり、各
委員の得意分野・スキルを生
かした様々な角度からの青少
年育成に努める。
■各委員の地域のネットワー
クを活用して、助け合うこと
の大切さ、いろいろな人達を
触れ合うことの楽しさを感じ
てもらい、青少年を地域での
ボランティア活動に誘引す
る。
■地域と行政のパイプ役とし
て、青少年関係団体・大学等
と連携を取りながら、子ども
たち・地域のために何かした
い人と子どもたち・地域のた
めに活動している人をつな
ぎ、活動を支援していく。

子育て課

■地域と行政のパイプ役とし
て、青少年関係団体・大学等
と連携を取りながら、子ども
たち・地域のために何かした
い人と子どもたち・地域のた
めに活動している人をつな
ぎ、活動を支援していく。
■ジュニアリーダー講習会と
の連携強化。各委員の得意分
野スキルを活かしたプログラ
ム提供・研修等を実施する。

■平成28年度の主な活動
定例会（月１回）、青少年委員だよりの発行（年2
回）、あさひっこまつり、みんなの遊・友ランド、自
然体験広場自主企画、手をつなごう・こどもまつり、
あきなかだ
■ジュニアリーダー講習会にサブ講師という立場で参
加し、各講習会において青少年委員の人脈・経験・ス
キルを活かした企画を実施。（大きな風船、ハンドロ
ウル・ボッチャ体験、ナイトハイク等）
■地域で子ども達と関わる人として、各種会議体に出
席。（子育て支援ネットワーク連絡協議会、日野市い
じめ問題対策連絡協議会、第3期日野市地域福祉計画
推進委員会、子ども・子育て支援会議等）
■東京都青少年委員会連合会に所属し、都全体（月１
度）、多摩地区（奇数月のみ）の会議に出席し、他市
の青少年委員と情報交換・研修等を行っている。

Ａ 

■引き続き地域と行政のパ
イプ役として、青少年関係
団体・大学等と連携を取り
ながら、子どもたち・地域
のために何かしたい人と子
どもたち・地域のために活
動している人をつなぎ、活
動を支援していく。
■ジュニアリーダー講習会
との連携強化。

⑤青少
年問題
協議会

■青少年の指導育成、保護及
びきょう正に関する総合的施
策の樹立に必要な事項を調査
審議、関係団体相互の連絡・
調整を行う機関。
■委員数24人（平成27年3月31
日現在）

■青少年の指導育成、保護及
びきょう正に関する総合的施
策の樹立に必要な事項を調査
審議、関係団体相互の連絡・
調整を行う機関として、引き
続き、青少年を健全に育成し
ていくための調査審議を行っ
ていく。
■時代に即した協議会のあり
方を検討していく。

子育て課

■青少年を取り巻く環境の変
化に伴い、課題が複雑・多様
化しているため、課題ごとの
協議会などで議論している。
また、問題解決に向けて関係
機関との連携も可能になって
きている。
■青少年問題協議会の定期的
な開催は一旦中止し、各個別
協議会の進捗状況等を見なが
ら、必要に応じて開催を検討
していく。

■開催なし Ａ 

■青少年健全育成基本方針
に関わるような重要な課題
が生じた際に会議を開催す
る。

⑥子ど
も・子
育て支
援会議

■子ども・子育て支援法（平成24
年法律第65 号）第77 条第１項の
規定に基づく。平成25 年10 月に
発足。
■委員構成 委員20 人以内
①子どもの保護者。
②地域において子どもの育成及び
子育ての支援活動に携わる者。
③市内の民間企業の事業主を代表
する者。
④市内の民間企業の労働者を代表
する者。
⑤子ども・子育て支援に関する事
業に従事する者。
⑥子ども・子育て支援に関し学識
経験のある者。
⑦関係行政機関の職員。
⑧その他市長が必要と認める者。
■所掌事務
①特定教育・保育施設（認定こど
も園、幼稚園、保育所）の利用定
員の設定に関すること。
②特定地域型保育事業（小規模保
育等）の利用
定員の設定に関すること。
③市町村子ども・子育て支援事業
計画の策定・変更に関すること。
④子ども・子育て支援に関する施
策の推進について必要な事項及び
施策の実施状況の調査審議に関す
ること。

■新！ひのっ子すくすくプラ
ンにおいても、計画の評価と
検証の仕組みが必要になるこ
とから、ＰＤＣＡサイクルを
実施し、市民参画や地域との
連携のもとに進めていきま
す。
■幅広い委員構成であるた
め、会議を活用し、以下の取
り組みを実施。
①仕事と生活の調和の実現に
向けた労働者、事業主、地域
住民の理解や合意形成の促進
などの広報、啓発。
②法その他の関係法律に関す
る労働者、事業主、地域住民
への広報、啓発。
③仕事と生活の調和の実現の
ための働き方の見直し及び子
ども・子育て支援に取り組む
企業及び民間団体の好事例の
情報の収集及び提供等。

子育て課

■会議の役割
・新！ひのっ子すくすくプラ
ンの評価・検証
・子ども・子育て支援に関す
る施策の推進について必要な
事項及び施策の実施状況の調
査審議に関すること。
■開催スケジュール（予定）
第1回　平成28年5月25日(水)
第2回　平成28年8月4日(木)
第3回　平成28年9月29日(水)
第4回　平成28年11月24日
(金)
第5回　平成29年1月26日(木)

■子ども・子育て支援会議を開催
第1回開催　平成28年5月25日(水)
(1)会議の役割と今後のスケジュールについて(2) 教
育・保育、地域子ども・子育て支援事業の主な施状況
(3)子どもの貧困の取り組みについてほか
第2回開催　平成28年8月4日(木)
(1)新！ひのっ子すくすくプラン～日野市子ども・子
育て支援事業計画～進捗状況について(2)放課後等の
児童の居場所あり方検討会について（3）児童扶養手
当額の改定について
第3回開催　平成28年11月24日(金)
(1)保育園の定員変更及び今後の計画について(2)学童
クラブの定員変更について（3）認証保育所の補助金
の見直しについて（4）しんめい児童館運営業務の民
間委託についてほか
第4回開催　平成29年1月26日(木)
(1)しんめい児童館運営業務受託候補者の決定につい
て(2)児童福祉法の改正について（3）意見交換

　

Ａ

■会議の役割
・新！ひのっ子すくすくプ
ランの評価・検証
・子ども・子育て支援に関
する施策の推進について必
要な事項及び施策の実施状
況の調査審議に関するこ
と。
■開催スケジュール（予
定）
第1回平成29年6月9日(金)
第2回平成29年8月3日(木)
第3回平成29年11月16日
(木)
第4回平成30年1月18日(木)
■日野市子ども・子育て支
援事業計画の中間年の見直
しを行う。
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⑦手を
つなご
う・こ
どもま
つり

■日頃から子どもに関わって
いる諸団体（青少年育成団
体・市民団体・行政機関・児
童館など）が実行委員会を組
織し10 月の日曜日に日野中央
公園・市民プラザにて実施。
親子で楽しめるイベントを多
数用意し、子どもが日頃の成
果を発表できるステージも設
置。子どもに関わっている諸
団体がこのイベントを通じ交
流を深めている。
■【経過】
平成３年度 日野市青少年育成
市民交流集会発足。
平成６年度「ＷＡＩＷＡＩ
ワールド～じどうかんまつり
～」を実施。
平成７年度「浅川で手をつな
ごう」実施。
平成15 年度 万願寺中央公園
に場所を移し「手をつなご
う」実施。
平成22 年度「手をつなごう・
こどもまつり」として開始。

■日頃から子どもたちの育成
のために活動している市内の
様々な団体や機関、市民が交
流・連携・協働し、より大き
な人の輪をつくり、子どもた
ちのより健やかな育ちを支え
ていくためのきっかけづくり
の場とする。
■子どもたちの主体的な活動
を通した自己実現の場として
確保し、「ともに創りあげる
喜び」を分かち合い「自分を
大切にし、また他者を思いや
り尊重する心」を涵養するた
めの場とする。
■このイベントを通して子ど
もに関わっている諸団体の交
流を深め、日常の活動でも協
力関係が築けるよう促してい
く。

子育て課

■日頃から子どもに関わって
いる団体により実行委員会を
立ち上げ、イベントを通して
交流を深めるとともに、子ど
もが日頃の成果を発表できる
場とする。
■雨の場合のイベントの実施
について検討する。

■手をつなごう・こどもまつり
平成28年10月9日　午前10時～午後2時30分
青少年育成団体・市民団体・行政機関・児童館など54
団体がステージ演奏やイベントなどを実施。
※雨天のため日野市立日野第七小学校体育館を使用
①青少年団体や子どもの団体によるステージパフォー
マンス
②青少年団体等によるイベント・展示
③全体企画
「僕の・私の金メダル」
オリンピックイヤーにちなみ、自分の頑張っているこ
とや自慢、大切なもの等を、子ども達にメダル形の紙
に記入してもらい、展示を行った。
「ヒノソング」
ステージにおいて日野市の子ども達にとって馴染み深
い「ヒノソング」を全員で踊り、フィナーレとした。
■手をつなごう・こどもまつり実行委員会（計5回）
平成28年5月26日、6月29日、8月31日、9月29日、11月
18日
■手をつなごう・こどもまつりパネル展示
平成28年10月29日～11月11日
日野市役所1階の展示スペースにおいて、手をつなご
う・こどもまつり参加団体のプロフィール紹介や、全
体企画の「僕の・私の金メダル」・ヒノソングのパネ
ル展示を実施。

Ａ 

■平成28年度
は雨天のた
め、七小体育
館にて規模を
縮小して実
施。想定以上
の参加があ
り、動線の確
保等の安全
面、雨天時な
らではの物品
準備不足等課
題が残った。
雨天時の対応
については、
今後も要検
討。
■平成30年度
より市庁舎の
耐震工事の関
係で市民プラ
ザが資材置き
場となり、使
用不能とな
る。平成30年
度以降の会場
について、要
検討。

■引き続き、日頃から子ど
もに関わっている団体によ
り実行委員会を立ち上げ、
イベントを通して交流を深
めるとともに、子どもが日
頃の成果を発表できる場と
する。

（３）地域と学校の連携

事業 内容 方向性
（平成27年4月～平成32年3月）

方向性の変更
（平成29年4月～）

担当課 平成28年度の取り組み 平成28年度実績 評価 課題 平成29年度の取り組み

①コ
ミュニ
ティ・
スクー
ル運営
事業

■コミュニティ・スクール
は、地域が一定の権限と責任
をもって学校運営に参加する
ことで、学校と地域が一体と
なって、地域に開かれ地域に
支えられた学校づくりを実現
する仕組みであり、平山小と
東光寺小で導入。（平成26 年
度現在）

■今後の他校への導入につい
ては、学校や地域の意向を尊
重しながら検討していく。

学校課

■文部科学省の補助事業を継
続し、東京都からも1/3の補
助を受けられることとなっ
た。
■昨年中教審答申で努力義務
とされ、今後の動向を注視す
る
■委員の任期の期限（5期）
が近づいており、委員の一斉
交代にならないよう協議会へ
働き掛ける。

■コミュニティ・スクールを導入している平山小学
校、東光寺小学校において、協議会の開催、広報誌の
発行などの活動を行った。

Ｂ 

■コミュニ
ティ・スクー
ルの意義につ
いて情報提供
し、学校、保
護者、地域と
連携して導入
を進めてい
く。

■コミュニティ・スクール
の設置が努力義務となり、
学校評議員制度からの移行
について検討する。

②ホー
ムペー
ジでの
学校情
報提供

■ＩＣＴ活用教育の推進策の
ひとつとして、「学校Ｗｅｂ
サイトによる見える学校づく
り」を掲げ、市内の全小中学
校各校の特色ある取り組みを
ホームページで公開してい
る。

■各学校が、それぞれのオリ
ジナリティを出して、保護者
や地域の方だけでなく、広く
それぞれの取り組みや活動を
発信し、見える学校づくりを
推進していく。

学校課

■学校経営重点計画の見える
化を行う。第２次学校教育基
本構想を踏まえ各校独自に設
定できるよう自由化してお
り、さらに各学校の特色ある
教育活動を進める。

■各学校が、学校Ｗｅｂサイトによる見える学校づく
りに向けて、日々の学校での様子や学校行事、様々な
特色ある活動など発信を行った。

Ａ 

■学校Ｗｅｂサイトを活用
して情報発信を行い、見え
る学校づくりを推進してい
く。
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③学校
地域支
援本部

■地域の人々が学校運営を支
援する「学校支援地域本部」
の設置を支援し、地域全体で
子どもたちを育む環境を整備
する。
■学校の依頼と地域のボラン
ティアをつなぐ役割のコー
ディネーターを各校に配置し
ている。
■支援内容としては「学習支
援」「環境整備」「登下校の
見守り」「行事の支援」など
を実施。

■市内小学校ごとに地域支援
本部を設置し、学校と地域の
連携体制の構築や制度の周知
を図る。

生涯
学習課

■引き続き地域全体で子ども
たちを育む環境を整備する。
各校のコーディネーターへの
支援や、関係機関との情報交
換等を行う。

■全小学校（17校）において、学校の要望に応え、学
校支援コーディネーターの調整により保護者等の多く
のボランティアを募り、様々な支援が行われた。
・活動日数　3,087日（学習支援　1459日、環境整備
782日、学校行事支援　66日、登下校の見守り　780
日）
・参加人数　20,197人

Ａ 

■当該事業の
周知。ＰＴＡ
等との連携。
学習支援事業
の検討

■引き続き地域全体で子ど
もたちを育む環境を整備す
る。各校のコーディネー
ターへの支援や、関係機関
との情報交換等を行う。

④地域
の人材
を活用
した教
育の充
実（外
部指導
員な
ど）

■「ひの２１世紀みらい塾」
として、特技を活かして教え
たいという市民講師や、市職
員を派遣・紹介し、市民の学
び合いを支援する。

■生涯学習推進基本構想・基
本計画をもとに、より効果的
な市民の学び合いができるよ
う検討していく。

生涯
学習課

■引き続き市民の学び合いの
支援を行う。
他市の状況を参考に、より効
果的な支援ができるよう検討
していく。

■市民講師や市職員を派遣し、市民の学習支援を行っ
た（延べ実施件数128件、参加者数1,359人）。
冊子やホームページ、広報等を使い、事業の周知や活
用呼びかけのほか、登録講座の紹介を行った。また登
録講師の募集も行った。

Ａ 

■当該事業の
周知及び利用
数向上
■登録講師の
活躍機会の拡
大

■引き続き市民の学び合い
の支援を行う。ホームペー
ジ、広報等を使い、事業の
周知や活用促進を図る。
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Ⅲ　共に生き、互いに育てあるまち

方針２）安心して子育てができる安全なまちづくり

（１）安全、安心なまちづくりの推進

事業 内容 方向性
（平成27年4月～平成32年3月）

方向性の変更
（平成29年4月～）

担当課 平成28年度の取り組み 平成28年度実績 評価 課題 平成29年度の取り組み

①通学
路など
登下校
の安全
確保

■日野市通学路交通安全プロ
グラムに基づき、警察、道路
管理者、学校、ＰＴＡ、教育
委員会による通学路の合同点
検をＰＤＣＡサイクルにより
行っていく。
■小学校の通学路に防犯カメ
ラを設置し、防犯効果を高め
る。
■児童またはＰＴＡが地域を
見回り、自ら危険箇所を見つ
け、安全マップを作成し配布
する。

■平成27 年度から日野市通
学路交通安全プログラムが始
動するため、このプログラム
の円滑な運用に取り組んでい
く。
■モデル校の通学路に防犯カ
メラを設置し、課題を整理し
ながら、さらなる設置を検討
し進めていく。
■学校家庭地域が一体とな
り、安全マップを毎年更新
し、充実を図る。

学校課

■日野市通学路交通安全プロ
グラムに基づく点検の実施
■防犯カメラを小学校の通学
路に設置（5校）
■安全マップの作成

■豊田小、五小、六小、滝合小、旭が丘小の通学路に
各校5台、計25台の防犯カメラを設置することがで
き、通学路の防犯強化を図ることができた。
■平成29年度に防犯カメラを設置する潤徳小、平山
小、南平小、東光寺小、七生緑小の防犯カメラ設置予
定箇所の抽出を行うことができた。
■日野市通学路交通安全プログラムに基づく通学路の
合同点検により、潤徳小、平山小、八小、南平小、夢
が丘小、七生緑小の通学路点検を行った。危険箇所33
箇所の点検を行い、うち対策必要箇所として26箇所を
抽出した。
■日野市通学路安全推進会議を開催し、通学路合同点
検の成果として対策済みの5箇所（右折矢印信号の増
設（石田二丁目）、横断歩道塗り直し・ポストコーン
修繕（三沢四丁目）、ガードレール修繕（三沢一丁
目）、ポストコーンをガードレールに改善（南平一丁
目）、草刈・街路灯清掃（三沢884番地付近））と一
部対策が行われた4箇所の報告をするとともに、今後
の対策実施予定箇所を確認した。

Ａ 

■平成28年度設置により7校35
台の防犯カメラ設置が完了し
た。残り10校50台の設置が
残っているため、今後も設置
箇所周辺地域に配慮しながら
設置を進めていきたい。
■防犯カメラの設置台数が増
加することにより管理面の課
題も増えてくることが想定さ
れる。防犯カメラが安定して
稼動するように努めていく。
■日野市通学路交通安全プロ
グラムに基づく合同点検は平
成30年度の点検をもって1回目
の全小学校の点検が完了す
る。いままで点検した学校の
対策必要箇所も含めて、対策
の実施を進め、安全な通学路
の確保を図っていくととも
に、2回目の点検に向けてPDCA
サイクルによる点検が進めら
れるように対策の進行状況を
引き続き確認し、整理してい
く。

②学校
防犯カ
メラ

■学校等敷地内への不審者対
策として、児童生徒等の安全
を確保するため、門または昇
降口の付近にカメラを設置
し、施設内への立ち入りを撮
影及び確認するもの。全小中
学校設置。

■学校等の敷地内における児
童生徒等の安全を確保するた
め、不審者等の敷地内への立
ち入りを今後も防犯カメラに
て常時確認していく。

庶務課

■児童生徒の安全を確保する
ため、防犯カメラの適正な運
用とシステムの保守管理に努
める。

■児童生徒の安全のため、防犯カメラの適正な運用と
保守管理を行った。 Ａ 

■設備の老朽
化が進んでお
り、更新時期
の検討が必
要。
■カメラの防
犯範囲など適
正であるか随
時検証が望ま
れる。

■児童生徒の安全を確保す
るため、防犯カメラの適正
な運用とシステムの保守管
理に努める。

③ス
クール
ガード
ボラン
ティア

■子どもの安全や地域の安心確保
のためには、保護者や地域の人た
ちによる“見守り”が大変重要な
ことから、「ウォーキングやジョ
ギングをしながら、通学路をパト
ロールする。」「買い物の時
間を下校時間に合わせ、通学路を
通ってみる。」「散歩のコースを
通学路にして、登下校時に子ども
たちと歩く。」など、ひとりでも
多くの大人が、自分のできる範囲
で、無理なく長期的に子どもたち
を見守っていただくボランティア
のこと。
■小学校ごとに登録していただ
き、登録後「スクールガードボラ
ンティア」の腕章・笛・ボラン
ティア証を貸し出しする。

■市内の小学校全校でボラン
ティアが活動している。登録
者も年々増加しており子ども
たちや地域の防犯、安全に寄
与しているので、さらなる拡
がりを見せるような事業展開
を行っていく。

庶務課

■新たな登録者の獲得と、登
録者の活動に対するモチベー
ション維持のため、定期的な
情報提供や研修会の開催を検
討し、活動の活性化を図って
いく。

■平成28年度末の登録者数1,604名（平成27年度中の
登録者増数23名）
■各地域で、学校や地域の団体と連携した見守り活動
が行われた。

Ｂ
■登録者の伸
びが鈍ってき
ている。

■新たな登録者の獲得のた
め、独自の活動として見守
りを行っている団体と連携
し調整を図っていく。
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④セー
フティ
教室

■小学校、中学校全校でセー
フティ教室を関係機関の方を
講師に招いて開催している。
■保護者や地域も参加した形
式での充実を図っていく。

■非行防止・犯罪の未然防止
を目的として、警察等関係機
関と連携して、小・中学校で
年１～２回実施。保護者、地
域の方との意見交換会を実施
している。
■今後も、地域、関係機関と
連携して小中学校全校でセー
フティ教室を実施し、健全育
成の充実を図る。

学校課

■今後も、地域、関係機関と
連携して小中学校全校でセー
フティ教室を実施し、健全育
成の充実を図る。

■非行防止・犯罪の未然防止を目的として、警察等関
係機関と連携して、小・中学校全２５校で年１回～２
回セーフティ教室を実施した。その後、保護者、地域
の方との意見交換会を実施し、多くの方が参加した。

Ａ 

■今後も、地域、関係機関
と連携して小中学校全校で
セーフティ教室を実施し、
健全育成の充実を図る。

⑤不審
者情報
など
メール
配信
サービ
ス

■あらかじめ登録していただ
いた携帯電話やパソコンの
メールアドレスに、不審者出
没や災害発生等の情報を配信
するサービス。学校や幼稚
園、学童クラブからの情報も
受け取れる。
■提供する情報は、①不審者
情報 ②学校・幼稚園生活情報
及び学童クラブ情報③防災安
全情報 ④高齢者行方不明情報
⑤障害者行方不明情報であ
り、受け取る情報の選択が可
能。

■当初は緊急性の高い情報だ
けを取り扱っていたが、発信
先の間口が広がることにより
その他の防災情報・生活情報
等の提供要望も多いので、担
当窓口の一本化を図るよう調
整を行い、より使いやすく有
益な情報発信ができるような
システムを構築する。

庶務課

■①不審者情報 ②学校・幼
稚園生活情報及び学童クラブ
情報③防災安全情報 ④高齢
者行方不明情報 ⑤障害者行
方不明情報を従前どおり配信
していく。
■担当窓口の一本化に併せ
て、より良いシステムへの変
更・更新について、関係機関
と調整を継続して続けてい
く。

■①不審者情報については、配信していない。 ②学
校・幼稚園生活情報及び学童クラブ情報③防災安全情
報 ④高齢者行方不明情報 ⑤障害者行方不明情報を従
前どおり、各学校、担当課において配信した。
■配信希望部署が増えているため、市全体の取組とし
てとらえられる取りまとめの部署へ移行するように調
整していく。

Ｂ 
■取りまとめ
の部署の移行

■①不審者情報について
は、今後も配信しない。
②学校・幼稚園生活情報及
び学童クラブ情報③防災安
全情報 ④高齢者行方不明
情報 ⑤障害者行方不明情
報を従前どおり、各学校、
担当課において配信する。
■取りまとめの部署の移行
について、具体的に関係各
課と調整し、早期の実現を
図る。

⑥あい
さつ運
動

■第22期青少年問題協議会の
提言を受けて、事業を平成17
年度開始。
■地域で子どもと大人があい
さつを交わすことにより、お
互いに顔見知りになり、地域
の結びつきを強めて、子ども
の安全を守ることが趣旨。
■具体的には、奇数月の最初
の登校日に教職員、市職員、
保護者、自主防犯組織、自治
会、市民活動団体、シルバー
人材センターなど地域の人々
が校門前で生徒の登校をあい
さつで迎える。
■小中学校にあいさつ運動の
のぼり旗を掲げている。

■地域の大人同士がつなが
り、大人と子どもが互いに顔
の見える関係づくりが進んで
いるが、依然として子どもが
巻き込まれる痛ましい事件の
報道が後を絶たない現状もあ
る。
■より多くの地域の皆様に関
わっていただけるよう、参加
しやすいきっかけづくり、関
係機関と連携し防犯意識をさ
らに向上することなどが課
題。
■子どもたちが、地域の大人
に見守られているという安心
感の中で成長できるよう、さ
らに地域のつながりを広げて
いきたい。

子育て課

■地域の結びつきを強めるた
めに引き続き、奇数月の最初
の登校日に市内全ての小・中
学校で教職員、市職員、保護
者、シルバー人材センターな
ど地域の人々によりあいさつ
運動を行う。

■実施日
5月2日（月）（※六小のみ6日（金）に実施）
7月1日（金）
9月1日（木）
11月1日（火）
1月10日（火）
3月1日（水）
■実施時間
小学校：7時50分～8時20分
中学校：8時00分～8時30分
■実施場所
小学校17校、中学校8校

Ａ 

■地域の結びつきを強める
ために引き続き、奇数月の
最初の登校日に市内全ての
小・中学校で教職員、市職
員、保護者、シルバー人材
センターなど地域の人々に
よりあいさつ運動を行う。
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⑦自主
防犯組
織育成
支援事
業

■地域との合同防犯パトロー
ルの実施や自主防犯組織育成
事業交付金の交付等、人的・
物的支援を行うとともに、各
種防犯研修会等を実施するこ
とにより、防犯活動の更なる
強化、及び市民の防犯意識の
向上を図る。

■自主防犯組織の新規結成を
促進するとともに、既存組織
の更なる活性化を図る。

防災
安全課

■引き続き、地域の安全安心
図るため、自主防犯組織の新
規結成を促進するとともに、
既存組織の更なる活性化を図
る。

■平成28年度実績として自主防犯組織が前年より2組
織増加し185組織となり、更なる地域の見守り体制を
構築することができた。

Ｂ 

■新組織の立
上は、頭打ち
になってきた
ため、既存組
織の活性化を
図る必要があ
る。

育成交付金の再交付を活用
し、既存組織の若返りや活
動の継続化を推進する。

⑧市内
安全パ
トロー
ル

■下校時の子どもの見守りを
中心に、専門知識を持った警
視庁ＯＢによる犯罪特性に留
意した青色防犯パトロール等
を実施することにより、各種
犯罪の抑止、及び防犯体制の
強化を図る。

■地域に密着した防犯パト
ロールを推進することによ
り、子どもが犯罪に巻き込ま
れない地域社会の実現を目指
す。

防災
安全課

■引き続き、地域の見守りを
推進すると共に、犯罪抑止に
効果的な場所に街頭防犯カメ
ラを設置する。（駅周辺）

■平成28年度街頭防犯カメラ設置箇所
　日野駅東側1台、万願寺駅1台
　百草園駅2台、南平駅1台
　平山城址公園駅1台　計6台設置

Ａ 

■設置台数の
増加に伴い保
守管理の対応
が必要とな
る。

■引き続き、未設置の駅周
辺に設置していく。

⑨「こ
どもを
守る
ネット
ワー
ク」事
業

■市庁用車に指定ステッカー
を貼付するとともに、車両業
務中に、子どもの身の危険を
察知、あるいは、子どもから
救助を求められた際に、子ど
もを一時的に保護し、警察に
通報する事業。

■引き続き、継続実施する。
防災
安全課

■27年度と同様に引き続き継
続実施する。

■青色防犯パトロールによる子どもの見守りを実施し
ている。 Ａ 

■引き続き、庁用車での見
守り及び青色防犯パトロー
ルによる子どもの見守りを
実施していく。

（２）子育てしやすいまちづくり

事業 内容 方向性
（平成27年4月～平成32年3月）

方向性の変更
（平成29年4月～）

担当課 平成28年度の取り組み 平成28年度実績 評価 課題 平成29年度の取り組み

①住宅
マス
タープ
ランの
推進

■高齢者向け住宅の確保、三
世代近居・隣居・同居の推
進、住み替えやリバースモー
ゲージの推進、新たな公営住
宅施策の展開、省エネルギー
住宅の普及促進、住宅の耐震
改修促進等、「日野いいプラ
ン2020」「環境基本計画」
「行財政改革大網」等の見直
された基本構想・基本計画と
整合した住宅政策を推進す
る。

■国と都が策定する住生活基
本計画を踏まえ、平成26年度
中に日野市の住宅マスタープ
ランの改訂を行い、子育て支
援にもつながる住宅施策を総
合的かつ計画的に推進する。

都市
計画課

■住宅ストック活用推進協議
会準備会での議論を経て、空
家対策特別措置法に基づく対
策計画及び法を補完する条例
を策定する。
■準備会を法定協議会に発展
させ、空き家の有効活用、発
生予防、適正管理などについ
て具体的な施策を立案する。
■子育て世帯を含む住宅確保
要配慮者の民間賃貸住宅等へ
の円滑な入居を促進するため
住宅セーフティネット法に基
づく居住支援協議会を発足さ
せる。

■日野市空き住宅等対策計画の策定及び日野市空き住
宅等の適切な管理及び活用に関する条例の制定を行っ
た。
■法定協議会として、市条例でも位置付けた。対策計
画に基づく、不動産流通に関する覚書の締結や空き家
活用の希望者登録制度の運用、市民に対する空き家対
策報告会等の施策を実施した。
■日野市居住支援協議会を発足した。

Ａ 

■対策計画及び市条例に基
づき、空き家の活用の促進
や関係団体との連携の拡充
を図り、空き家対策を推進
する。
■居住支援協議会の取り組
みを検討を進め、ひとり親
世帯を含む住宅困窮者に対
する拒まれない住宅の確保
を行う。
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②公園
探検隊
事業

■地域の特性を生かした市民
が利用しやすい「特徴ある公
園づくり」及び公園管理など
の見直しを市民参画で推進す
る。

■平成22 年度までの9 年
間、市民とともに公園マップ
の作成やバリアフリー調査な
どを行い成果をあげてきた。
■メンバーの高齢化や転出に
伴い、近年は組織が消滅して
いる状況を踏まえ、方向性に
ついて検討
していく。

緑と
清流課

■都市公園･児童遊園･地区広
場など、公園類似施設が多数
混在している現状の整理及び
地域のニーズに沿った利用
ルールの検討が課題となって
いるため、条例改正の検討を
進める。

■都市公園･児童遊園･地区広場などについて、課内で
今後の方向性の検討をはじめた。 Ｂ 

■公園のあり
方検討
子どもが遊べ
る公園づく
り。
公園遊具修繕
計画の実施

■都市公園･児童遊園･地区
広場など、公園類似施設が
多数混在している現状の整
理及び地域のニーズに沿っ
た利用ルールの検討が課題
となっているため、条例改
正の検討を進める。

③通学
路の整
備

■第二次日野市バリアフリー
特定事業計画の策定や、各小
学校の通学路の点検など、市
民参画による道路整備を図
る。

■第二次日野市バリアフリー
特定事業計画に基づき、歩道
のバリアフリー化を図る。
■平成26 年度末に策定予定
の（仮称）通学路交通安全プ
ログラムに基づき、教育委員
会、学校関係者、ＰＴＡ、各
管理者による合同点検の継
続、対策の改善、充実等をＰ
ＤＣＡサイクルで実施し、通
学路の安全性向上を図る。

道路課

■平成27年度に契約不調だっ
た幹線市道Ⅰ－9号線バリア
フリー化工事の設計内容の見
直しを行い、再度、平成28年
度に発注することを検討。
■日野市通学路交通安全プロ
グラムに基づき平成27年度に
合同点検を実施した、市道10
箇所の安全対策のうち、残り
の全8箇所の安全対策を実
施。また、平成28年度は南平
小、潤徳小、八小、七生緑
小、夢が丘小、平山小の通学
路合同点検を実施する（主体
は学校課）

■第二次日野市バリアフリー特定事業計画に基づき、
日野駅東側の幹線市道Ⅰ－9号線（市役所通り）バリ
アフリー化工事を平成29年1月～3月に実施した。本工
事の実施により日野駅東側の主要な経路のバリアフ
リー化が完了し回遊性を確保することで、市民の安
全・安心の向上を図ることが出来た。
■日野市通学路交通安全プログラムに基づき平成27年
度に合同点検を実施した、市道10箇所の安全対策のう
ち、残りの全8箇所の安全対策と注意喚起看板43枚を
設置し通学路の安全・安心の向上を図ることが出来
た。また、平成28年度は南平小、潤徳小、八小、七生
緑小、夢が丘小、平山小の通学路合同点検を実施し対
策工事を検討した。（主体は学校課）

Ａ 

■平成27年度に幹線市道Ⅰ
－20号線の道路用地を取得
したことに伴い、平成29年
度は道路改良工事（拡幅工
事を）実施する。なお、本
工事の中でバリアフリー化
も合わせて実施する。
■日野市通学路交通安全プ
ログラムに基づき平成28年
度に合同点検を実施した、
市道20箇所の安全対策のう
ち、残りの全15箇所の安全
対策を実施予定。また、平
成29年度は東光寺小、仲田
小、一小、三小、四小、七
小の通学路合同点検を実施
する（主体は学校課）

④第二
次日野
市交通
バリア
フリー
基本構
想

■第二次日野市バリアフリー
基本構想に指定されている路
線について計画的に整備を
行っていく。
■市では市民だれもが自らの
意思であらゆる活動に自由に
参加し、人生を楽しみながら
希望を持って生きられる社会
を築くことを目的に、ユニ
バーサルデザインによるまち
づくりを進め、重点整備地区
を中心に全市のバリアフリー
ネットワークの形成を目指す
もの。また、ハード面のバリ
アフリー化だけでなく、情報
提供のルールや仕組み等のソ
フト面のバリアフリー化、関
係者の援助やマナーの向上等
のハート面のバリアフリー化
（心のバリアフリー化）を行
う。

■平成25年３月に策定した第
二次日野市バリアフリー特定
事業計画に基づき、子育て世
代を含む誰もが自由で快適に
移動できる環境整備を進め
る。

都市
計画課

■第二次日野市バリアフリー
特定事業計画に基づき、事業
の進捗状況を把握するため、
進行管理調査アンケートを行
う。
■心のバリアフリー化を推進
するために職員研修を実施す
る。
■日野市ユニバーサルデザイ
ンの推進・啓発のため、日野
市ユニバーサルデザイン推進
功労者表彰の募集を行う。

■進行管理調査アンケートを実施した。
（回収率86％）
アンケート送付数　49件
アンケート回収数　42件
（引き続き調査を継続）
■心のバリアフリー化を推進するために職員研修を1
回実施した。
■日野市ユニバーサルデザイン推進功労者表彰の募集
を実施したが応募件数1件に対し協議会で審査の結果
表彰基準に満たなかったため表彰件数は0件であっ
た。

Ａ 

■7地区に及ぶ
第二次日野市
バリアフリー
特定事業計画
の計画エリア
の進行管理を
正確且つ効率
的に進めてい
くか。

■進行管理アンケート及び
現地確認を実施の上進行管
理会議を開催する。
■進行管理会議等を通じ進
行管理を実施すると共に課
題の洗い出しも行う。
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⑤まち
づくり
マス
タープ
ランの
推進

■現行のマスタープランにつ
いて、策定後の社会経済情勢
の変化や、日野市を取り巻く
環境変化等を踏まえるととも
に、その後の行政施策の状
況、地域の要請の変化等に対
応するよう、３か年でまちづ
くりマスタープランの改訂作
業を行う。

■現行のマスタープラン及び
これを行政・市民・事業者の
協働で実現するための「まち
づくり条例」の理念を継承す
る。
■安全安心で利便性が高く若
年層や子育て層が定住する都
市の実現を目指して基礎調査
や改訂作業を進める。

都市
計画課

■庁内会議による現行マス
タープランの中間検証を経
て、有識者や公募市民による
コア会議において目指すべき
都市像を定め、実現に向けた
土地利用ルールや都市施設の
整備方針等を検討する。
■コア会議において直面する
都市計画の課題を抽出し、市
民参画で解決策を議論するた
め課題別のワークショップを
開催する。

■客観的指標の分析をもとに、有識者委員との意見交
換をふまえ、改訂に向けた概括素案を作成し、改訂検
討会議等の準備を行った。

Ａ 

■人口減少・
高齢化・世代
バランス不均
衡化など、複
合的な課題が
ある中で、全
庁的に連携を
しながら施策
を検討する必
要がある。

■将来像に向けて必要な施
策を整理し、庁内検討を進
める。
■地域別やテーマ別の検討
会議等により、市民参画を
得ながら見直し方針を検討
する。
■立地適正化計画（日野市
版コンパクトシティ形成方
針、誘導区域、誘導施策を
それぞれ設定）を含むまち
づくりマスタープラン改訂
の素案を作成する。
■素案をもとに、都計審・
市民まちづくり会議等の意
見聴取、パブコメを経て、
案を作成し、平成30年度の
議会議決に向けた準備を整
える。
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Ⅳ　命を慈しむ心を育て、次の世代の親を育てる

方針１）家族や地域の人とのふれあいを促進

（１）家族のふれあいの促進

事業 内容 方向性
（平成27年4月～平成32年3月）

方向性の変更
（平成29年4月～）

担当課 平成28年度の取り組み 平成28年度実績 評価 課題 平成29年度の取り組み

①家族
ふれ愛
の日の
啓発
（写真
展）

■第23期青少年問題協議会の
提言を受けて、事業を平成20
年度開始。
■毎月第３日曜日を「家族ふ
れ愛の日」と定め、親子の会
話、心のかよう温かな家庭づ
くりが推進できるよう啓発し
ていくことが提言された。
■具体的には、家族ふれ愛写
真展を毎年開催し、受賞作品
を基に啓発ポスターを作成
し、市内公共機関等に掲示し
ている。

■東京都が定めている「家族
ふれあいの日」とも併せ、家
族のふれあいについて啓発活
動を継続していく。

子育て課

■引き続き「家族ふれ愛の
日」の啓発のための写真展を
実施する。
■イオンモール多摩平にて新
たにパネル展示を実施する。

■家族ふれ愛写真展応募数　47件
≪テーマ≫
「家族のふれ合いの良さを伝えてくれる写真」
≪応募期間≫
平成28年10月1日(土)～10月31日(月)
≪賞≫
１） 家族ふれ愛大賞　１名
２） 家族ふれ愛賞　　４名
３） 佳作　　　　　１０名
≪表彰式≫
ひの煉瓦ホール市民プラザのイルミネーション点灯式
と一緒に行い、受賞作品はイルミ作品として展示をし
た。
■パネル展示
Ｈ28年12月12日（月）～12月26日（月）
イオンモール多摩平の森GF陽だまりのアトリウムに展
示
H29年2月2日（木）～2月23日（木）
市役所1階市民ホール東側に展示
■ポスター作成　300枚
市内公共施設、公共交通機関、スーパーへの貼り出し
を行った。

Ａ 

■引き続き「家族ふれ愛の
日」の啓発のための写真展
を実施する。
■家族ふれ愛の日のさらな
る啓発のために表彰式の場
所などを検討する。

②親子
ふれあ
い事業

■親子のふれあいを促進する
ため、３～４か月児健診後に
親子の交流する機会を設定
し、保育士による手遊びや絵
本の読み聞かせを実施。

■親子のふれあい促進のきっ
かけの場となるよう、継続し
ていく。

健康課
■親子のふれあい促進のきっ
かけの場となるよう、継続し
ていく。

■年間36回の３～４か月健診後に、交流する機会を設
け、保育士による手遊びや絵本の読み聞かせを実施し
た。

Ｂ 

■親子ふれあ
い事業として
の絵本の読み
聞かせ等は、
声かけに応じ
た親子のみと
なっている。
更に積極的に
声掛けを行う
など、参加者
が増える様に
事業の構築を
行っていきた
い。

■親子のふれあい促進の
きっかけの場となるよう、
継続していく。

③家庭
教育学
級

■市内小中学校ＰＴＡへの委
託による家庭教育学級や、生
涯学習課による講演会などに
より、家庭教育の充実や、主
な担い手である保護者の教育
力向上を図る。

■各小・中学校ＰＴＡによる
学習活動の充実。
■講演会開催や、市ホーム
ページ等での情報発信による
家庭教育の啓発及び保護者の
意識向上。

生涯
学習課

■引き続き、ＰＴＡへの委託
による家庭教育学級や、講演
会開催、情報発信などを行
い、家庭教育の充実及び保護
者の教育力向上を図ってい
く。

■小中学校25校PTAへの委託により、地域性やニーズ
に合わせた学習活動が実施された（延べ参加者数
5,492人）。
■生涯学習課で、家庭の教育力向上に向けた講演会を
3回開催した（延べ参加者数267人）。
■市ホームページ等での情報発信により、家庭教への
意識の啓発を行った。

Ａ 

■学習会や講
演会に参加し
ない（できな
い）保護者へ
の対応。
■各校ＰＴＡ
の家庭教育担
当役員の負担
軽減。

■引き続き、ＰＴＡへの委
託による家庭教育学級や、
講演会開催、情報発信など
を行い、家庭教育の充実及
び保護者の教育力向上を
図っていく。
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（２）異年齢交流の促進

事業 内容 方向性
（平成27年4月～平成32年3月）

方向性の変更
（平成29年4月～）

担当課 平成28年度の取り組み 平成28年度実績 評価 課題 平成29年度の取り組み

①幼稚
園・保
育園で
の中高
生の受
け入れ

■子どもへの理解を深め、命
の尊さ、慈しむ心、家族の大
切さや家族をもつ喜びが持て
るよう、地域の高等学校・中
学校と連携して中高生等の保
育体験を受け入れる。
■中高生を対象に、保育園の
行事参加や保育園職場紹介な
どの交流を深める。

■今後も、地域の高等学校・
中学校と連携して中高生等の
保育体験を積極的に受け入れ
る。

保育課

■地域の高等学校・中学校と
連携して中高生等の保育体験
を積極的に受け入れる。
また、中高生を対象に、保育
園の行事参加や保育園職場紹
介などの交流を深め、つなが
りが持てるように積極的にす
すめていく。

■中高生等の保育体験受け入れ
　実施園・・11園
　参加人数・・168人

Ａ 

■地域の高等学校・中学校
と連携して中高生等の保育
体験を積極的に受け入れ
る。また、中高生を対象
に、保育園の行事参加や保
育園職場紹介などの交流を
深め、つながりが持てるよ
うに積極的にすすめてい
く。

②ジュ
ニア
リー
ダー講
習会

■昭和41年度に開始され、異
年齢交流・地域交流を通し
て、思いやりの心や生きる力
を養い、地域への愛着・関心
を深める事業。
年10回実施（平成２６年度）
■効果
企画・運営を大学生・高校生
のボランティアリーダーが行
うことで、将来地域で活動す
る人材の育成を目指してい
る。「地域活動の担い手の育
成」
■ボランティアリーダーは地
域貢献の一環として、子ども
会や地域の行事・イベントに
赴き、お手伝いやレクリエー
ション提供等の地域活動を
行っている。

■小中学生を対象に、キャン
プ等の野外活動や地域交流を
行い、子どもたちの体験活動
の充実を図
る。
■ボランティアリーダーの地
域活動への参加を促し、ジュ
ニアリーダー講習会の認知度
を高めるとともに、講習会の
成果を地域へ還元していく体
系づくりに努める。より一層
地域と密着した活動を進めて
いく。
■青少年委員による育成環境
の整備、地域に根ざした活動
を進め、地域で活躍できる人
材の育成を行っていく。

子育て課

■リーダーの地域活動の幅を
さらに広げる。（地域協働課
主催のアクションプランや地
域懇談会への参加の促進等）
■ジュニアリーダー講習会の
充実のため、リーダーへ新た
なプログラムの実施を依頼す
る。

■リーダーの地域活動拡充のため、自主防災訓練、地域懇
談会、アクションプラン等の新規依頼を獲得し、昨年度よ
り依頼件数、派遣延べ人数を伸ばした。（Ｈ27　41件　延
べ88人、H28　60件 延べ141人）
■講習会のプログラム拡充、リーダーの創造力向上のた
め、リーダーがゼロから企画する講習会を設けた。受講
生、リーダーが主体となり、映画撮影を行った。最終的に
講習会最終日に保護者にも見ていただき、大変好評であっ
た。

Ａ 

■青少年委員
との連携強
化。
■リーダーの
基礎技術の低
下。
■自然体験以
外のプログラ
ムの充実。

■青少年委員の会でジュニ
アリーダー担当部会創設に
より、連携強化。地域活動
への取り組み促進。
■青少年委員、講師を中心
として、リーダーに向けて
研修の充実を図る。
■リーダーが主体となる企
画を増やし、プログラムの
充実を推進。

（３）子どもの人権意識の醸成

事業 内容 方向性
（平成27年4月～平成32年3月）

方向性の変更
（平成29年4月～）

担当課 平成28年度の取り組み 平成28年度実績 評価 課題 平成29年度の取り組み

①道徳
授業地
区公開
講座

■全ての小・中学校で学校、
家庭、地域社会との連携によ
り開催している。継続して、
道徳授業の質の向上と公開講
座の開催方法の工夫等を図
り、さらに事業を充実させて
いく。

■道徳教育推進教師を中心
に、道徳教育や道徳授業地区
公開講座の体制を整え、道徳
の時間の活性化や内容の充実
を図る。

学校課
■全校で道徳授業地区公開講
座を実施。地域や保護者へ呼
びかけ、意見交換会を継続

■市内の全ての小中学校において、道徳授業地区公開
講座を実施し、保護者や地域の方々との意見交換を
図った。

Ａ 

■全校で道徳授業地区公開
講座を実施。地域や保護者
へ呼びかけ、意見交換会を
継続
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②人権
教育推
進委員
会

■各幼稚園、学校に人権教育
理解推進委員を１名置き、
様々な人権課題について研修
を深めている。引き続き人権
課題に応じた研修を企画して
いく。

■東京都の人権尊重教育推進
校指定を受けた日野第四小の
取り組みを広めるとともに、
人権教育推進委員を中心に人
権課題を深める実践や指導計
画作成についての理解を深め
るよう研修内容の充実を図
る。

学校課

■日野第六小学校が東京都の
人権尊重教育推進校の指定を
受け、H28・29の2か年実施す
る。

○人権教育推進委員会の取組
■毎年の人権教育推進委員会において、異なった人権
課題を取り上げ、人権課題に対する理解を深めるとと
もに、幼児・児童・生徒への具体的な指導の在り方に
ついて協議を行ってきた。
■人権教育推進委員会での講義等を通して、人権教育
全体計画・年間指導計画の見直しが図られつつある。
○人権尊重教育推進校の取組
■日野第六小学校が「学び・考え・協働し、発信する
授業の創造　～人とのかかわり合いを大切にし、学び
を実践に結び付ける学習指導の工夫～」を研究主題
に、道徳の時間・生活指導・特別活動の充実、人権感
覚を養う校内環境の整備、教職員の研修を行うことで
児童の人権を尊重する心を育む指導を推進した。
○各学校・園での実践
■各学校、各園での高齢者や障害のある方との交流を
通しての学び、人権感覚を高める様々な実践を行っ
た。各学校での道徳の時間を充実させるとともに、日
野第六小学校での研究の成果を市内全体で共有した。

Ａ 

■東京都人権施策推進指針
が平成２７年８月に改訂さ
れるとともに人権教育プロ
グラムが改訂され、人権課
題が再構築された。「性同
一性障害」「性的思考」等
の新たな人権課題について
の教員研修を継続し、教員
の理解を深めるとともに、
具体的な指導の在り方につ
いて検討する。
■平成２８・２９年度日野
第六小学校が人権教育推進
校の指定を受け、研究を進
めている。昨年度の研究を
基盤に、人権教育の充実に
資する研究となるよう指
導・助言を行うとともに、
その成果を全校で共有化し
ていく。

③心の
教育
（いじ
め防止
基本方
針）

■自分の大切さと他の人の大
切さを認め、行動できる豊か
な人間性を育成するため、人
権教育の一層の充実を図り、
道徳性を養い、相手を思いや
り、社会に貢献する力を育
む。

■いじめ防止基本方針に基づ
く体制整備等取組の充実を図
る。
■人権教育（互いに尊重し合
う態度や他者と共に生きる力
の育成）の推進を図る。
■動物ふれあい訪問事業を実
施する。

学校課

■総合教育大綱の理念のも
と、学校・保護者・地域社
会・関係機関が連携し、子供
の育ちを守り、支えていく。
■いじめ問題の協議会の開催
（5/24）、対策委員会の選
任、学期に1回（年3回）開催
■道徳副読本の補充（学校へ
の配布であるため、次年度以
降も同じ物を使用するが、劣
化状況や改訂があった場合、
進級時の不足分の補充など適
切に管理する。）
■動物ふれあい事業を継続実
施
■今後もいのちの大切さを伝
える講演・展示を毎年中学校
3校で実施

■ひのっ子教育２１開発委員会（道徳）において、平
成２９年２月７日に報告会を開催し、１年間の研究の
内容、成果と課題を示した。また、研究の成果をリー
フレットにまとめ、市内全教員に配布した。
■東京都人権教育推進校として日野第六小学校が指定
され、平成29年2月に公開授業を行った。
■東京都道徳教育推進拠点校として、夢が丘小学校が
平成29年2月10日に研究報告会を、三沢中学校が平成
29年1月31日に公開授業を実施した。
■道徳副読本を中学校は全学年全生徒分、小学校は全
学年１学級分を購入し配布した
■道徳授業地区公開講座を全小・中学校で実施し、児
童・生徒、保護者・地域の共通理解による心の教育の
充実を図った。
■動物ふれあい事業を全小学校1年生、全市立幼稚園
児を対象に実施した。
■ひのっ子教育21開発委員会（道徳）で研修を推進
し、平成29年2月7日に報告会を開催した。

Ａ 

■開発委員会の研究の成果
が教員の授業実践につなが
るための取組の工夫をす
る。
■道徳副読本は学校への配
布であるため、次年度以降
も同じ物を使用するが、劣
化状況や改訂があった場
合、進級時の不足分の補充
など適切に管理する。
■研究奨励校の成果内容を
他校へ普及するための工夫
をする。

④高齢
者との
交流

■各幼稚園、学校に人権教育
理解推進委員を１名置き、
様々な人権課題について研修
を深めている。引き続き人権
課題に応じた研修を企画して
いく。

■特別養護老人ホームへの施
設訪問、昔遊びなどの学習を
通して、高齢者とのふれあい
学習を継続
し、計画的な交流をすすめ
る。

学校課

■特別養護老人ホームへの施
設訪問、昔遊びなどの学習を
通して、高齢者との交流を継
続

■特別養護老人ホームへの施設訪問、昔遊びなどの学
習を通して、高齢者との交流を行った。 Ａ 

■特別養護老人ホームへの
施設訪問、昔遊びなどの学
習を通して、高齢者との交
流を継続
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⑤子ど
も条例
の推進

■児童憲章や児童の権利に関
する条約に基づいて、子ども
の生きる権利、育つ権利、守
り守られる権利、参加する権
利と子どもが健全に育つため
の責務に関する基本理念を定
め、市と市民が一人ひとりの
子どもの権利を尊重し、保
障、擁護することで子どもの
幸福の実現を目指し、子ども
が健全に育つことができる
環境をつくること。
■【策定までの経過】
①平成13年から職員によるプ
ロジェクトチームで「子ども
の権利条例」づくりを検討。
②平成14年に市民の意見を取
り入れるため、市民を公募。
応募した市民（おとな会議23
名）と職員が３年間で108回の
会議を実施。公募で集まった
子どもたち（８名）からも意
見をもらい、条例の元になる
案を作成。
③平成18年８月にパブリック
コメントを実施。
④平成20年６月議会に上程。
⑤平成20年７月１日条例を施
行。

■ 行政、子育て事業者、地
域住民、保護者が子どもの目
線に立つことが子どもの最善
の利益の保護、実現につなが
るため、様々な機会を活用
し、普及・啓発を図る。
■ 日野市子ども条例の理念
を「新！ひのっ子すくすくプ
ラン」で具現化していく。
■条例第19 条推進体制、20
条委員会の設置については、
子ども・子育て支援会議にそ
の役割を位置づけていく。

子育て課

■１０月に実施される「手を
つなごう・こどもまつり」に
子ども条例ポケット版を掲
示。普及啓発に努める。
■家族ふれ愛写真の展示を活
用し、市民に対して子ども条
例趣旨等をわかりやすく掲示
する。

■平成28年10月9日（日）「手をつなごう・こどもま
つり」にて、子ども条例を掲示し、10月末に市役所1
階の市民ホールに「手をつなごう・こどもまつり」の
パネル展示とあわせて子ども条例の掲示を行った。
■家族ふれ愛写真展のパネル展示にあわせて子ども条
例の掲示及びリーフレットの配布を行った。
・イオンモール多摩平の森陽だまりのアトリウム（期
間：平成28年12月12日～12月26日）
・市役所1階市民ホール（期間：平成29年2月2日～2月
23日）
■Ｈ28第4回日野市子ども・子育て支援会議の中で子
ども条例を基に意見交換を行った。。

Ａ

■引き続き、様々な機会を
活用し、普及、啓発に努め
る。

⑥いの
ちの学
校

■市内中学校で、道徳などの
時間を利用し、一人ひとりが
人を大切にし、かけがえのな
い「命」の大切さを考えても
らう事業を実施。

■中学生の間に一度は受講で
きるよう、１年に２～3校で
事業実施を予定。パネル展示
や講演会を行い、全校生徒と
教職員、ＰＴＡの方にも参加
していただき考えてもらう。

セーフ
ティ
ネット
コー
ルセン
ター

■28年度についても、市内の
3校で地区公開としての開催
を予定。

■市内3校の中学校において、パネル展示(メッセン
ジャー)、と遺族による講演会を実施。
【参加実績】3か所合計1,464人
■実施後のアンケート「誓いの栞」から、こころの健康
や、命の大切さについての理解や意識の高まりが伺え
た。
■地区公開としたため、生徒のほか、保護者や地域の方
の参加もあった。

Ａ 

■市内の3校の中学校でパ
ネル展示及び講演会を開
催。
■保護者や地域の方も参加
できるよう、学校公開等と
合わせて実施する。
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